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3年目を迎えて 

札幌市代表オンブズマン 田村
たむ ら

 智
とも

幸
ゆき

 

（弁護士、令和３年３月１日～） 

 

 

折り返しの３年目を迎えました。 

オンブズマンは、寄せられた苦情を熟読し、相談にも与し、申立ての背景も想像しな

がら、調査を始めます。苦情の対象の担当部局に説明書類を提出させ、具体的な経緯と

市の見解を説明させて、オンブズマンとして争点を見定め、質問の手法を駆使して納得

のいく回答が行われるかを見極めます。そして、業務の内容・手続・対応状況を検討し、

結果をオンブズマン判断として書きあらわす方法で速やかに通知します。 

事実関係の理解に争いがあることも少なくありません。安易に真偽不明とすることは

せずに記録等から手掛かりを探して推認の手法も使って真相に迫ろうとしますが、それ

でも「言った言わない」のレベルを超えられないと判断ができません。 

他方、担当部局の説明を理解しようと努めてもやはり納得がいかない場合は、業務に

不備があったと判断します。昨年度も申立ての２割余で不備を認めました。 

こうした執務は、オンブズマンが単独でなしうるものではありません。苦情が何枚に

もわたることがあります。苦情内容の正確な理解から調査の詳細な整理に至るまでの大

半の仕事は、専門調査員と呼ばれるスペシャリストの方たちが担います。そして、執務

や判断の客観性を高めるために最大の努力を尽くしています。 

判断者の欄にはオンブズマンの名前だけが書かれていますが、このような厚みの下に

実際の執務が行われているのです。 

されども、判断の方向性や構成、基本となる表現はオンブズマンの着眼点や着想に始

まりますし、執務の責任をオンブズマンが負うことは言うまでもありません。 

世界にも冠たる都市サッポロ、そして基礎自治体ですので苦情の対象は、健康・福祉

・子育て、教育・文化・観光・経済、土木・建築、環境、税・財産、その他住民に関わ

る事務全般と実に多岐にわたっています。 

新件に接するたびに新たに知ることや考えることも多く、また万一にも判断の視点が

硬直化することのないよう、市民の権利利益の擁護と行政監視の原点に立ち返り、日々

の修養と鍛錬を重ねていきたいと考えています。 

 

  



 

オンブズマンの思い 

札幌市オンブズマン 神谷
かみ や

 奈保子
な ほ こ

 

(民事調停委員、令和５年３月１日～) 

 

 

 コロナ禍と言われて久しい困難な暗闇をようやく抜けて、皆で希望の光を見い出すよ

うな思いの中、迎えた令和５年早春３月に、オンブズマンに就任いたしました。 

 着任しましてから数か月ではありますが、苦情を申し立てられた方との面談や書面を

とおして、そしてヒアリングをとおしまして、傾聴することの大切さを日々実感してお

ります。調査結果をまとめた文書を作成する重要性を痛感して、少しずつではございま

すが、新たな発見の多い体験を重ねて、「オンブズマンの思い」の内実を自分なりに確

認いたしております。 

 地方自治体のオンブズマンとは『オンブズマン制度』（林屋礼二著）によりますと「住

民からの苦情を契機にして、オンブズマンが有する調査権限にもとづき、自治体内部で

資料を収集して、問題点を解明して、住民の苦悩から救済をはかるとともに、その結果

を広く行政の改善へとむすびつけるように努力する」制度とあります。 

 この見識に接しまして、これまで担当した案件を顧みますと、申立ての契機は「札幌

市の業務に関して不利益を受けた」ということから発しておりますが、特別な事情があ

るとしましても、市政全般の改善を志向する期待を感得することが多くありました。 

オンブズマンとしまして、市民の権利を擁護するという確かな視点を保ち、法令や規

則の的確な運用を検証し、多様な業務に携わる市職員の知見や接遇に関する課題を明ら

かにすべく、公正にアグレッシブに受容して考え続けたいという思いを強くしておりま

す。 

 多種多様な市の行政におきましては、常に新たな情報とノウハウを把握して、時機に

適う市民サービス業務に努められていると拝察します。殊に近年では、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止の為に、市のあらゆる担当部署が連携して、様々な立場にある市民の

心身を護るために、時には自らの体調管理を後にしてでも、渾身の力を込めて仕事に邁

進し続けられたことを実感してまいりました。このような体験は、市行政と市民をつな

ぐ絆を強めることとなり、ひいては危機管理から未来志向の業務改革を実現する可能性

をもたらすと期待するものです。 

 このように市民社会では、様々な制度や機構の中で、具体の申請手続をとおして日常

生活を営んでいますが、いったん齟齬をきたす経験をしてしまうと、システム自体を見

直して検証したいという思いを強くすることもありましょう。 

このような思いとオンブズマン制度の意義は一致するところが大きいと考えます。「開

かれた市政を推進、市民の市政に対する理解と信頼の確保及び市民の意向が的確に反映

された市政運営に資すること」（札幌市オンブズマン条例１条）を活性化するために、

職務にあたり努めてまいりたく存じます。 



 

４年目を迎えて 

札幌市オンブズマン 原
はら

 俊
とし

彦
ひこ

 

(大学名誉教授、令和２年３月１日～) 

 

 

就任４（最終）年度目を迎えました。就任初年度から続いて来た新型コロナウイルス

感染症も、５月５日に WHO（世界保健機構）が新型コロナ「緊急事態宣言」終了を発表、

わが国においてもゴールデンウィーク明けの５月８日には通常インフルエンザと同じ

５類に降格となり、まだ第９波到来の懸念はあるものの、社会全体がコロナ禍の重苦し

さから急速に解放されて行くようで喜ばしい限りです。 

就任３年度目もコロナを背景に生活保護・医療関連の苦情が続きましたが、幸い年末

年始は暖冬少雪で昨年のように除雪・排雪についての申立てが殺到することもなく、年

明けは穏やかに推移しましたが、３月になりコロナ感染が収束に向かうにつれ苦情が急

増、今年度も苦情件数が多くなりそうな気がしています。また就任後、コロナの関係で

長らく実施できなかったオンズマンによる発意調査を３年度目にしてようやく着手、以

前から気になっていた児童手当の受給状況について詳細な調査を行うことができ、ほっ

としています。可能であれば今年度も発意調査を行いたいと考えています。 

オンブズマンとしては、毎年の苦情件数が多くなること自体は、市政の改善への期待

・信頼の現れであり、歓迎すべきことだと思っています。またオンブズマン調査を通じ、

これまで看過されてきた問題や課題が明らかになり、市の行政サービスが少しでも良く

なることこそが、この仕事の喜びだと感じています。しかし、そのような有意義な苦情

がある一方、市政に対する誤解や偏見、個人的怨嗟、一方的な被害者意識に基づく、理

不尽な苦情も少なからずあり、このような苦情に、日々、対応する市職員の皆さんの精

神的苦痛はいかばかりと心が痛むことも少なくありません。オンブズマンとしては、そ

の種の苦情は調査せずとしたいところですが、たとえどのような理不尽な苦情であろう

とも、市民が不満を感じていることは事実であり、その不満に耳を傾け、市の対応に不

備がないかを調査・確認し、そのことを明らかにすることも、オンブズマンとしての重

要な使命だと考えています。 

長年、大学教員・研究者として行政について多くのことを学んできましたが、これま

でのオンブズマンとしての活動を通じ、行政の現場における市と市民との関係をつぶさ

に観察するという貴重な体験をさせていただいたことに感謝しております。年度末まで

の期間、さらに多くの苦情を調査し任期を全うしたいと思っています。 
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Ⅰ 令和４年度活動概況 

 

１１  苦苦情情申申立立ててのの状状況況  

((11))  苦苦情情申申立立てて件件数数とと受受付付総総件件数数  

令和４年４月１日から令和５年３月 31 日までの１年間にオンブズマンが受け付

けた苦情申立ての件数は 94件で、前年度より 18件（16.1％）減少しました。 

 

表表１１  年年度度別別苦苦情情申申立立てて件件数数、、受受付付総総件件数数（（過過去去５５年年分分）） （単位：件） 

年 度 H30 R元 R2 R3 R4 

苦情申立て件数 77 122 90 112 94 

問合せ・要望等 572 586 557 660 533 

受付総件数 649 708 647 772 627 

 

((22))  苦苦情情申申立立ててのの手手段段別別状状況況  

苦情申立ての手段別では、ホームページからの申立てが 51件（54.3％）、次いで

来訪によるもの 29 件（30.9％）となっており、これら２つで全体の 85.2％となっ

ています。以下、郵送７件（7.4％）、ファクシミリ７件（7.4％）となっています。 

 

表表２２  月月別別手手段段別別苦苦情情申申立立てて状状況況            （単位：件） 

年 月 申立て 

        

手段内訳 

来訪 ホームページ 郵送 ファクシミリ 

令和４年 4月 4 0 4 0 0 

 5月 8 3 4 0 1 

 6月 6 3 3 0 0 

 7月 10 4 6 0 0 

 8月 13 5 6 1 1 

 9月 3 1 2 0 0 

 10月 12 5 6 1 0 

 11月 6 2 4 0 0 

 12月 5 1 3 1 0 

５年 1月 11 1 4 3 3 

 2月 8 2 5 0 1 

 3月 8 2 4 1 1 

令和４年度合計 94 29 51 7 7 

【参考】前年度合計 112 40 51 17 4 
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((22))  苦苦情情申申立立ててのの手手段段別別状状況況  

苦情申立ての手段別では、ホームページからの申立てが 51件（54.3％）、次いで

来訪によるもの 29 件（30.9％）となっており、これら２つで全体の 85.2％となっ

ています。以下、郵送７件（7.4％）、ファクシミリ７件（7.4％）となっています。 

 

表表２２  月月別別手手段段別別苦苦情情申申立立てて状状況況            （単位：件） 

年 月 申立て 

        

手段内訳 

来訪 ホームページ 郵送 ファクシミリ 

令和４年 4月 4 0 4 0 0 
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 12月 5 1 3 1 0 

５年 1月 11 1 4 3 3 
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令和４年度合計 94 29 51 7 7 

【参考】前年度合計 112 40 51 17 4 

((33))  組組織織別別・・項項目目別別状状況況  

苦情申立ての件数を組織別に見ると、区役所が最も多く、37件の申立てがありま

した。次いで、保健福祉局が 15件、教育委員会が７件となっています。 

 

表表３３  組組織織別別・・項項目目別別苦苦情情申申立立てて状状況況((令令和和４４年年４４月月１１日日～～令令和和５５年年３３月月 3311日日受受付付分分))  

組 織 件数 構成比 項   目 

総務局 6  6.4% 
オンブズマン 3 件、情報公開 2 件、その他の市の業務 1

件 

まちづくり政策局 1  1.1% 交通 1件 

財政局 5  5.3% 市税 2件、その他税・財産 3件 

市民文化局 2  2.1% まちづくり・地域活動 1件、消費生活 1件 

スポーツ局 2  2.1% スポーツ 1件、入札・契約 1件 

保健福祉局 15  16.0% 
高齢福祉・介護保険 5件、感染症 4件、障がい福祉 2件、

情報公開・個人情報保護 1件、その他の市の業務 3件 

子ども未来局 5  5.3% 子育て 2件、建築 1件、その他の市の業務 2件 

経済観光局 1  1.1% その他の市の業務１件 

環境局 1  1.1% その他の市の業務 1件 

建設局 1  1.1% その他の市の業務 1件 

都市局 3  3.2% 市営住宅 1件、宅地造成 1件、その他の市の業務 1件 

交通局 2  2.1% 乗継関係 2件 

水道局 2  2.1% 水道料金 2件 

病院局 3  3.2% 医療過誤 2件、転院 1件 

消防局 1  1.1% 救急 1件 

区 37 39.4%  

 市民部 3  3.2% 戸籍・住民票・証明 3件 

 土木部 6  6.4% 除排雪 3件、道路・河川 1件、その他の市の業務 2件 

 

 
保健福祉部 28 29.8% 

生活保護 22件、保険・年金 2件、高齢福祉・介護保険 1

件、子育て 1 件、障がい福祉 1 件、その他の市の業務 1

件 

教育委員会 7  7.4%  学校・幼稚園・教育 6件、その他市の業務 1件 

合 計 94 100.0%  

※ 令和４年度の組織による。２つ以上の局にまたがるときは、主な所管局に掲載しています。 

  なお、端数処理の関係上、割合の合計が 100.0%にならない箇所があります。 
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((44))  分分野野別別状状況況  

申立てを分野別に見ると、健康・福祉・子育て関係（47件）が最も多く、次いで

土木・建築（10件）が多くなっています。 

 

表表４４  分分野野別別苦苦情情申申立立てて状状況況((令令和和４４年年４４月月１１日日～～令令和和５５年年３３月月 3311日日受受付付分分))  

分 野  
令和４年度 令和３年度 

件数 割合 件数 割合 

健康・福祉 

・子育て 

生活保護、障がい福祉、高齢福祉、子育て、

感染症、保険・年金など 
47 50.0% 47 42.0% 

教育・文化 

・観光・経済 

学校・幼稚園・教育、文化・芸術、スポーツ、 

観光、経済・産業など 
7 7.4% 9 8.0% 

土木・建築 
道路・河川、除排雪、水道・下水道、建築、

市街地整備など 
10 10.6% 14 12.5% 

環境 
ごみ・リサイクル、動物・ペット、公園・み

どり、騒音・振動・環境汚染など 
0 0.0% 5 4.5% 

税・財産 税金、入札・契約など 6 6.4% 3 2.7% 

その他 
戸籍・住民票・証明、市営住宅、広報・広聴、

消費生活、消防など 
24 25.5% 34 30.4% 

合 計 94 100.0% 112 100.0% 

※ 端数処理の関係上、割合の合計が 100.0%にならない箇所があります。 

 

２２  苦苦情情処処理理のの状状況況  

((11))  苦苦情情処処理理のの状状況況  

申立てがあった苦情のうち、調査結果を通知したものでは、苦情申立ての趣旨に

沿ったもの（市の業務に何らかの不備があったもの）が 21件（29.6％）、市の業務

に不備がなかったものが 50件（70.4％）でした。 

 表表５５  苦苦情情処処理理のの状状況況((令令和和４４年年４４月月１１日日～～令令和和５５年年３３月月 3311日日受受付付分分))  

 区  分 件 数 割 合 

調査結果を 

通知したもの 

１ 苦情申立ての趣旨に沿ったもの 21 22.3% 29.6% 

２ 市の業務に不備がないもの 50 53.2% 70.4% 

小 計 71 75.5% 100.0% 

調査結果を 

通知しなかっ

たもの 

３ 調査を中止（取下げ等による）※条例第 18条 6 6.4%  

４ 管轄外（市の業務外等）※条例第 3条 3 3.2% 

５ その他（１年以上経過等）※条例第 16条 14 14.9% 

小 計 23 24.5% 

合  計 94 100.0% 

 

 

((22))  苦苦情情処処理理日日数数のの状状況況  

苦情の処理に要した日数の状況は、次のとおりです。 

 

表表６６  苦苦情情処処理理日日数数のの状状況況((令令和和４４年年４４月月１１日日～～令令和和５５年年３３月月 3311日日受受付付分分))（単位：件） 

                 処理日数(※) 

区  分                       

30日 
以内 

31～ 
45日 

46～ 
60日 

61日 
以上 

調査結果を 

通知したもの 

１ 苦情申立ての趣旨に沿ったもの 1 8 6 6 

２ 市の業務に不備がないもの 8 23 15 4 

小 計 9 31 21 10 

割 合 12.7% 43.7% 29.6% 14.1% 

調査結果を 

通知しなかった

もの 

３ 調査を中止（取下げ等による） 5 0 1 0 

４ 管轄外（市の業務外等） 3 0 0 0 

５ その他（１年以上経過等） 14 0 0 0 

小 計 22 0 1 0 

割 合 95.7% 0% 4.3% 0% 

合 計 31 31 22 10 

割 合 33.0% 33.0% 23.4% 10.6% 

※ 苦情申立書のみで苦情の内容が判断できないものは、オンブズマンと面談を行った日等の調
査内容が確定した日を起算日として整理しています。なお、端数処理の関係上、割合の合計が
100.0%にならない箇所があります。 

 

３３  発発意意調調査査のの状状況況  

オンブズマンの発意により、「ICT を使いこなすことが難しい高齢者等への配慮」、

「札幌市における児童手当の支給状況と認定請求手続」について調査を行いました

（「Ⅲ オンブズマンの発意による調査」P60参照）。 

 

４４  是是正正勧勧告告等等  

令和４年度の調査においては、是正勧告や意見表明に至ったものはありませんでした。 

 

５５  現現地地調調査査  

苦情の内容によっては、現地を確認し状況を把握するため、オンブズマン自身が現

地に赴き、調査を行っています。 

 

６６  フフォォロローーアアッッププ調調査査  

令和４年度中に苦情申立てを受け付け、調査結果を通知したもののうち、苦情申立

ての趣旨に沿ったもの 14件、不備はなかったがオンブズマンが何らかの要望を出した

もの１件について、調査結果通知に係る改善等の状況についての追跡調査（フォロー

アップ調査）を行い、調査結果通知を受けて市の関係部局が講じた措置の状況や現在

の状況を確認しました。 
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((44))  分分野野別別状状況況  

申立てを分野別に見ると、健康・福祉・子育て関係（47件）が最も多く、次いで

土木・建築（10件）が多くなっています。 

 

表表４４  分分野野別別苦苦情情申申立立てて状状況況((令令和和４４年年４４月月１１日日～～令令和和５５年年３３月月 3311日日受受付付分分))  

分 野  
令和４年度 令和３年度 

件数 割合 件数 割合 

健康・福祉 

・子育て 

生活保護、障がい福祉、高齢福祉、子育て、

感染症、保険・年金など 
47 50.0% 47 42.0% 

教育・文化 

・観光・経済 

学校・幼稚園・教育、文化・芸術、スポーツ、 

観光、経済・産業など 
7 7.4% 9 8.0% 

土木・建築 
道路・河川、除排雪、水道・下水道、建築、

市街地整備など 
10 10.6% 14 12.5% 

環境 
ごみ・リサイクル、動物・ペット、公園・み

どり、騒音・振動・環境汚染など 
0 0.0% 5 4.5% 

税・財産 税金、入札・契約など 6 6.4% 3 2.7% 

その他 
戸籍・住民票・証明、市営住宅、広報・広聴、

消費生活、消防など 
24 25.5% 34 30.4% 

合 計 94 100.0% 112 100.0% 

※ 端数処理の関係上、割合の合計が 100.0%にならない箇所があります。 

 

２２  苦苦情情処処理理のの状状況況  

((11))  苦苦情情処処理理のの状状況況  

申立てがあった苦情のうち、調査結果を通知したものでは、苦情申立ての趣旨に

沿ったもの（市の業務に何らかの不備があったもの）が 21件（29.6％）、市の業務

に不備がなかったものが 50件（70.4％）でした。 

 表表５５  苦苦情情処処理理のの状状況況((令令和和４４年年４４月月１１日日～～令令和和５５年年３３月月 3311日日受受付付分分))  

 区  分 件 数 割 合 

調査結果を 

通知したもの 

１ 苦情申立ての趣旨に沿ったもの 21 22.3% 29.6% 

２ 市の業務に不備がないもの 50 53.2% 70.4% 

小 計 71 75.5% 100.0% 

調査結果を 

通知しなかっ

たもの 

３ 調査を中止（取下げ等による）※条例第 18条 6 6.4%  

４ 管轄外（市の業務外等）※条例第 3条 3 3.2% 

５ その他（１年以上経過等）※条例第 16条 14 14.9% 

小 計 23 24.5% 

合  計 94 100.0% 

 

 

((22))  苦苦情情処処理理日日数数のの状状況況  

苦情の処理に要した日数の状況は、次のとおりです。 

 

表表６６  苦苦情情処処理理日日数数のの状状況況((令令和和４４年年４４月月１１日日～～令令和和５５年年３３月月 3311日日受受付付分分))（単位：件） 

                 処理日数(※) 

区  分                       

30日 
以内 

31～ 
45日 

46～ 
60日 

61日 
以上 

調査結果を 

通知したもの 

１ 苦情申立ての趣旨に沿ったもの 1 8 6 6 

２ 市の業務に不備がないもの 8 23 15 4 

小 計 9 31 21 10 

割 合 12.7% 43.7% 29.6% 14.1% 

調査結果を 

通知しなかった

もの 

３ 調査を中止（取下げ等による） 5 0 1 0 

４ 管轄外（市の業務外等） 3 0 0 0 

５ その他（１年以上経過等） 14 0 0 0 

小 計 22 0 1 0 

割 合 95.7% 0% 4.3% 0% 

合 計 31 31 22 10 

割 合 33.0% 33.0% 23.4% 10.6% 

※ 苦情申立書のみで苦情の内容が判断できないものは、オンブズマンと面談を行った日等の調
査内容が確定した日を起算日として整理しています。なお、端数処理の関係上、割合の合計が
100.0%にならない箇所があります。 

 

３３  発発意意調調査査のの状状況況  

オンブズマンの発意により、「ICT を使いこなすことが難しい高齢者等への配慮」、

「札幌市における児童手当の支給状況と認定請求手続」について調査を行いました

（「Ⅲ オンブズマンの発意による調査」P60参照）。 

 

４４  是是正正勧勧告告等等  

令和４年度の調査においては、是正勧告や意見表明に至ったものはありませんでした。 

 

５５  現現地地調調査査  

苦情の内容によっては、現地を確認し状況を把握するため、オンブズマン自身が現

地に赴き、調査を行っています。 

 

６６  フフォォロローーアアッッププ調調査査  

令和４年度中に苦情申立てを受け付け、調査結果を通知したもののうち、苦情申立

ての趣旨に沿ったもの 14件、不備はなかったがオンブズマンが何らかの要望を出した

もの１件について、調査結果通知に係る改善等の状況についての追跡調査（フォロー

アップ調査）を行い、調査結果通知を受けて市の関係部局が講じた措置の状況や現在

の状況を確認しました。 
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７７  そそのの他他のの活活動動  

((11))  出出前前講講座座  

豊平区（８月）で出前講座を実施し、オン

ブズマンが講師となり、オンブズマン制度に

ついて講義を行いました。 

 

出前講座での講義の様子（R4.8.4） 

((22))  広広告告掲掲載載等等  

１年を通して、地下鉄大通駅コンコース内

のサッポロスマイル市政ＰＲコーナーで制度

ＰＲの映像を放映しているほか、９月には札

幌駅前通地下歩行空間の大型ビジョンで制度

ＰＲの映像を放映しました。 

また、１年に２回（７月及び 12 月）、制度

ＰＲポスターを地下鉄駅に掲示するととも

に、令和５年２月には、地下鉄南北線及び東

西線車内に帯広告、東豊線の車内にステッカ

ー窓広告を掲示しました。 

 

 
地下鉄東豊線の窓ステッカー(R5.2) 

 

((33))  第第 2233回回全全国国行行政政苦苦情情救救済済・・オオンンブブズズママンン制制度度連連絡絡会会  

  新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で、令和３年度に続きウェブ会議形式で

の開催となりました。札幌市からはオンブズマン１名が参加し、国や他の自治体の

行政苦情救済機関との意見交換や情報共有を行いました（12月）。 

 

Ⅱ 苦情申立て事例（要約）（令和４年度） 

実際に申し立てられた苦情の中から、オンブズマンの活動状況を知っていただく上

で参考になると思われる事例の一部を、要約して紹介します。 

なお、調査結果通知後、改善等の状況の追跡確認としてフォローアップ調査を実施

した事例については、市の回答を「市の改善等の状況」に掲載しています。 

 

１１  健健康康・・福福祉祉・・子子育育てて分分野野  

(1)   PCR検査費用の返金 ···················· 13  

(2)   子育て特別給付金 ······················ 14  

(3)  職員の手続遅滞による不利益 ················· 15  

(4)  支援金の給付に伴う保護費の返還金 ·············· 17  

(5)  突然の生活保護の廃止 ···················· 18  

(6)  国保保険料の徴収方法 ···················· 20  

(7)  転居費用等に関するケースワーカーの対応 ··········· 21  

(8)  子の健診における待機時間 ·················· 22  

(9)   生活保護担当職員の印鑑の無断使用 ·············· 24  

(10) 医療過誤の疑い ······················· 25  

(11) 無料定額診療における減免内容の考え方 ············ 26  

(12) 介護施設の処遇改善 ····················· 27  

(13) 診断書の紛失 ························ 28  

(14) 職業の変更を要求する保護課の対応 ·············· 29  

(15) 国保保険料の減額に関する説明不足 ·············· 30  

 

２２  教教育育・・文文化化・・観観光光・・経経済済分分野野  

(1)  学ぶ権利の侵害······················· 32 

(2)  スケートリンクの安全管理·················· 33 

(3)  中学校関係者による迷惑駐車 ················· 35 

  

３３  土土木木・・建建築築分分野野  

(1)  上下水道料金の減免申請の却下················ 36 

(2)  工事の受注業者への指導不足 ················ 37 

(3)  歩道のバリアフリー化 ···················· 38 

(4)  「ちあふる」の建築 ····················· 39 

(5)  盛土による悪影響 ····················· 40 

(6)  疑義のある水道料金 ···················· 42 
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７７  そそのの他他のの活活動動  

((11))  出出前前講講座座  

豊平区（８月）で出前講座を実施し、オン

ブズマンが講師となり、オンブズマン制度に

ついて講義を行いました。 

 

出前講座での講義の様子（R4.8.4） 

((22))  広広告告掲掲載載等等  

１年を通して、地下鉄大通駅コンコース内

のサッポロスマイル市政ＰＲコーナーで制度

ＰＲの映像を放映しているほか、９月には札

幌駅前通地下歩行空間の大型ビジョンで制度

ＰＲの映像を放映しました。 

また、１年に２回（７月及び 12 月）、制度

ＰＲポスターを地下鉄駅に掲示するととも

に、令和５年２月には、地下鉄南北線及び東

西線車内に帯広告、東豊線の車内にステッカ

ー窓広告を掲示しました。 

 

 
地下鉄東豊線の窓ステッカー(R5.2) 

 

((33))  第第 2233回回全全国国行行政政苦苦情情救救済済・・オオンンブブズズママンン制制度度連連絡絡会会  

  新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で、令和３年度に続きウェブ会議形式で

の開催となりました。札幌市からはオンブズマン１名が参加し、国や他の自治体の

行政苦情救済機関との意見交換や情報共有を行いました（12月）。 

 

Ⅱ 苦情申立て事例（要約）（令和４年度） 

実際に申し立てられた苦情の中から、オンブズマンの活動状況を知っていただく上

で参考になると思われる事例の一部を、要約して紹介します。 

なお、調査結果通知後、改善等の状況の追跡確認としてフォローアップ調査を実施

した事例については、市の回答を「市の改善等の状況」に掲載しています。 

 

１１  健健康康・・福福祉祉・・子子育育てて分分野野  

(1)   PCR検査費用の返金 ···················· 13  

(2)   子育て特別給付金 ······················ 14  

(3)  職員の手続遅滞による不利益 ················· 15  

(4)  支援金の給付に伴う保護費の返還金 ·············· 17  

(5)  突然の生活保護の廃止 ···················· 18  

(6)  国保保険料の徴収方法 ···················· 20  

(7)  転居費用等に関するケースワーカーの対応 ··········· 21  

(8)  子の健診における待機時間 ·················· 22  

(9)   生活保護担当職員の印鑑の無断使用 ·············· 24  

(10) 医療過誤の疑い ······················· 25  

(11) 無料定額診療における減免内容の考え方 ············ 26  

(12) 介護施設の処遇改善 ····················· 27  

(13) 診断書の紛失 ························ 28  

(14) 職業の変更を要求する保護課の対応 ·············· 29  

(15) 国保保険料の減額に関する説明不足 ·············· 30  

 

２２  教教育育・・文文化化・・観観光光・・経経済済分分野野  

(1)  学ぶ権利の侵害······················· 32 

(2)  スケートリンクの安全管理·················· 33 

(3)  中学校関係者による迷惑駐車 ················· 35 

  

３３  土土木木・・建建築築分分野野  

(1)  上下水道料金の減免申請の却下················ 36 

(2)  工事の受注業者への指導不足 ················ 37 

(3)  歩道のバリアフリー化 ···················· 38 

(4)  「ちあふる」の建築 ····················· 39 

(5)  盛土による悪影響 ····················· 40 

(6)  疑義のある水道料金 ···················· 42 
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４４  税税・・財財産産分分野野  

(1)  定額小為替の紛失 ····················· 43 

(2)  市有地にある廃材の撤去 ·················· 44 

(3)  市・道民税の減免申請の却下 ················ 45 

(4)  仕様書違反の納品に対する職員の対応 ············· 47 

  

５５  そそのの他他のの分分野野  

(1)  地下鉄駅職員の対応 ····················· 49 

(2)  住基カードの再発行等に関する説明 ·············· 50 

(3)  救急隊員の対応 ······················· 51 

(4)  自宅裏の空き家の落雪 ···················· 52 

(5)  「路面電車無料デー」に伴う定期券利用者への配慮 ······· 53 

(6)  転入届の受付の拒否 ····················· 55 

(7)  市営住宅退去届への押印 ··················· 56 

(8)  消費者センターの対応 ···················· 57 

(9)  路面電車と地下鉄の乗継割引 ················· 58 

 

※ 掲載されている市の組織名は令和４年度のものです。 

※ 各事例の「オンブズマンの判断」に付記した【趣旨沿い】、【不備なし】は、８ページの表５中の「１ 苦

情申立ての趣旨に沿ったもの」又は「２ 市の業務に不備がないもの」を示します。 
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４４  税税・・財財産産分分野野  

(1)  定額小為替の紛失 ····················· 43 

(2)  市有地にある廃材の撤去 ·················· 44 

(3)  市・道民税の減免申請の却下 ················ 45 

(4)  仕様書違反の納品に対する職員の対応 ············· 47 

  

５５  そそのの他他のの分分野野  

(1)  地下鉄駅職員の対応 ····················· 49 

(2)  住基カードの再発行等に関する説明 ·············· 50 

(3)  救急隊員の対応 ······················· 51 

(4)  自宅裏の空き家の落雪 ···················· 52 

(5)  「路面電車無料デー」に伴う定期券利用者への配慮 ······· 53 

(6)  転入届の受付の拒否 ····················· 55 

(7)  市営住宅退去届への押印 ··················· 56 
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※ 掲載されている市の組織名は令和４年度のものです。 

※ 各事例の「オンブズマンの判断」に付記した【趣旨沿い】、【不備なし】は、８ページの表５中の「１ 苦

情申立ての趣旨に沿ったもの」又は「２ 市の業務に不備がないもの」を示します。 

１１  健健康康・・福福祉祉・・子子育育てて分分野野 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年５５月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

市によると、一般電話相談窓口の各オペレーターは、FAQやフロー図を参考に

しながら様々な相談に応対しているとのことです。FAQ の回答例には、「陽性者

の同居者かつ症状がある方は、保健所からの陽性告知連絡前（医療機関で陽性と

言われた段階）でも検査受付調整班を案内して良い。」と明記されておりました

が、本件オペレーターはこの FAQ の内容を知らず、これらの説明をしていませ

んでした。また、病院で受けた PCR検査の費用について、「医師が必要と判断し

実施する検査は公費負担となり無料ですが、初診料や検体採取料がかかること

もあります。詳しくは病院でご確認下さい。」との回答例が示されており、発熱

外来の受診を勧めるのであれば、費用についてこれらの説明を行う必要があっ

たとオンブズマンは考えます。以上のことからオンブズマンは、本件オペレータ

ーが申立人に対して行った案内は明らかに不適切であったと判断します。 

市も、これらについては認め、申立人に謝罪の上、再発防止策に取り組んでい

るとのことです。再発防止に向け、市には、今後も改善や工夫を重ねていただき

たいと思います。 

さて、市は、発熱外来を勧めたこと自体は「症状のある方を医療につなげる」

という保健所の使命を全うするものであり、市としては受診費用の返金を行う

べき責務はないとの見解を示しております。 

オンブズマンとしては、本件オペレーターが発熱外来の受診を勧めたこと自

体は間違いとは言えず、保健所の使命を全うするものであるという市の見解に

は一定の合理性があると考えます。ただ、市民にとっては、生命・健康の確保と

ともに費用負担も重要な情報です。市民への説明に当たっては、症状のある陽性

者の同居人は、保健所が実施する検査の対象となり、検査のみで診察を受けるこ

とはできないが、費用は無料であるという説明もしていただきたいと思います。 

((11))  PPCCRR検検査査費費用用のの返返金金（保健福祉局）  

 私の同居人が新型コロナウイルスの陽性判定を受け、私は濃厚接触者となったが、

保健所からの連絡がなく、私から連絡するも保健所の電話が混み合っていて繋がら

なかった。そこで、札幌市新型コロナウイルス一般電話相談窓口に電話したところ、

濃厚接触者になっても PCR 検査はしてもらえないので、症状があるなら自分で発熱

外来を探して検査を受けた方が良いと案内された。 

 そこで、有料で病院を受診し検査を行ったが、翌日、保健所から連絡があり、濃厚

接触者になると無料で PCR 検査を受けられると言われた。一般電話相談窓口と保健

所の案内が異なっていておかしい。自己負担した費用を返金してほしい。 
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市市のの改改善善等等のの状状況況（（令令和和４４年年 1100月月フフォォロローーアアッッププ調調査査））  

今回の申立てを受けるに至った、陽性者の同居家族の検査に関わる応答資料

については、FAQとフロー図を一つにまとめ、案内の全体像を容易に把握できる

フロー図を整備し、より適切なご案内ができるよう、改善を行っております。 

また、本調査以降も、国の通知により陽性者の療養期間の短縮や、発生届の提

出対象の限定化、また、それらに伴う医療対策室業務の変更等がありましたが、

その都度、変更内容の応対資料への反映を速やかに行い周知しております。 

それに加え、大きく応対内容が変更となる際は、変更内容をできる限り早期に

受託業者に情報連携し、オペレーターへの事前周知期間を確保することにより、

オペレーターの理解が深まった状態で応答できるよう配慮しています。 

 

 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年５５月月））【【不不備備ななしし】】  

市によると、国が示した本給付金に係る「事務取扱 Q＆A」には、申請期限が

明確に記載されておらず、その後の改訂を経ても申請期限が明確にされなかっ

たため、申請期限を記載せずに支給事務手続を進めざるを得なかったと説明し

ています。各自治体からは、国に対し申請期限を早急に示すよう要望が行われ、

中には申請期限を２月末とする独自の判断をした自治体もあったようでした。 

こうした中、市は、安易に申請期限を早める判断をせず、市独自の判断で申請

書が未提出の世帯に対し、２月下旬に勧奨文書を送付するなど、給付を最大限行

き渡らせるよう尽くしていたようです。そして、道を通じて国に対して再三に渡

り申請期限について回答を求めており、３月１日に至って国からの回答を得て、

市は申請期限を３月 31日と決定し、約１か月の期間は確保した上で、回答を受

けた翌日の３月２日に市のホームページに申請期限を掲載したとのことです。 

((22))  子子育育てて特特別別給給付付金金（子ども未来局）  

 ３月下旬、子育て世帯臨時特別給付金の申請書を送付したところ、申請期限内に

申請書が届いていないため対象外であるとの連絡があった。しかし、１月下旬に届

いた申請書類には締切日が記載されていなかったので、担当課に問い合わせたとこ

ろ、３月に国及び道から「締切日を令和４年３月 31日（消印有効）とする。」との連

絡があったとの説明を受けた。このことについて、市のホームページには掲載した

とのことだったが、ホームページの告知だけでは締切日があることを知らない受給

対象者がいると思うし、明確な締切日が決まった時点で、受給対象者に個別に連絡

するなどして周知するべきだったのではないか。市の対応は、受給対象者を軽視し

ており、市職員の作業効率しか考えていない。不支給という結果に納得できない。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年５５月月））【【不不備備ななしし】】  

市によると、国が示した本給付金に係る「事務取扱 Q＆A」には、申請期限が

明確に記載されておらず、その後の改訂を経ても申請期限が明確にされなかっ

たため、申請期限を記載せずに支給事務手続を進めざるを得なかったと説明し

ています。各自治体からは、国に対し申請期限を早急に示すよう要望が行われ、

中には申請期限を２月末とする独自の判断をした自治体もあったようでした。 

こうした中、市は、安易に申請期限を早める判断をせず、市独自の判断で申請

書が未提出の世帯に対し、２月下旬に勧奨文書を送付するなど、給付を最大限行

き渡らせるよう尽くしていたようです。そして、道を通じて国に対して再三に渡

り申請期限について回答を求めており、３月１日に至って国からの回答を得て、

市は申請期限を３月 31日と決定し、約１か月の期間は確保した上で、回答を受

けた翌日の３月２日に市のホームページに申請期限を掲載したとのことです。 

((22))  子子育育てて特特別別給給付付金金（子ども未来局）  

 ３月下旬、子育て世帯臨時特別給付金の申請書を送付したところ、申請期限内に

申請書が届いていないため対象外であるとの連絡があった。しかし、１月下旬に届

いた申請書類には締切日が記載されていなかったので、担当課に問い合わせたとこ

ろ、３月に国及び道から「締切日を令和４年３月 31日（消印有効）とする。」との連

絡があったとの説明を受けた。このことについて、市のホームページには掲載した

とのことだったが、ホームページの告知だけでは締切日があることを知らない受給

対象者がいると思うし、明確な締切日が決まった時点で、受給対象者に個別に連絡

するなどして周知するべきだったのではないか。市の対応は、受給対象者を軽視し

ており、市職員の作業効率しか考えていない。不支給という結果に納得できない。 

３月１日の決定から通知文書を印刷して送付した場合、届いてから申請する

までの期間が短いため、かえって行政事務に混乱を招いた可能性があったとオ

ンブズマンも思いますし、３月２日にホームページで行った申請期限の周知か

ら起算すると申請期限まで約１か月という短い期間となったことは、本給付金

の支給を最大限行き渡らせるように尽くしたことの結果であって、やむを得な

かったと考えます。 

以上のことから、オンブズマンは、申請書を送付した１月 12日時点で申請期

限があることを記載しなかったこと及び申請期限の決定後に支給対象世帯に通

知をしなかったことについて、市の対応に不備は認められないと判断します。 

なお、本件苦情申立てを受け、市は、申立人のようなケースの取扱いについて

改めて国に確認した結果、申立人に本給付金を支給することとしたとのことで

あり、オンブズマンは市の対応によって本ケースが救済されたものと考えます。 

 

 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年７７月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

市の回答によると、申立人はグループホームに入居するに当たり、２月に共同

生活援助訓練等給付費（居宅介護有）の支給申請を行い、受託居宅介護を受ける

ための障害支援区分認定調査を窓口で受けた後、給付費支給決定に必要な診療

情報提供書の提出を求められました。その後、３月初旬に、申立人は担当課に対

し、グループホームへの入居が予定より早まったと連絡をしており、入居日翌日

には督促を受けた診療情報提供書を提出しています。しかし、６月に受託居宅介

護の受給者証が届かないことについての申立人からの連絡があるまで、共同生

活援助訓練等給付費（居宅介護有）の支給手続は止まっていたとのことです。申

立人の申請日から考えると、遅滞なく手続が進んでいたとすれば、共同生活援助

訓練等給付費（居宅介護有）についても、４月下旬には支給決定を行うことがで

きていたということです。 

((33))  職職員員のの手手続続遅遅滞滞にによよるる不不利利益益（区保健福祉部）  

 私は２月に障害福祉サービス（部屋の掃除のサポート等）を受けるために申請を

行ったが、６月になっても担当職員 A から連絡がないため、A 職員に電話したとこ

ろ、折り返し電話が来て、「失念してました。すみません。」と言われた。 

私は、３月からグループホームに入居しているが、その手続も大幅に遅れたため、

不利益を被った。今回の障害福祉サービスについても、すぐにサービスを受けられ

なかったという不利益を被っており、精神的にも追い詰められたため、A職員を担当

や職務から外すことを求めるとともに、早急に申請手続を進め、サービスを利用で

きるようにしてほしい。 
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したがって、今回の申立人の場合は、通常問題なく進むはずの申請の手続が滞

ってしまい、申立人の申請に適合した完全な支給決定につながらなかったこと

を市は認めており、このような事態が起こったことは、オンブズマンとしても大

変残念です。 

市は、この原因について、業務経験はあったものの担当外の職員 Aが、他の２

名の精神保健福祉相談員が多忙であるのを見て自ら対応したところ、業務をこ

なしきれなかったことが原因ではあるものの、職員 A が申立人から申請を受け

て行っていたこの手続を「未処理」として把握できていなかったことは、上司に

よる業務の進捗管理が十分でなかったものとしてお詫びしています。今回の申

立人からの苦情を契機として、市は、担当者の業務や、未処理案件の進捗状況の

定期的な確認など改善に取り組むということですので、オンブズマンからもこ

のような事態が起きないよう努めることをお願いします。 

市市のの改改善善等等のの状状況況（（令令和和４４年年 1100月月フフォォロローーアアッッププ調調査査））  

 ７月より、高齢・障がい福祉システムからデータを抽出し、１か月に２回、担

当課内の全ての高齢・障がい福祉サービス申請を対象とする共通チェックリス

トを調製して、共有フォルダに格納しています。当該リストは、課内の全職員が

確認し、メモを書き込むことが可能となっており、これを活用して、担当者及び

係長においてサービス決定の進捗状況を管理しています。 

なお、今回の事故のみをもって即時に、大規模システムである高齢・障がい福

祉システム本体への新機能の付加、ということにはなっていませんが、今後とも

改善点などについて、適宜、担当部局へ提起していきます。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年８８月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

 市によると、申立人世帯への家庭訪問は年１回でしたが、家庭訪問の代替とし

て電話による生活状況等の聴取が定期的に行われ、その他にも必要に応じ、申立

人の来所や電話による相談に応じており、オンブズマンは、担当ケースワーカー

が十分に時間を割いて申立人の相談に応じていたと考えます。また、担当ケース

ワーカーは、申立人世帯に、営業していない期間に給付金を活用して必要な修繕

等をすることや休業中の固定費（光熱水費等の経費）は自立更生費として控除で

きること等、具体的な助言もしていたことから、自立支援の相談ができなかった

のは担当ケースワーカーのせいであるとする申立人の主張を裏付ける事実は確

認できず、市の対応に問題があったとはいえないと思います。 

 一方、返還金の算定誤りについては、市も認めるところであり、これについて

は、担当者が謝罪し、事情を説明したとのことです。市の説明によれば、当初、

返還金の目安として伝えた金額が少なかったのは、担当ケースワーカーが計算

の範囲を誤認していたとのことです。その後、再計算した返還金についても、さ

らに、保護費の 1 か月分を間違えて算入しており、納付書の金額を訂正したと

のことであり、金額が何度も変わったことにより、申立人が返還金の算定に不信

感を抱いたことはオンブズマンにも十分理解できます。 

 市としては、返還金を求める以上、その金額について間違いがあってはならず、

市政に対する信頼を失いかねない失態であるとオンブズマンは考えます。オン

ブズマンは市に対し、再発防止に向けた対策の検討をお願いしたいと思います。 

 

市市のの改改善善等等のの状状況況（（令令和和４４年年 1100月月フフォォロローーアアッッププ調調査査））  

 返還金等を算定する際には、担当者が基礎資料として OA出力する支給履歴等

を算定処理実施当日に出力したもののみ使用するよう徹底しました。 

また、係長及び課長は、返還金等算定対象期間のケース記録、保護決定調書及

((44))  支支援援金金のの給給付付にに伴伴うう保保護護費費のの返返還還金金（区保健福祉部）  

 私は、生活保護を受給していたが、新型コロナウイルス感染症拡大のため、経営し

ていた店を休業し、新型コロナウイルス感染症に関する事業者向け各種給付金を申

請して給付を受けていた。その後、生活保護は廃止となり、担当ケースワーカーから

保護費の返還が発生する旨を伝えられたが、返還金の額が２度にわたり間違ってお

り、不信感がぬぐえない。また、当時の担当ケースワーカーは全く家庭訪問をせず、

自立のための相談ができず、生活保護を早く廃止して事業再開に向けた準備を進め

たかったのにできなかった。 
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び OA出力する支給履歴を総覧した上で、返還金等の算定資料に誤りがないか照

合確認することを徹底しました。 

なお、照合確認の際には、OA出力するデータの出力日も確認しています。 

 

 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年 1100月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

 市は、子の世帯分離を行うに当たり、申立人に世帯分離が大学在学中の取扱い

であることについて説明していると回答しています。また、速やかな収入申告及

び保護課からの連絡への応答を求め指示書を４回出していることなど申立人に

行ってきた対応について述べ、本件は世帯分離の解除に伴い、子の収入を合算し

て保護の要否を判定した結果、保護の廃止を決定したものであると回答してい

ます。 

しかし、調査の際にオンブズマンが市に尋ねたところ、世帯分離についての説

明文書等は申立人に手渡してはいないということで、市の言うように、子の収入

申告を含め、世帯分離要件の確認に必要な書類を速やかに提出するよう何度も

指導していたとしても、ケース記録では口頭で説明が行われたという記載もな

く、ここでの説明が十分だったか確認できませんでした。 

世帯分離の趣旨により厳格な要件や継続的な生活状況等の聴取が必要である

ことを鑑みると、申立人が世帯分離は大学在学中の扱いであり、大学卒業後には

同一世帯に戻るとの認識を持っていなかったことは、担当ケースワーカーがし

た説明は申立人の理解を得るには十分ではなかったと言わざるを得ないとオン

ブズマンは考えます。 

本件のように保護の廃止に繋がる世帯分離の解除は、保護が廃止された場合

の生活を想定していない被保護者にとっては、突然の生計の変化に応じきれな

い恐れがあります。 

((55))  突突然然のの生生活活保保護護のの廃廃止止（区保健福祉部） 

 私は生活保護を受けており、子の大学進学に合わせて世帯分離を行った。その後、

ケースワーカーから連絡があり、生活状況等を聴取され、その際に子が大学を卒業

して就職し半年間寮生活することを伝えたところ、子の収入を世帯収入として認定

されたため、突然保護廃止とされた。私は、子の大学卒業後に世帯分離でなくなるこ

とについて事前に説明を受けていなかった。事前に説明を受けていれば、今後の生

計について計画を立てることができたのに、突然の保護廃止でそれもままならず、

生活も困窮し精神的にも追い詰められた。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年 1100月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  
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て保護の要否を判定した結果、保護の廃止を決定したものであると回答してい
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明文書等は申立人に手渡してはいないということで、市の言うように、子の収入

申告を含め、世帯分離要件の確認に必要な書類を速やかに提出するよう何度も

指導していたとしても、ケース記録では口頭で説明が行われたという記載もな

く、ここでの説明が十分だったか確認できませんでした。 

世帯分離の趣旨により厳格な要件や継続的な生活状況等の聴取が必要である

ことを鑑みると、申立人が世帯分離は大学在学中の扱いであり、大学卒業後には

同一世帯に戻るとの認識を持っていなかったことは、担当ケースワーカーがし

た説明は申立人の理解を得るには十分ではなかったと言わざるを得ないとオン

ブズマンは考えます。 

本件のように保護の廃止に繋がる世帯分離の解除は、保護が廃止された場合

の生活を想定していない被保護者にとっては、突然の生計の変化に応じきれな

い恐れがあります。 

((55))  突突然然のの生生活活保保護護のの廃廃止止（区保健福祉部） 

 私は生活保護を受けており、子の大学進学に合わせて世帯分離を行った。その後、

ケースワーカーから連絡があり、生活状況等を聴取され、その際に子が大学を卒業

して就職し半年間寮生活することを伝えたところ、子の収入を世帯収入として認定

されたため、突然保護廃止とされた。私は、子の大学卒業後に世帯分離でなくなるこ

とについて事前に説明を受けていなかった。事前に説明を受けていれば、今後の生

計について計画を立てることができたのに、突然の保護廃止でそれもままならず、

生活も困窮し精神的にも追い詰められた。 

大学進学を願う被保護世帯にとって相当な努力を要する世帯分離ですが、被

保護世帯から就学するための唯一の方法として今後望む世帯も多いと思います。 

オンブズマンは市に対し、世帯単位が原則である生活保護で例外的な扱いであ

る世帯分離は誤解が生じやすいものであることを念頭に、一般的な制度の説明

に終わらせず、個々の世帯の状況を汲み取った、わかりやすい説明を行い、世帯

分離の取扱いを被保護世帯にとって有用なものとしていけるよう努めていただ

きたいと思います。 

 また、世帯収入の増加や安定によって行われる「保護の廃止」は、本来であれ

ば被保護者が経済的自立をした結果であり、世帯の満足を得られるはずのもの

です。本人からの保護辞退の申し出によって「保護の廃止」を検討する場合は、

自立の目途について十分に聴取しながら進めることが求められています。 

一方、今回のように世帯の収入が保護基準を上回ったことを理由として保護

の要否判定が行われる場合であっても、「生計を維持するための計画が壊れて困

窮に追いやられた」と述べる申立人のような被保護者がいることを念頭に、慎重

に被保護者の相談に寄り添った自立への支援をしていただきたいとオンブズマ

ンは思います。 

 

市市のの改改善善等等のの状状況況（（令令和和５５年年４４月月フフォォロローーアアッッププ調調査査））  

 世帯分離に関する説明の仕方の工夫については、被保護者向けの説明文を作

成しました。説明文には、世帯分離の取り扱いや必要な手続きについて分かりや

すく記載し、対象世帯に郵送で配布するとともに、ケースワーカーが世帯訪問や

来所面談を行う際の説明時に活用するなどし、被保護者への丁寧な説明に努め

ています。また、本件を受けて組織的な対応改善を図るため、令和５年度の区生

活保護実施方針に、世帯分離ケースについての自主的内部点検の項目を新たに

追加し、世帯分離適用中の世帯についての一覧表を作成して総覧的に把握する

ことで組織的な進行管理を行い、事務処理の漏れが生じないようにしています。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年９９月月））【【不不備備ななしし】】  

 市によると、保険料の滞納処分については「滞納者が督促を受け、その督促状

を発した日から起算して 10 日を経過した日までに徴収金を完納しないときは、

滞納者の財産を差押えしなければならない」ことが法において定められている

とのことです。また市は、差押えの執行までの経緯について、申立人に対し、複

数回にわたり督促状を送り、差押予告を送付するなどの手続を経て、差押えを執

行したと述べています。 

オンブズマンは、市が差押えを執行し、保険料の滞納分に充当したことは、保

険料の滞納処分についての法律に基づく行為であり、市に手続上の瑕疵があっ

たとはいえません。 

申立人は「還付の手続はしないので、預金を引き出した口座に戻してほしい。」

と要望していますが、市によれば、本件は、差押えが金融機関での納付より先に

行われていることから、差押えが有効となり、納付分が還付の対象となるとのこ

とです。 

また、過誤納金の還付の方法について、市は、差し押さえた口座が還付先の口

座として指定されたものではないことから、直ちに当該口座に還付することは

できないと説明しています。加えて、申立人が口座振替払を利用していないこと

から、還付先の口座を指定するには、還付方法申出書を提出していただく必要が

あるとのことです。 

オンブズマンは、滞納処分の結果、金融機関で納付した保険料が過誤納金とな

ってしまった以上、市としては、申立人から還付方法申出書の提出を受けて、申

立人の指定する預金口座に還付するしか方法はないものと考えます。 

 

 

 

 

((66))  国国保保保保険険料料のの徴徴収収方方法法（区保健福祉部）  

 私は、令和３年度の保険料について、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保

険料の減免の可能性を考え、支払いを遅らせていたが、確定申告後に金融機関で保

険料を納付した。しかし、その後、保険料の還付手続の書類が届き、担当課に問い合

せたところ、保険料の滞納分として私の口座から預金が引き出されており、金融機

関から納付した保険料については過払い金として還付手続をするよう求められた。

還付手続はしないので引き出した預金を口座に戻してほしい。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年９９月月））【【不不備備ななしし】】  
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 私は、令和３年度の保険料について、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保

険料の減免の可能性を考え、支払いを遅らせていたが、確定申告後に金融機関で保

険料を納付した。しかし、その後、保険料の還付手続の書類が届き、担当課に問い合

せたところ、保険料の滞納分として私の口座から預金が引き出されており、金融機

関から納付した保険料については過払い金として還付手続をするよう求められた。

還付手続はしないので引き出した預金を口座に戻してほしい。 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年９９月月））【【不不備備ななしし】】  

 市によると、申立人は保護開始当初、保護基準を超える家賃の住居に住んでい

たため、保護課が基準内家賃への転居を指導し、申立人は指導に基づき、現住居

に転居しています。昨年 11月の家庭訪問では、居住にたえない住宅の欠陥は見

受けられず、本件においては、不備の指摘内容についても別途対応の方法があり、

著しく劣悪であって、明らかに居住にたえないと認めることはできないという

ことです。 

 申立人は、転居の希望理由をアパートの不備を理由とするほか、現在入居して

いる住居よりも家賃の安い市営住宅に転居をしたいとしており、それ自体は合

理的な主張内容であると思います。他方でそうであっても、敷金等の転居費用の

支給が行われると、新たな公費の支出を伴うことから、行政の側としては新たな

支出を根拠付けるための相当な理由が必要となります。 

 生活保護において、国は責任を負い、原因を問わず無差別平等に、最低限度の

生活を保障するため、具体的な制度を運用する際、同一の状況にある方に対して

同一の対応をすることが求められていることは、当然のことと思います。 

保護課が、申出内容について、転居指導を行っておらず、不備の指摘内容も別

途対応の方法があることから、明らかに居住にたえないと認めることはできな

いと判断したことに、特段の不備はなく、同一の状況にある方との間で取扱いに

も異なるところはないものと認められます。 

もっとも、オンブズマンとしては、最低限度の生活保障という法の目的に照ら

すと、機械的に取り扱うという姿勢ではなく、申請者の置かれている状況に十分

考慮して、要件の該当性を判断することも必要となるものと考えます。その点、

本件においては、申立人の現住居への転居から、１年２か月程度しか経っていな

いこと、昨年 11月の家庭訪問の際にも建物の不備等についての指摘等がなかっ

たこと、そのほか保護課の対応状況に鑑みると、現時点で申出の内容が支給要件

に該当しないと判断した市の対応に不備はないと判断します。 

((77))  転転居居費費用用等等にに関関すするるケケーーススワワーーカカーーのの対対応応（区保健福祉部）  

 私が住んでいる賃貸アパートは、いろいろと不備があり生活に著しく困難をきた

していることから、引越しについて市役所に相談するとともに、私の担当ケースワ

ーカーにも連絡をした。担当ケースワーカーからは、転居費用について「退去費用は

出すが引越し、入居及びその他の費用は出せない。」との話であったが、現在市営住

宅に入居している知人に話を聞くと、全額を区の負担で入居しているとのことであ

る。人や担当者で扱いが 180度変わる実情の理由を調査していただきたい。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年 1111月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

 市の説明によれば、申立人が健診に訪れた日は、今年度で受診人数が最も多い

日だったとのことです。区保健センターでは来所者を分散するために受付時間

を３つの時間帯に割り振り案内文を送付しているとのことですが、来所者は後

半に集中する傾向があり、同日も申立人が来所した時間帯に受付が集中してい

たとのことです。 

 市は、今後の対策として、スマートフォンで QRコードを読み取ることで、現

在何番まで進んでいるかがわかる順番待ち番号案内システムの採用を検討する

とのことです。加えて、来所者を分散させるため及び待ち時間を軽減するため、

区保健センターでは受付時間を３つの時間帯に割り振りして案内しているとこ

ろ、今後、来所状況や待ち時間を把握し、来所者の分散の効果を検討した上で、

どのような案内方法がよいか、見直しの必要性を含めて検討するとのことです。 

 オンブズマンとしても、ネットを利用した予約システムの導入など、母子の個

人情報の安全管理にも配慮しつつ、利便性を高めてゆくことを期待します。 

待機部屋については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、おも

ちゃや絵本を撤去しているとのことであり、この対応は感染防止対策上、継続す

る必要があることから、今後は案内文に待ち時間が長くなる場合があること、待

合室におもちゃや絵本がないことを記載し、必要に応じて家庭から持参するよ

うに案内するとのことです。 

なお、申立人が使用された待合室は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の

観点から密を避ける目的で用意した３つの待合室のうちの１部屋だったようで、

在室人数が少なかったことが推測され、このため他の待機者の様子がわかりに

くかったのではないかとオンブズマンは思います。 

オンブズマンとしても、市がこのような措置をとったことは感染症の拡大防

止の観点からはやむを得ないものと考えますが、今後の市の対応にもあるよう

((88))  子子のの健健診診ににおおけけるる待待機機時時間間（区保健福祉部）  

 子の健診のため、区保健センターに指定された時間に行き、受付を済ませたが、健

診に呼ばれるまで、45 分以上も待機させられた。待機部屋には、おもちゃや絵本が

なく、子ども連れの親子を待たせるための配慮が全くなかった。また、受付番号すら

知らされず、前に何人待機しているのかも分からないまま、待機を強いられたうえ、

私より後に受付した人が先に健診に呼ばれたのも納得できなかった。例えば、携帯

電話の番号を聞いて、車内や屋外で待機を求めることも可能ではないか。健診の待

機時間のあり方を改善してもらいたい。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年 1111月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

 市の説明によれば、申立人が健診に訪れた日は、今年度で受診人数が最も多い

日だったとのことです。区保健センターでは来所者を分散するために受付時間

を３つの時間帯に割り振り案内文を送付しているとのことですが、来所者は後

半に集中する傾向があり、同日も申立人が来所した時間帯に受付が集中してい

たとのことです。 

 市は、今後の対策として、スマートフォンで QRコードを読み取ることで、現

在何番まで進んでいるかがわかる順番待ち番号案内システムの採用を検討する

とのことです。加えて、来所者を分散させるため及び待ち時間を軽減するため、

区保健センターでは受付時間を３つの時間帯に割り振りして案内しているとこ

ろ、今後、来所状況や待ち時間を把握し、来所者の分散の効果を検討した上で、

どのような案内方法がよいか、見直しの必要性を含めて検討するとのことです。 

 オンブズマンとしても、ネットを利用した予約システムの導入など、母子の個

人情報の安全管理にも配慮しつつ、利便性を高めてゆくことを期待します。 

待機部屋については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、おも

ちゃや絵本を撤去しているとのことであり、この対応は感染防止対策上、継続す

る必要があることから、今後は案内文に待ち時間が長くなる場合があること、待

合室におもちゃや絵本がないことを記載し、必要に応じて家庭から持参するよ

うに案内するとのことです。 

なお、申立人が使用された待合室は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の

観点から密を避ける目的で用意した３つの待合室のうちの１部屋だったようで、

在室人数が少なかったことが推測され、このため他の待機者の様子がわかりに

くかったのではないかとオンブズマンは思います。 

オンブズマンとしても、市がこのような措置をとったことは感染症の拡大防

止の観点からはやむを得ないものと考えますが、今後の市の対応にもあるよう

((88))  子子のの健健診診ににおおけけるる待待機機時時間間（区保健福祉部）  

 子の健診のため、区保健センターに指定された時間に行き、受付を済ませたが、健

診に呼ばれるまで、45 分以上も待機させられた。待機部屋には、おもちゃや絵本が

なく、子ども連れの親子を待たせるための配慮が全くなかった。また、受付番号すら

知らされず、前に何人待機しているのかも分からないまま、待機を強いられたうえ、

私より後に受付した人が先に健診に呼ばれたのも納得できなかった。例えば、携帯

電話の番号を聞いて、車内や屋外で待機を求めることも可能ではないか。健診の待

機時間のあり方を改善してもらいたい。 

に、あらかじめ待機時間の過ごし方についての案内を行うようにしていただき

たいと思います。 

後に受付した人が先に健診に呼ばれたことについて、市によると、当該健診で

は希望者に対し心理相談などの個別相談を行っており、混雑時には待ち時間を

活用して個別相談を先に受けてもらうことがあるとのことです。 

オンブズマンとしても、市が混雑の緩和を考えて、そのような措置を取ったと

すれば、市の対応に問題があるとは言えません。 

ただ、結果的に申立人に受付の順番が守られなかったとの印象を与えてしま

ったとすればオンブズマンとしても大変残念に思います。オンブズマンは、あら

かじめ心理相談などの個別相談を先に受けることがあり、受付順が前後する可

能性があることについても、案内文などで知らせておくと良いのではないかと

思います。 

 

市市のの改改善善等等のの状状況況（（令令和和５５年年４４月月フフォォロローーアアッッププ調調査査））  

 受付時間の区分を３区分から４区分に、より細かく分けるとともに、遅い時間

に来所者が集中する傾向があるため、早い時間区分に割り当てる人数を増やし、

待機時間の短縮に努めました。 

 また、二次元コードを読み取ることで、現在健診が何番まで進んでいるかがわ

かる順番待ち番号案内システムを活用し、待ち時間の予測ができるようになる

ことと、健診フロア外での待機ができるように配慮しました。 

 待合室については、当面の間は、感染対策上の観点から、待合室におもちゃや

絵本を置かないこととしているため、必要に応じてご自身で用意していただく

ように健診の案内文に記載しました。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年 1122月月））【【不不備備ななしし】】  

市の回答では、職員が申立人から印鑑を預かり押印したのは「生活保護費支給

調書」の受領印欄で、担当課窓口において、保護受給者のプライバシーへの侵害

と待ち時間の増大を招かないように、了解を得た上で保護受給者の印鑑を預か

って受領印欄に職員が押しているということです。 

本件については、担当者は、「印鑑をお借りしていいですか。」と確認した上で、

申立人から印鑑を預かり、管理係職員が受領印を押した後、小切手を渡し印鑑を

返したが、一旦退庁した申立人から改めてそのことについての苦情の電話があ

ったため、押印した書類名を確認して申立人に連絡したと説明しています。しか

し、回答に時間がかかったことや、「勝手に押印した」ことを認めたような返答

をしたと考えた申立人が納得せず、さらに上司からの連絡を求めたので、検討の

上で担当係長と担当課長が印鑑を預かった際に説明が不足していたことを謝罪

し、今後は担当者と来庁日時を事前に約束して来庁し、生活保護費支給調書への

押印は、担当課窓口で申立人本人が行うという具体的な対応を行うことを説明

したということです。 

市は申立人の納得を得られる説明をしなかったために申立人からの不満が生

じたということを認めて、上司からも謝罪し、今後の対応についても、電話で苦

情を受けたその日のうちに工夫した提案が出されています。このような市の素

早い対応は、申立人に寄り添ったものであるとオンブズマンは思います。 

オンブズマンは、職員が担当課窓口において、プライバシーを守りながら、迅

速に処理をしなければならない業務に懸命に取り組んでいることは理解します。

しかしながら、窓口対応では、当事者がどのようにしたいのかを慎重に確認する

ことが必要であり、事務的な効率性だけではなく、本件においては、職員が押印

するにしても、押印箇所を互いに確認しながら行うことで、申立人の不安や不信

感は拭えたのではないかと思います。 

((99))  生生活活保保護護担担当当職職員員のの印印鑑鑑のの無無断断使使用用（区保健福祉部）  

 私は、引越し費用を生活保護担当課に受け取りに行った際、何のために使うのか

の説明もなく勝手に、「（私の）印鑑をちょっといいですか。」と言って、何かの書類

に押印された。後から電話で何の書類に押印したのか聞いたところ、「小切手の発行

のため」と言われるも、その 30分後に折り返し電話をしてきて、小切手だけでなく、

生活保護費を受け取ったことを認める書類に勝手に私の印鑑を押印していたことが

分かった。なぜ、即答することができず 30分もかかるのか。私の印鑑をどんな目的

で使ったのか、なぜ説明が変わったのか、きちんと説明して欲しい。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和５５年年１１月月））【【不不備備ななしし】】  

オンブズマンは、苦情申立て内容のうち、②及び⑤を調査対象としました。 

②について、市は、市立病院は地域医療支援病院の 1つであり、地域のかかり

つけ医からの紹介を中心として専門的治療・検査・入院治療に重点を置く病院で

あることから、市立病院では当該科疾患とは別の他科受診が必要となった場合

は、一部の診療科（小児科、産科）を除き、原則、紹介制を取っており、まずは

地域のかかりつけ医を受診するよう案内しているとのことです。 

しかし、その一方、市は、担当医師が院内で他科受診が必要と判断した場合に

は、院内コンサルタントを行い診療科間で連携して診療を行っているとも述べ

ています。市立病院が地域医療支援病院として、このような診療における役割分

担を採用していることは、医療分業が進む現在の医療保健制度の下ではやむを

得ないものとオンブズマンは考えます。医療的な知見を持たないオンブズマン

としては、医師の判断の適否については意見を述べることができませんが、医師

の判断に従い、地域医療支援病院である市立病院が院内の他科に紹介しなかっ

たことについては、不備があったとは言えません。 

ただ結果的には、申立人は総合病院なのに院内で他科に診療を回してもらえ

ないのはなぜなのかと疑問に思われたとのことであり、オンブズマンとしては、

そのような患者や家族の疑問に対し、医師や病院は納得の行く説明を丁寧に行

っていただきたいと思います。 

⑤について、市立病院から日本医療安全調査機構に医療事故調査制度の申立

てをしてほしいとの申立人の要望に対し、市は同制度の調査は患者の予期せぬ

死亡（又は死産）が対象であり、本件は死亡事例ではないことから医療事故調査

制度の対象には該当せず申立てはできないとの見解を示しています。 

オンブズマンは、医療事故調査制度は「予期せぬ死亡」が発生した場合を対象

としており、申立人の意図する医療過誤を対象とした調査は医療事故調査制度

の対象外であると考えます。 

((1100))  医医療療過過誤誤のの疑疑いい（病院局）  

 私の家族は市立病院に入院しているが、病院の対応が不適切であったので、以下

のとおり苦情を申し立てる。具体的には、①薬の副作用により容体が悪化したこと、

②患者を院内の他科に紹介せず連携が取れていなかったこと、③院内の他科を受診

するまでの主治医の診察が不適切であったこと、④薬の投与の求めに対する医師の

対応が不適切であったこと、⑤市立病院の対応は、医療過誤であるため、市立病院か

ら日本医療安全調査機構に医療事故調査の申立てをしてほしいこと、である。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和５５年年３３月月））【【不不備備ななしし】】  

 オンブズマンは、本件調査に当たり、社会福祉法のほか、無料低額診療事業に

関係する文献や事業者のホームページ等を確認しました。しかし、無料低額診療

事業に対して、都道府県が監督権限に基づき助言・指導・調査・是正等を行える

ような根拠や規定等を見出すことはできませんでした。そして、診療内容に関わ

ることは当該医療機関において判断をすべきことであり、医療費についても当

該医療機関の判断であり、保険医療費等に関しては厚生局も所管していると整

理できることは明らかです。 

 オンブズマンは無料低額診療事業の位置づけや制度趣旨を前記のとおり判断

するものであり、保健所の回答した内容に不備等を認めることはできませんで

した。本申立ては、処方する薬剤の期間に関することであり、これは医師の診療

内容そのものに関わることですので、当該医療機関が判断すべきことになりま

す。したがって、保健所においてこのことに指導等介入することができないこと

は当然のことと言えます。 

 市の公式ホームページには、無料低額診療の実施医療機関一覧表が掲載され

ています。しかし、同ホームページに、減免の内容、申込方法等については実施

医療機関へ直接お問い合わせくださいと記載されているとおり、これは市民に

向けた情報提供であると理解されます。 

 情報提供とは、市民からの問合せに応じて、制度に関する情報や対応・受入れ

機関に関する情報を提供するものであって、紹介やあっせんを行うものでなく、

まして指導権限等の根拠等を見出すことができなかったことは前記のとおりで

す。 

((1111))  無無料料低低額額診診療療ににおおけけるる減減免免内内容容のの考考ええ方方（保健福祉局）  

私は、医療費が全額無料になる無料低額診療の対象者である。 

 病院の医療相談室の A 氏より、診療費は無料だが、今まで３か月分処方されてい

た薬は、本日より１か月分しか処方できないと言われた。1か月分の処方だと薬代に

加算等が加わるため、３か月分にしてほしいと伝えたが、他の患者にはそのような

対応をしていないのでできないと、再度言われた。 

この対応が正しいのか、札幌市保健所に問い合わせたところ、他の医療機関を利

用してみてはどうか、指導や調査はしない、などと回答された。 

 しかしながら、無料低額診療を実施しているのであれば、低額になるよう最善を

尽くすのが本来の姿だと思う。 

 市には、社会福祉法による調査及び指導と北海道厚生局と連絡を密にして対応す

ることを望む。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和５５年年３３月月））【【不不備備ななしし】】  

 オンブズマンは、本件調査に当たり、社会福祉法のほか、無料低額診療事業に

関係する文献や事業者のホームページ等を確認しました。しかし、無料低額診療

事業に対して、都道府県が監督権限に基づき助言・指導・調査・是正等を行える

ような根拠や規定等を見出すことはできませんでした。そして、診療内容に関わ

ることは当該医療機関において判断をすべきことであり、医療費についても当

該医療機関の判断であり、保険医療費等に関しては厚生局も所管していると整

理できることは明らかです。 

 オンブズマンは無料低額診療事業の位置づけや制度趣旨を前記のとおり判断

するものであり、保健所の回答した内容に不備等を認めることはできませんで

した。本申立ては、処方する薬剤の期間に関することであり、これは医師の診療

内容そのものに関わることですので、当該医療機関が判断すべきことになりま

す。したがって、保健所においてこのことに指導等介入することができないこと

は当然のことと言えます。 

 市の公式ホームページには、無料低額診療の実施医療機関一覧表が掲載され

ています。しかし、同ホームページに、減免の内容、申込方法等については実施

医療機関へ直接お問い合わせくださいと記載されているとおり、これは市民に

向けた情報提供であると理解されます。 

 情報提供とは、市民からの問合せに応じて、制度に関する情報や対応・受入れ

機関に関する情報を提供するものであって、紹介やあっせんを行うものでなく、

まして指導権限等の根拠等を見出すことができなかったことは前記のとおりで

す。 

((1111))  無無料料低低額額診診療療ににおおけけるる減減免免内内容容のの考考ええ方方（保健福祉局）  

私は、医療費が全額無料になる無料低額診療の対象者である。 

 病院の医療相談室の A 氏より、診療費は無料だが、今まで３か月分処方されてい

た薬は、本日より１か月分しか処方できないと言われた。1か月分の処方だと薬代に

加算等が加わるため、３か月分にしてほしいと伝えたが、他の患者にはそのような

対応をしていないのでできないと、再度言われた。 

この対応が正しいのか、札幌市保健所に問い合わせたところ、他の医療機関を利

用してみてはどうか、指導や調査はしない、などと回答された。 

 しかしながら、無料低額診療を実施しているのであれば、低額になるよう最善を

尽くすのが本来の姿だと思う。 

 市には、社会福祉法による調査及び指導と北海道厚生局と連絡を密にして対応す

ることを望む。 
オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和５５年年４４月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

１ 監査の結果を教えてもらえないことについて 

職員であることが不明確な相手からの電話の問合せに対して回答できな

いという市の姿勢を否定するものではありませんが、少なくとも申立人の身

元確認を行うことを提案するべきであったと考えます。担当課の対応に瑕疵

があったとまではいえないものの、申立人の問合せに真摯に対応したとはい

えないと思います。 

２ 併設ショートステイを指導しないことについて 

市は、人員配置基準上の問題は確認できなかったと述べています。しかし、

確認するべき重要な点は勤務実態であり、勤務表及び管理者からの聞取りの

みで人員配置基準どおりに勤務が行われていると判断したことには問題が

あると考えます。何らかの方法で、申立人の勤務実態を確認する手立てを検

討し、必要に応じ、適正な指導を行っていただきたいと思います。 

３ 処遇改善加算について 

市が調査したところによれば、当該施設で算定している処遇改善加算につ

いては算定要件を満たしているとのことです。この点については、オンブズ

マンは疑問を持ちません。一方、職員への周知については、申立人が処遇改

善加算の内容を知らないとすれば、全従業員に周知されていない可能性もあ

り得ると考えます。オンブズマンは、実効性のある確認を行っていただくこ

とを期待します。 

４ 今後の対応について 

介護の現場における職場環境の問題は、働く申立人の将来にとっても、市

の福祉サービスにとっても重要であるとオンブズマンは考えます。 

市におかれましては、申立人からの連絡を待つまでもなく、申立人に働き

かけ、勤務実態の確認に必要な調査を実施し、もし不適切な内容が確認され

た場合には、必要に応じた指導を通じ、申立人の置かれている現状を可及的

速やかに改善していただきたいと思います。 

((1122))  介介護護施施設設のの処処遇遇改改善善（保健福祉局）  

 私は地域密着型特別養護老人ホームに勤務している。新型コロナウイルス感染症

拡大の中、人手不足から、併設ショートステイで本来の業務ではない介護職員の仕

事をするようになった。私は本来の業務に戻りたいと訴えたが、人員は補充されず、

改善されなかった。 

そこで私は、高齢保健福祉部介護保険課に通報し、監査が行われた。しかし、監査

の結果については教える必要がないと言われた。ついては、以下の苦情を申立てる。 

１ 監査の結果を教えてもらえないことについて 

２ 併設ショートステイを指導しないことについて 

３ 介護職員処遇改善加算が適正に使用されないことについて 
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市によると、診断書の記載内容に不備があったため、一旦、病院に返戻した

まま、未だ病院から担当部署には届かず、その一方、病院は担当部署に郵送し

ていると回答したとのことです。 

また、担当部署は、病院に対し診断書を特定記録郵便で送付しており、追跡

記録により病院が受理したことは確認しているが、病院側は診断書を普通郵便

で担当部署あてに送付したとしているものの、担当部署では郵便物の到着を確

認できなかったとのことです。 

オンブズマンは、上記の状況を踏まえると、診断書は、病院から担当部署へ

の郵送途中で何らかの郵便事故に巻き込まれた可能性があるのではないかと

推測しますが、確かな判断をするに足りる証拠はなく、診断書の所在を特定す

ることはできません。 

しかし、オンブズマンとしては、申立人が主張するように、診断書は機微な

個人情報を含むものであり、その取扱いには、十分かつ慎重な配慮が求められ

るべきでものであり、その所在が不明となるようなことはあってはならないと

思います。その上で、申立人としては、診断書がどこにあるのか、紛失したの

ではないか、個人情報が第三者に流出したのではないかと考え、今後の行政サ

ービスに不安を感じるのも無理からぬことであるとオンブズマンは思います。 

たとえ、市としては診断書の取扱いに不備はないと考えたとしても、担当部

署は、その業務管理責任の遂行において、事態の解明に向け病院も含めた関係

機関に主体的・積極的に働きかけるとともに、申立人に対し、その経過を逐次

報告すべきであったと考えます。 

市は、診断書の取扱いについて改善策を検討するとのことですが、これは医

療機関の理解と協力が不可欠です。オンブズマンとしては、市には、医療機関

に対し個人情報としての診断書の重要性を粘り強く説明するとともに、今後の

万全な事務作業に資するための取組みの実現をお願いします。 

また、事務作業の見直しにおいては、従来手順の改善にとどまらず、長期的

な観点に立ち、申請書類の電子化も含め、申請書類の個人情報管理そのものの

改善を検討されることを要望します。 

((1133))  診診断断書書のの紛紛失失（保健福祉局）  

 福祉サービスの申請を行ったが、その後一向に連絡がないので担当部署に確認し

たところ、「診断書に不備があり、病院に修正依頼しており、その返信待ちである。

病院に確認してほしい。」旨を言われた。そこで病院に確認したところ、診断書は既

に担当部署に送付済みである。」と言われた。結局診断書は見つからず、診断書を再

発行することとなった。診断書紛失という重大な事態を発生させ、個人情報を紛失

したことに対する市としての責任が感じられない。再発防止のための改善を求める。 
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市は、診断書の取扱いについて改善策を検討するとのことですが、これは医
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万全な事務作業に資するための取組みの実現をお願いします。 

また、事務作業の見直しにおいては、従来手順の改善にとどまらず、長期的

な観点に立ち、申請書類の電子化も含め、申請書類の個人情報管理そのものの

改善を検討されることを要望します。 
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 福祉サービスの申請を行ったが、その後一向に連絡がないので担当部署に確認し
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に担当部署に送付済みである。」と言われた。結局診断書は見つからず、診断書を再

発行することとなった。診断書紛失という重大な事態を発生させ、個人情報を紛失
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市によると、家庭訪問時における担当ケースワーカーの対応は、申立人の稼

働収入に対し、生活保護法に則り、必要最小限度の指導指示を行ったものであ

り、問題はなかったとの見解を述べています。 

申立人の稼働の内容を見ると、申告されている就労の内容はいずれも収入が

安定した稼働先とは言い難く、保護の受給開始から現在までの稼働収入の金額

にも照らした場合、自立助長の観点から、求職活動を勧めた担当ケースワーカ

ーの対応に問題があるとはいえないとオンブズマンは判断します。 

しかし、対応自体に問題はなくとも、稼働収入に関する指導指示について、

他の職業には就かないと主張する申立人の理解を得るには至らなかったこと

をオンブズマンは残念に思います。 

オンブズマンは、担当ケースワーカーの仕事が大変であることは承知してい

ますが、業務として、申立人を支援するために必要な説明を整然と進め、上司

とも連携して接遇していただきたいと思います。 

保護課から申立人に行った説明についてですが、市によれば、担当ケースワ

ーカーの言動が憲法違反であると主張する申立人の電話に対し、保護課は「内

容が複雑な法の根拠を申立人が理解しやすいように整理した上で御説明した

い。」と考え、家庭訪問に応じるよう求めたとのことです。しかし、家庭訪問の

際の説明は、生活保護法にいう保護の補足性及び能力の活用の説明を繰り返す

もので、法令の根拠に基づく具体的な説明はされていません。担当ケースワー

カーの発言が指導であることについて、指導の根拠と併せた説明が必要でした

が、結果的にそのような説明もされなかったと言わざるを得ません。 

保護課は、本件申立てに至るまで、担当ケースワーカーの言動に対する「憲

法違反である。」、「指導なのか助言なのか」、「根拠を示してほしい。」という申

立人の質問に適切に回答していたとはいえないとオンブズマンは判断します。 

オンブズマンは市に対し、法解釈についてより分かりやすい説明を継続しな

がら、申立人との冷静な対話に努めていただきたいと思います。 

また、申立人に対しては、主張の根拠とする法の引用は、いずれも法の全体

的な意味を適切に捉えているとはいえないとオンブズマンは考えます。この点

で、申立人には権利の主張だけではなく、広い視野を持って、社会の中で自立

((1144))  職職業業のの変変更更をを要要求求すするる保保護護課課のの対対応応（区保健福祉部）  

 私は生活保護を受けているが、担当ケースワーカーから「今の仕事では収入が少

ないので、このままだと保護が打ち切りになるかもしれない。」「受給の要件を満た

していない。」と根拠もなく脅迫を受けた。担当ケースワーカーの言動は、暗に職業

の変更を求めるものであり、生活保護法や憲法の規定に違反する。これは、公務員の

職権乱用である。また、担当ケースワーカーの言動の根拠について説明を求めるも、

回答を拒否された。 
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して生活するための倫理観を得られるような法の知識を学んでいただきたい

とオンブズマンは希望します。 
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市の回答によると、通常、国保料に関する相談を受けた場合、相談者の生年

月日、前年所得、離職日または離職理由など、相手方から提示された情報に基

づき、国保料の計算を行っているということです。 

本件において、相談時のやりとりについては、記録がなく、判然としないと

のことであり、相談時に申立人がどのように離職日について説明したのか、ま

た、市がその説明を受けてどのように回答したのか、その場にいないオンブズ

マンには事実を確認することができず、判断することはできません。 

しかしながら、申立人のように、窓口に相談に来られる市民の中には、様々

な体験が背景にあり、心身の不調に陥り苦悩する方が存在すると思われます。

市は、今後、当該制度に該当するかどうか不明確な方については、これまで以

上に聴き取りを丁寧に行い、必要に応じてリーフレットを配付するなど、より

幅広い対象者への制度周知をはかることとすると回答していますので、オンブ

ズマンとしても期待したいと思います。 

また、市は、健保組合に対し、任意継続を遡って脱退できるかどうかを問い

合わせた結果、「正当な届出により加入させたものであり、脱退は不可」との回

答を得たため、これを申立人に伝え、任意継続に加入していた期間は国保に加

入させることはできないので、これ以上の対応は困難であることを説明したと

のことです。 

オンブズマンとしては、相談時の市の説明が判然としない中で、申立人の申

出に対し、市から健保組合に問い合わせる等の対応は真摯な対応であったと考

えます。また、当初の健保組合の回答から、市として健保組合に対して任意継

続資格喪失の依頼はできないと説明したことはやむを得なかったと思います。 

なお、市の回答によると、健保組合からは、最終的に、「申立人から健保組合

に対し『錯誤により誤って任意継続してしまった』という内容の書面の提出が

あれば、健保組合として遡って任意継続の資格喪失をすることを検討する。」

((1155))  国国保保保保険険料料のの減減額額にに関関すするる説説明明不不足足（区保健福祉部）  

 私は、体調不良を理由に退職することとなり、退職に先立ち、区役所に国保料の相

談に行き、健康保険組合の任意継続を選択したが、その後、ハローワークに行った際

に、診断書があれば、国保料の軽減を受けられる旨の説明を受け、区役所に行くよう

に言われた。区役所で手続したところ、軽減措置の適用となったが、なぜ、相談に行

ったときに軽減措置に関する説明をしてくれなかったのか。また、区役所に対し、健

康保険組合へ任意継続の取消を要望したが、「できない」と回答された。 



Ⅱ　
苦
情
申
立
て
事
例

− 30 − − 31 −

して生活するための倫理観を得られるような法の知識を学んでいただきたい

とオンブズマンは希望します。 

 

 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和５５年年５５月月））【【不不備備ななしし】】  

市の回答によると、通常、国保料に関する相談を受けた場合、相談者の生年

月日、前年所得、離職日または離職理由など、相手方から提示された情報に基

づき、国保料の計算を行っているということです。 

本件において、相談時のやりとりについては、記録がなく、判然としないと

のことであり、相談時に申立人がどのように離職日について説明したのか、ま

た、市がその説明を受けてどのように回答したのか、その場にいないオンブズ

マンには事実を確認することができず、判断することはできません。 

しかしながら、申立人のように、窓口に相談に来られる市民の中には、様々

な体験が背景にあり、心身の不調に陥り苦悩する方が存在すると思われます。

市は、今後、当該制度に該当するかどうか不明確な方については、これまで以

上に聴き取りを丁寧に行い、必要に応じてリーフレットを配付するなど、より

幅広い対象者への制度周知をはかることとすると回答していますので、オンブ

ズマンとしても期待したいと思います。 

また、市は、健保組合に対し、任意継続を遡って脱退できるかどうかを問い

合わせた結果、「正当な届出により加入させたものであり、脱退は不可」との回

答を得たため、これを申立人に伝え、任意継続に加入していた期間は国保に加

入させることはできないので、これ以上の対応は困難であることを説明したと

のことです。 

オンブズマンとしては、相談時の市の説明が判然としない中で、申立人の申

出に対し、市から健保組合に問い合わせる等の対応は真摯な対応であったと考

えます。また、当初の健保組合の回答から、市として健保組合に対して任意継

続資格喪失の依頼はできないと説明したことはやむを得なかったと思います。 

なお、市の回答によると、健保組合からは、最終的に、「申立人から健保組合

に対し『錯誤により誤って任意継続してしまった』という内容の書面の提出が

あれば、健保組合として遡って任意継続の資格喪失をすることを検討する。」

((1155))  国国保保保保険険料料のの減減額額にに関関すするる説説明明不不足足（区保健福祉部）  

 私は、体調不良を理由に退職することとなり、退職に先立ち、区役所に国保料の相

談に行き、健康保険組合の任意継続を選択したが、その後、ハローワークに行った際

に、診断書があれば、国保料の軽減を受けられる旨の説明を受け、区役所に行くよう

に言われた。区役所で手続したところ、軽減措置の適用となったが、なぜ、相談に行

ったときに軽減措置に関する説明をしてくれなかったのか。また、区役所に対し、健

康保険組合へ任意継続の取消を要望したが、「できない」と回答された。 

との回答があり、手続を進めたとのことです。オンブズマンは、手続が進んだ

ことに安心いたしました。 

市には、今後とも、窓口で相談に応じる際には、丁寧でわかりやすい説明を

心がけ、相手に寄り添う対応を尽くされるようお願いいたします。 
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２２  教教育育・・文文化化・・観観光光・・経経済済分分野野 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年７７月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

市の回答によると、教務主任は申立人に対し、申立人が名前を挙げた生徒につ

いて「そんなことをするような子ではない。」という趣旨の話や、他の生徒がい

たずらしたとは考えられず、申立人の訴えについて学級全体に詳しく調査をす

ると、かえって申立人の信頼を失うような情報が学級の生徒に広まることを危

惧する趣旨の話をした上で、申立人自身がやったのではないかと尋ねたそうで

す。 

教務主任が、申立人が名前を挙げた生徒について配慮し、その生徒が行えない

はずであるという推測をしたとしても、このような質問を申立人に対し教師の

口からするに当たり躊躇が無かったことに、オンブズマンは怒りを感じます。な

ぜなら成長過程の青少年が自分の生命や存在が大切なものであるという自信を

持ち、それが他者も同様であることを理解するには、周囲の大人から得る安心感

が欠かせないと思うからです。親とは異なる人間同士の信頼感を持ったつなが

りを、教育の現場から申立人との間で育んでいっていただきたいとオンブズマ

ンは考えます。 

タブレット端末の貸与については、設定等の準備に時間が必要だったことを

考慮しても、申立人の欠席が長期間に及んでいることを考えますと、もう少し早

い対応ができていたなら、申立人及び母親の不安も早くに軽減できたのではな

いかと残念に思います。 

申立人の欠席が続くことに伴い、担任が学習プリントや提出物等の必要書類

を自宅の郵便受けに届ける等の対応をしており、学校の対応は、学習が途切れて

しまわないようにする働きかけであり、家庭学習中も孤立しないような配慮も

見られると思います。 

教育委員会の対応については、申立人や母親の話を傾聴するとともに、学校へ

の情報提供についてより丁寧に進め、様々な社会資源の活用などを改めて検討

しながら、申立人や母親の困り感の解消につながる取組について学校と検討す

るということです。オンブズマンからも、教育委員会には、今後も引き続き学校

と連携し、申立人が学校とより良い関係を構築し、充実した学校生活を送ること

ができるように対応していただきますようお願いいたします。 

((11))  学学ぶぶ権権利利のの侵侵害害（教育委員会）  

 学校で、授業中に私の持ち物がいたずらされるといういじめにあった。しかし、先

生は私の話を信じてくれず、大声で怒鳴られ、私は大変傷ついた。また、学校に行く

ことに不安があるので、家庭学習のためのタブレット端末を貸してほしいと要望し

たが、貸してもらえないし、家庭学習ためのサポートを学校は十分にしてくれない。

教育委員会に相談しても「学校に伝えます。」というだけで改善されない。 
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２２  教教育育・・文文化化・・観観光光・・経経済済分分野野 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年７７月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

市の回答によると、教務主任は申立人に対し、申立人が名前を挙げた生徒につ

いて「そんなことをするような子ではない。」という趣旨の話や、他の生徒がい

たずらしたとは考えられず、申立人の訴えについて学級全体に詳しく調査をす

ると、かえって申立人の信頼を失うような情報が学級の生徒に広まることを危

惧する趣旨の話をした上で、申立人自身がやったのではないかと尋ねたそうで

す。 

教務主任が、申立人が名前を挙げた生徒について配慮し、その生徒が行えない

はずであるという推測をしたとしても、このような質問を申立人に対し教師の

口からするに当たり躊躇が無かったことに、オンブズマンは怒りを感じます。な

ぜなら成長過程の青少年が自分の生命や存在が大切なものであるという自信を

持ち、それが他者も同様であることを理解するには、周囲の大人から得る安心感

が欠かせないと思うからです。親とは異なる人間同士の信頼感を持ったつなが

りを、教育の現場から申立人との間で育んでいっていただきたいとオンブズマ

ンは考えます。 

タブレット端末の貸与については、設定等の準備に時間が必要だったことを

考慮しても、申立人の欠席が長期間に及んでいることを考えますと、もう少し早

い対応ができていたなら、申立人及び母親の不安も早くに軽減できたのではな

いかと残念に思います。 

申立人の欠席が続くことに伴い、担任が学習プリントや提出物等の必要書類

を自宅の郵便受けに届ける等の対応をしており、学校の対応は、学習が途切れて

しまわないようにする働きかけであり、家庭学習中も孤立しないような配慮も

見られると思います。 

教育委員会の対応については、申立人や母親の話を傾聴するとともに、学校へ

の情報提供についてより丁寧に進め、様々な社会資源の活用などを改めて検討

しながら、申立人や母親の困り感の解消につながる取組について学校と検討す

るということです。オンブズマンからも、教育委員会には、今後も引き続き学校

と連携し、申立人が学校とより良い関係を構築し、充実した学校生活を送ること

ができるように対応していただきますようお願いいたします。 

((11))  学学ぶぶ権権利利のの侵侵害害（教育委員会）  

 学校で、授業中に私の持ち物がいたずらされるといういじめにあった。しかし、先

生は私の話を信じてくれず、大声で怒鳴られ、私は大変傷ついた。また、学校に行く

ことに不安があるので、家庭学習のためのタブレット端末を貸してほしいと要望し

たが、貸してもらえないし、家庭学習ためのサポートを学校は十分にしてくれない。

教育委員会に相談しても「学校に伝えます。」というだけで改善されない。 

市市のの改改善善等等のの状状況況（（令令和和４４年年 1100月月フフォォロローーアアッッププ調調査査））  

申立人や母親からの相談ダイヤルへの入電に対し、話を傾聴するとともに、主

に学校担当の指導主事が学校に状況を確認しつつ、相談内容を情報提供してい

ます。 

教育相談担当課では、母親からの相談を定期的に受けており、養育の困り感に

対する支援や、学校への相談方法等のアドバイスなど、状況改善に向けた対応を

継続しております。 

 

 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年６６月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

オンブズマンは、体育施設の管理者は、利用時のルールや禁止行為等について

は利用者に遵守させるのはもちろんであり、スケート靴やスケート利用の危険

な特性に照らして定めたルールや禁止事項については遵守を周知徹底させる必

要があって、これがリンクでの安全管理の基準とされるべきと考えます。 

当該施設の利用においての自主的ルール及び禁止事項として、周回滑走エリ

アと自由滑走エリアを同時に使って技をすることは禁止されており、その理由

は、二つのエリアを同時に使って技をすると、接触や衝突の危険が高まることに

あるからであると考えられます。 

しかし、たくさんのことが書かれた「施設・スケートリンク利用案内」の掲示

の中に、「周回滑走は反時計回りで行い、自由滑走はリンク中央を使用してくだ

さい。」との記載があるのみで、二つのエリアを同時に使って技をすることは禁

止されていることや、その理由として接触衝突の事故が起きてけがをする危険

度が高まることから禁じていることについて、リンク内外等にそのことが明確

に表示されているとは言えなかったと判断します。そして、禁止事項としている

のにそれが周知徹底されていなかったのですから、危険防止・安全管理上の不備

があったと言わざるを得ません。 

((22))  ススケケーートトリリンンククのの安安全全管管理理（スポーツ局）  

 私は、月寒体育館のスケートリンクを利用中にルールを守らない他の利用者との

接触事故に遭遇した。現状、体育館の一般開放では、自由滑走エリアと周回滑走エリ

アに分けられているが、飛出し行為などのルールを守らない利用者の存在について

以前から危険性を感じていることから、今後安心して利用できるよう、改善を求め

て苦情を申し立てる。 
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なお、コース内での不要な立ち止まりの禁止等について、現在も館内掲示して

いることをオンブズマンも資料等で確認していますが、改めて適切な方法で周

知徹底されるようにお願いします。 

他方で、これを遵守するための監視体制については、施設運営の体制や運営状

況等にも鑑みて体制の整備を図る必要があることから、第一次的には施設側で

定めた監視体制についての判断も尊重する必要があると言えます。ただし、滑走

監視は監視室からの監視よりもルール遵守の抑止力が高いと考えますので、混

雑時の滑走監視の頻度を増やすよう努めていただきたいと思います。 

 

市市のの改改善善等等のの状状況況（（令令和和４４年年 1100月月フフォォロローーアアッッププ調調査査））  

滑走上の禁止事項について、アリーナ内３か所に掲示を追加し、安全対策の強

化を行ったほか、電光掲示板や館内放送、ホームページによる周知を実施しまし

た。また、現在、混雑時には、コーンを設置するとともに、コーンの間をリボン

で繋ぎ安全面等の検証を行っております。 

職員の配置の工夫等により、できる限り混雑時には滑走監視を配置し、利用者

の安全確保に努めております。 

ルール違反者がいた場合は、職員が直接注意を行う体制を構築するなどの対

応を行っているほか、フィギュアスケートの専用利用枠を増設するなどの混雑

緩和策の検証を行っております。 
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なお、コース内での不要な立ち止まりの禁止等について、現在も館内掲示して

いることをオンブズマンも資料等で確認していますが、改めて適切な方法で周

知徹底されるようにお願いします。 

他方で、これを遵守するための監視体制については、施設運営の体制や運営状

況等にも鑑みて体制の整備を図る必要があることから、第一次的には施設側で

定めた監視体制についての判断も尊重する必要があると言えます。ただし、滑走

監視は監視室からの監視よりもルール遵守の抑止力が高いと考えますので、混

雑時の滑走監視の頻度を増やすよう努めていただきたいと思います。 

 

市市のの改改善善等等のの状状況況（（令令和和４４年年 1100月月フフォォロローーアアッッププ調調査査））  

滑走上の禁止事項について、アリーナ内３か所に掲示を追加し、安全対策の強

化を行ったほか、電光掲示板や館内放送、ホームページによる周知を実施しまし

た。また、現在、混雑時には、コーンを設置するとともに、コーンの間をリボン

で繋ぎ安全面等の検証を行っております。 

職員の配置の工夫等により、できる限り混雑時には滑走監視を配置し、利用者

の安全確保に努めております。 

ルール違反者がいた場合は、職員が直接注意を行う体制を構築するなどの対

応を行っているほか、フィギュアスケートの専用利用枠を増設するなどの混雑

緩和策の検証を行っております。 

 

 

 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和５５年年１１月月））【【不不備備ななしし】】  

オンブズマンは本件調査に当たり、申立人宅と学校の位置や近隣の環境など

を現地で確認しました。申立人宅と隣接して契約駐車場があるため、当該場所は

比較的、車を駐停車する余裕がある場所という印象を受けました。しかし、仮に

当該場所に駐停車した場合には、運転者が他の車の出入りの邪魔にならないよ

う注意したつもりであっても、申立人宅の車庫間口にかかってしてしまう可能

性は確かにあり得ると思いました。 

申立て内容によると、当該場所の迷惑駐車は昔から続いているということで

す。おそらく当該場所やその周辺では、これまでも同じように迷惑駐車が行われ

ていて、申立人は長年我慢をされていたのではないかとオンブズマンは推測し

ました。そうだとすれば、申立人が学校に対し迷惑駐車の解決を求めることも理

解できますし、申立人が直接注意しても、一度車を移動させた後にまた同じ場所

に戻ってきたり、言い返してくるような運転者の態度に腹立たしいお気持ちを

抱かれたとしても無理はなかったとオンブズマンは思います。 

市によると、学校では、最初の苦情を受けた際、申立人に対し、翌日生徒に指

導することや、生徒を通じて保護者にも啓発することを説明したということで

す。そして、実際翌日には、教職員で情報共有し、生徒に対し注意喚起及び保護

者へ伝達するように指導しています。また、学校ホームページで注意喚起の記事

を掲載し、全保護者宛てのメール配信も行ったということです。その後、再度苦

情を受けた際には、交番にパトロールを依頼し、部活動終了時間前後に現場の様

子を確認するなどの対応も行っています。学校のこれらの対応は迅速でありオ

ンブズマンとしては評価できると思います。 

駐車違反や迷惑駐車の防止について、学校の保護者への啓発や注意喚起は強

制力を持つものではありません。最終的には保護者自身が、社会や地域での生活

を通じて、人それぞれに事情があることや守るべきルールはお互いに気持ちよ

く生活していくためのものであることを自覚することが必要なのだと思います。

子どもが家庭や学校教育の中でそれらを学ぶ傍らで、大人も他者への想像力と

思いやりを持って行動をしてほしいとオンブズマンは考えます。 

((33))  中中学学校校関関係係者者にによよるる迷迷惑惑駐駐車車（教育委員会）  

 私は市立中学校の正面玄関の向かいに住んでいる。家の前に車を逆向きに駐車し

ている人がおり、注意しても一回りして戻ってくる。それを中学校の先生と確認し

たが直らない。教頭は学校のホームページに掲載して注意し、また、生徒及び親にも

言っていると言うが、状況は変わらないままである。 
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33  土土木木・・建建築築分分野野 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年７７月月））【【不不備備ななしし】】  

市によると、水道料金の減免について、給水条例第 35条は（水道事業）管理

者に関するものであり、水道使用者からの申請を想定したものではなく、このた

め本件で申立人が行った減免申請は「条例等に基づく」ものとは言えず、行政手

続条例第２条第５号に規定する「申請」には該当しないと述べています。また、

札幌市では、水道事業について常設の減免制度は設けておらず、災害等が発生し

た際は、管理者が水道料金の減免の必要性を判断し、その都度、給水条例第 35

条の規定に基づき申請様式などの実施要領を定め、減免を実施しているとのこ

とです。 

オンブズマンは、上記のような市の法的解釈について、その是非を判断する立

場にはありませんが、本件の減免申請書について、上記のような法的解釈に立ち

つつも、水道料金の減免の可能性についての質問書として受理し、これに対する

回答を行ったことは、法律に沿った適正な対応であり、その点について、手続上

の瑕疵はなかったと考えます。 

次に、下水道使用料については、市によれば、水道の場合と異なり、下水道条

例に基づき、市長が減免する場合について既に下水道要領が定められており、減

免を実施する対象事例も明確になっているとのことです。市は、申立から提出さ

れた文書を減免申請書として取扱い、審査の上、使用料減額（免除）審査結果通

知書を申立人に対し郵送したとのことであり、オンブズマンは、この点について、

手続上の瑕疵はなかったと考えます。 

札幌市で生活保護世帯に対する減免が行われていないことについて、市は、上

下水道事業は独立採算と受益者負担の原則にたって運営されており、生活保護

世帯に対する減免は、福祉施策の一環として一般会計による経費負担により行

うものであると述べており、オンブズマンも市の説明に不備はないと考えます。 

 

((11))  上上下下水水道道料料金金のの減減免免申申請請のの却却下下（下水道河川局、水道局）  

 私は、生活が困窮し、生活保護の申請を行うとともに、水道局及び下水道河川局に

対し、未納になっていた上下水道料金の減免申請をした。しかし、市の条例に減免規

定が設けられているにも関わらず、両局から「『公益上その他特別の理由がある場合』

を除き減免を実施していない。」と回答があった。そこで、不服申立てを行うため、

申請に対する処分決定通知書の発出を要請したところ、水道局からは「却下処分通

知は出せない。」、下水道局からは「申請様式はあるが、却下処分を出せるかは検討す

る。」との返答だった。減免を規定する条例があり申請書を事実上受け取りながら、

処分を行わないのはおかしい。また、「その他特別の理由」について説明もない。 



Ⅱ　
苦
情
申
立
て
事
例

− 36 − − 37 −

33  土土木木・・建建築築分分野野 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年７７月月））【【不不備備ななしし】】  

市によると、水道料金の減免について、給水条例第 35条は（水道事業）管理

者に関するものであり、水道使用者からの申請を想定したものではなく、このた

め本件で申立人が行った減免申請は「条例等に基づく」ものとは言えず、行政手

続条例第２条第５号に規定する「申請」には該当しないと述べています。また、

札幌市では、水道事業について常設の減免制度は設けておらず、災害等が発生し

た際は、管理者が水道料金の減免の必要性を判断し、その都度、給水条例第 35

条の規定に基づき申請様式などの実施要領を定め、減免を実施しているとのこ

とです。 

オンブズマンは、上記のような市の法的解釈について、その是非を判断する立

場にはありませんが、本件の減免申請書について、上記のような法的解釈に立ち

つつも、水道料金の減免の可能性についての質問書として受理し、これに対する

回答を行ったことは、法律に沿った適正な対応であり、その点について、手続上

の瑕疵はなかったと考えます。 

次に、下水道使用料については、市によれば、水道の場合と異なり、下水道条

例に基づき、市長が減免する場合について既に下水道要領が定められており、減

免を実施する対象事例も明確になっているとのことです。市は、申立から提出さ

れた文書を減免申請書として取扱い、審査の上、使用料減額（免除）審査結果通

知書を申立人に対し郵送したとのことであり、オンブズマンは、この点について、

手続上の瑕疵はなかったと考えます。 

札幌市で生活保護世帯に対する減免が行われていないことについて、市は、上

下水道事業は独立採算と受益者負担の原則にたって運営されており、生活保護

世帯に対する減免は、福祉施策の一環として一般会計による経費負担により行

うものであると述べており、オンブズマンも市の説明に不備はないと考えます。 

 

((11))  上上下下水水道道料料金金のの減減免免申申請請のの却却下下（下水道河川局、水道局）  

 私は、生活が困窮し、生活保護の申請を行うとともに、水道局及び下水道河川局に

対し、未納になっていた上下水道料金の減免申請をした。しかし、市の条例に減免規

定が設けられているにも関わらず、両局から「『公益上その他特別の理由がある場合』

を除き減免を実施していない。」と回答があった。そこで、不服申立てを行うため、

申請に対する処分決定通知書の発出を要請したところ、水道局からは「却下処分通

知は出せない。」、下水道局からは「申請様式はあるが、却下処分を出せるかは検討す

る。」との返答だった。減免を規定する条例があり申請書を事実上受け取りながら、

処分を行わないのはおかしい。また、「その他特別の理由」について説明もない。 オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年８８月月））【【不不備備ななしし】】  

 市の説明では、除雪作業においては、全ての道路がライフラインであり、緊急

輸送道路、バス路線道路などを優先し、その後に生活道路の作業を行っている、

生活道路の優先順位は道路状況の悪い所や問合せのあったところから順次行っ

ており、申立人が要望した路線については、生活道路の中でも早い段階で作業を

行うことが出来たとのことです。オンブズマンは、幹線やバス路線の確保、人員

や機材の配置などの事情を勘案の上、除雪作業が行われていることに鑑みると、

特定の地区と比較してもそれ以外の地区との除雪の順序等に問題があるとは言

えないと思います。ただし、除雪作業の順番に係る申立人と市及び除雪センター

とのやり取りに関しては、当初の説明の仕方が不十分であったことで、申立人の

不信感を募らせたことは否定できないと考えます。 

 また、令和４年６月の道路補修作業に係る経緯については、市によると、A建

設会社に事実確認を行い、後日、警察から法令には抵触しないが交通誘導の仕方

が不明瞭であったので、A建設会社に交通誘導の指導等、担当部に注意の連絡が

あったとのことで、これを受け、担当部において緊急安全教育を実施するととも

に、A 建設会社主催による下請負人である警備会社との緊急安全教育を実施し、

これらを通じて A建設会社へ指導を行ったとのことです。 

 申立人は、除雪作業や道路補修作業における A建設会社の対応をみて、市が A

建設会社に工事等を発注するのは適切なのか疑問に思われておりますが、事業

者として適格性等を欠く事情が認められれば、市は、契約の解除権及び損害賠償

請求権を行使するような対応を検討する必要があるところ、本件において契約

約款上の債務を履行していないと指摘できるだけの事情があるとも言えず、直

ちに契約の解除や損害賠償の請求の検討を行うことはできないと思います。 

 

((22))  工工事事のの受受注注業業者者へへのの指指導導不不足足（区土木部）  

 令和３年 12月下旬の大雪に伴う除雪について、私の自宅付近の小学校のすぐ近く

の道路で何台も動けなくなっている車がいたので、除雪センター（A建設会社）に連

絡して除雪の依頼をした。電話に出た担当者は、すぐに除雪をすると言っていたの

に、実際は翌日の朝までしてもらえなかった。これについて、市担当部を交えて何度

か話合いを行ったが、除雪センターの説明は不誠実だし、除雪の順番についても不

平等を感じた。最終的に、市の担当部長から謝罪を受け、担当課長からも A 建設会

社をしっかりと指導するとしていた。ところが、同年６月に A 建設会社による道路

工事において、現場管理が不十分であったため、危うく交通事故に遭うところだっ

た。こうした業者に市の工事等を発注するのはおかしい。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年９９月月））【【不不備備ななしし】】  

 市によれば、歩道の整備については、道路法第 30条第３項において、地方公

共団体の条例によって道路の構造の技術的基準を定めることとされており、市

では、「札幌市移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例」（以

下「条例」という。）及び「道路の移動円滑化整備ガイドライン札幌市独自事項

補足版」（以下「ガイドライン」という。）において、歩道の構造及び縁石の設置

の基準を定めているとのことです。 

それによると、縁石の高さについては、条例第 7条において「歩道等と車道等

の分離」のため、車両乗り入れ部及び横断歩道に接続する部分を除き、15 ㎝を

標準とすること、また、ガイドラインにおいて、交差点部、横断歩道に接続する

部分については、縁石の高さを５㎝以下にする旨が定められています。 

また、市によれば、札幌市私人の行う道路工事に関する規則及び私人の行う道

路工事承認基準において、車両の出入口に関しては、土地所有者による申請が承

認されれば縁石の切下げができる旨が定められているとのことです。 

その上で市は、本件道路の歩道はこれらに該当しないことから、縁石の切下げ

は認められないとの見解を述べています。 

オンブズマンは現地の様子を確認し、申立人の主張するように、本件市営住宅

の歩道にもし縁石による段差がなければ、車いすやベビーカー、自転車などがス

ムーズに車道へ出ることができると思いました。しかし一方、北側にある曲がり

角を走行してきた車が、車両の出入口ではない歩道から車道へ侵入してきた対

象者にぶつかる事態も予想され、縁石をなくすと安全確保のための歩道と車道

との分離ができない危険性もあるように思いました。 

縁石は「歩道と車道の分離」のために設置されたものであり、歩行者の安全の

確保という点から考えると、本件道路の歩道の縁石の撤去という要望には応じ

られないとする市の回答はやむを得ないとオンブズマンは考えます。 

((33))  歩歩道道ののババリリアアフフリリーー化化（区土木部）  

 私は市営住宅に住んでいる。私の居住する棟に隣接した歩道の幅が１ｍ程度しか

ないため、すれ違うことができない上、縁石があるため、車いすやベビーカーが車道

から侵入できず、安全に通行ができない。これについて、数年前から市や警察に相談

しているが、歩道の拡張はできないと言われた。ならば、居住する棟の出入口の幅だ

けでも歩道の縁石を撤去してもらえれば、歩道がバリアフリーになり、安全に通行

できると考え、市に相談したが、規則を盾に縁石の撤去を拒否された。市営住宅の出

入口の幅の歩道の縁石を撤去して、歩道をバリアフリーにしてほしい。 オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年 1111月月））【【不不備備ななしし】】  

 市によると、当該施設は、札幌市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整

に関する条例の適用除外対象のため、近隣住民への説明義務はないものの、説明

の必要はあると考え、新型コロナウィルス感染拡大防止を考慮し、各町内会長な

どと協議した上で、回覧板により町内会へ周知し、看板設置により不特定多数の

市民へ周知した、と説明しています。また、町内会に加入しない住民の方への情

報提供を補完するため、建設予定地の西側の道路沿いに看板を設置し、スケジュ

ール、施設機能及び土地・建物の概要について情報提供を行ったとしています。 

 オンブズマンは、こうした対応は、市民参加の前提となる情報提供として適切

であったと考えます。加えて、当該施設が建築されることで想定される懸念事項

については、市民一人ひとりの感覚の違いにより不都合さの度合や心理的抵抗

感にも違いがあると言えることから、具体的な懸念事項については、施設の建築

計画の内容を知った市民の側から、具体的な指摘をすることが必要となると考

えるので、札幌市自治基本条例の市民参加や情報提供の要請に照らして市の対

応に不備があったとは言えないとオンブズマンは判断します。 

 騒音について、市は、当該施設の開設後も、申立人を含む市民からの意見や苦

情などの情報を現場関係者と共有し、地域や利用者に最大限配慮した運営を進

めると述べていますので、オンブズマンとしては、騒音について意見や苦情が寄

せられた場合にも申立人にきちんと対応してもらいたいと思います。 

 建物の高さの説明が変わったことについては、市は現場の作業員が誤った説

明をしたことを認め、謝罪をしています。しかし、現場代理人のような常駐監督

する立場の方が責任を持った対応をしていれば申立人の不安や不信が広がるこ

とを防げたのではないかと思われ、オンブズマンとしても残念に思います。 

 土曜日の開園の中止については、就労形態の多様化により土曜日保育のニー

ズが高く、育児への負担軽減も考えますと、土曜日の開園はやむを得ないものと

オンブズマンは思います。 

((44))  「「ちちああふふるる」」のの建建築築（子ども未来局、都市局）  

 市の保育施設「ちあふる」の建築が始まったが、建物の高さについて、市の回答と

建築現場の作業員の回答に食い違いがあり、不信感を持った。また、施設の性質上、

騒音が懸念されるところ、近隣住民への説明もなく、これは札幌市自治基本条例に

違反している。騒音への対処を要望する。さらに、施設の土曜日の開園も検討してい

るようだが、公務員をはじめ土曜日を休みとしている人が多いのだから、土曜日の

開園は止めて欲しい。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年９９月月））【【不不備備ななしし】】  

 市によれば、歩道の整備については、道路法第 30条第３項において、地方公

共団体の条例によって道路の構造の技術的基準を定めることとされており、市

では、「札幌市移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例」（以

下「条例」という。）及び「道路の移動円滑化整備ガイドライン札幌市独自事項

補足版」（以下「ガイドライン」という。）において、歩道の構造及び縁石の設置

の基準を定めているとのことです。 

それによると、縁石の高さについては、条例第 7条において「歩道等と車道等

の分離」のため、車両乗り入れ部及び横断歩道に接続する部分を除き、15 ㎝を

標準とすること、また、ガイドラインにおいて、交差点部、横断歩道に接続する

部分については、縁石の高さを５㎝以下にする旨が定められています。 

また、市によれば、札幌市私人の行う道路工事に関する規則及び私人の行う道

路工事承認基準において、車両の出入口に関しては、土地所有者による申請が承

認されれば縁石の切下げができる旨が定められているとのことです。 

その上で市は、本件道路の歩道はこれらに該当しないことから、縁石の切下げ

は認められないとの見解を述べています。 

オンブズマンは現地の様子を確認し、申立人の主張するように、本件市営住宅

の歩道にもし縁石による段差がなければ、車いすやベビーカー、自転車などがス

ムーズに車道へ出ることができると思いました。しかし一方、北側にある曲がり

角を走行してきた車が、車両の出入口ではない歩道から車道へ侵入してきた対

象者にぶつかる事態も予想され、縁石をなくすと安全確保のための歩道と車道

との分離ができない危険性もあるように思いました。 

縁石は「歩道と車道の分離」のために設置されたものであり、歩行者の安全の

確保という点から考えると、本件道路の歩道の縁石の撤去という要望には応じ

られないとする市の回答はやむを得ないとオンブズマンは考えます。 

((33))  歩歩道道ののババリリアアフフリリーー化化（区土木部）  

 私は市営住宅に住んでいる。私の居住する棟に隣接した歩道の幅が１ｍ程度しか

ないため、すれ違うことができない上、縁石があるため、車いすやベビーカーが車道

から侵入できず、安全に通行ができない。これについて、数年前から市や警察に相談

しているが、歩道の拡張はできないと言われた。ならば、居住する棟の出入口の幅だ

けでも歩道の縁石を撤去してもらえれば、歩道がバリアフリーになり、安全に通行

できると考え、市に相談したが、規則を盾に縁石の撤去を拒否された。市営住宅の出

入口の幅の歩道の縁石を撤去して、歩道をバリアフリーにしてほしい。 オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年 1111月月））【【不不備備ななしし】】  

 市によると、当該施設は、札幌市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整

に関する条例の適用除外対象のため、近隣住民への説明義務はないものの、説明

の必要はあると考え、新型コロナウィルス感染拡大防止を考慮し、各町内会長な

どと協議した上で、回覧板により町内会へ周知し、看板設置により不特定多数の

市民へ周知した、と説明しています。また、町内会に加入しない住民の方への情

報提供を補完するため、建設予定地の西側の道路沿いに看板を設置し、スケジュ

ール、施設機能及び土地・建物の概要について情報提供を行ったとしています。 

 オンブズマンは、こうした対応は、市民参加の前提となる情報提供として適切

であったと考えます。加えて、当該施設が建築されることで想定される懸念事項

については、市民一人ひとりの感覚の違いにより不都合さの度合や心理的抵抗

感にも違いがあると言えることから、具体的な懸念事項については、施設の建築

計画の内容を知った市民の側から、具体的な指摘をすることが必要となると考

えるので、札幌市自治基本条例の市民参加や情報提供の要請に照らして市の対

応に不備があったとは言えないとオンブズマンは判断します。 

 騒音について、市は、当該施設の開設後も、申立人を含む市民からの意見や苦

情などの情報を現場関係者と共有し、地域や利用者に最大限配慮した運営を進

めると述べていますので、オンブズマンとしては、騒音について意見や苦情が寄

せられた場合にも申立人にきちんと対応してもらいたいと思います。 

 建物の高さの説明が変わったことについては、市は現場の作業員が誤った説

明をしたことを認め、謝罪をしています。しかし、現場代理人のような常駐監督

する立場の方が責任を持った対応をしていれば申立人の不安や不信が広がるこ

とを防げたのではないかと思われ、オンブズマンとしても残念に思います。 

 土曜日の開園の中止については、就労形態の多様化により土曜日保育のニー

ズが高く、育児への負担軽減も考えますと、土曜日の開園はやむを得ないものと

オンブズマンは思います。 

((44))  「「ちちああふふるる」」のの建建築築（子ども未来局、都市局）  

 市の保育施設「ちあふる」の建築が始まったが、建物の高さについて、市の回答と

建築現場の作業員の回答に食い違いがあり、不信感を持った。また、施設の性質上、

騒音が懸念されるところ、近隣住民への説明もなく、これは札幌市自治基本条例に

違反している。騒音への対処を要望する。さらに、施設の土曜日の開園も検討してい

るようだが、公務員をはじめ土曜日を休みとしている人が多いのだから、土曜日の

開園は止めて欲しい。 
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申立人は、宅地造成等規制法による宅地造成の手引きに記載の、下部に有害な

影響を与えないような工事も、下方に雨水が流出しないよう逆勾配を付けるこ

とも行われていないと主張しています。そして、土地が形状変更したことを前提

に、所有者責任の観点から早急な解決策の提示を求めており、開発行為を許可し

たか否かではなく、申立人と市との二者間の問題として、申立人の敷地に豪雨リ

スクが生じていて安全性が脅かされているということを主張しています。 

これについて、市は、当該地は開発行為で敷設された側溝に沿って埋め戻しさ

れていると認識しているが、高さが変更されているかどうかは不明であるとし

た上で、当該地の形状の変更等は許可していないが、対応策について協議してい

きたいと考えると回答しています。 

もちろん、工作物等のない自然状態の土地を所有しているというだけで直ち

に法律上の所有者責任が生ずると考えることは、オンブズマンとしてもできな

いと思います。他方、宅地造成規制法は、宅地造成工事規制区域内の宅地の所有

者、管理者、占有者に対して、災害が生じないよう宅地の保全や災害防止のため

勧告することがあると定めていますので、法律でも、所有者等に対して一定の責

務が伴うことを前提としているように思います。そして、本件市所有地が宅地造

成工事規制区域内にあることは、市も認めているところです。 

オンブズマンとしては、申立人所有地への豪雨流出や土砂流失などの具体的

な可能性が高まったとは判断することができないとしても、原状と異なる土砂

による埋戻しが行われたことで形状変更がなされて、新たな地盤が形成された

可能性を否定することはできないと思います。 

そうだとすると、宅地造成規制法の制定経過や近年の災害多発の現状に鑑み

ると、市において申立人所有地への豪雨流出等のリスクを判断することなく安

全性への懸念の問題を終わらせてしまうのは良くないと、オンブズマンは考え

ます。 

((55))  盛盛土土にによよるる悪悪影影響響（都市局、建設局）  

 私の所有する敷地の一部は、市所有地の一部と隣接している。令和３年秋、市所有

地の上部に隣接する土地で、元々設置されていた擁壁を撤去してのり面を作る宅地

造成工事が行われ、市所有地とその上部隣接地との境界に側溝が設置された。その

際、市所有地が平坦地状態から盛土され、私の敷地の方へ傾斜する形に形状変更さ

れた。この傾斜による私の敷地への豪雨流出の心配から、市に対策を求めていたが、

誠実な対応が行われていない。市の予算による強固な防護壁設置を求める。 



Ⅱ　
苦
情
申
立
て
事
例

− 40 − − 41 −

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和５５年年１１月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

申立人は、宅地造成等規制法による宅地造成の手引きに記載の、下部に有害な

影響を与えないような工事も、下方に雨水が流出しないよう逆勾配を付けるこ

とも行われていないと主張しています。そして、土地が形状変更したことを前提

に、所有者責任の観点から早急な解決策の提示を求めており、開発行為を許可し

たか否かではなく、申立人と市との二者間の問題として、申立人の敷地に豪雨リ

スクが生じていて安全性が脅かされているということを主張しています。 

これについて、市は、当該地は開発行為で敷設された側溝に沿って埋め戻しさ

れていると認識しているが、高さが変更されているかどうかは不明であるとし

た上で、当該地の形状の変更等は許可していないが、対応策について協議してい

きたいと考えると回答しています。 

もちろん、工作物等のない自然状態の土地を所有しているというだけで直ち

に法律上の所有者責任が生ずると考えることは、オンブズマンとしてもできな

いと思います。他方、宅地造成規制法は、宅地造成工事規制区域内の宅地の所有

者、管理者、占有者に対して、災害が生じないよう宅地の保全や災害防止のため

勧告することがあると定めていますので、法律でも、所有者等に対して一定の責

務が伴うことを前提としているように思います。そして、本件市所有地が宅地造

成工事規制区域内にあることは、市も認めているところです。 

オンブズマンとしては、申立人所有地への豪雨流出や土砂流失などの具体的

な可能性が高まったとは判断することができないとしても、原状と異なる土砂

による埋戻しが行われたことで形状変更がなされて、新たな地盤が形成された

可能性を否定することはできないと思います。 

そうだとすると、宅地造成規制法の制定経過や近年の災害多発の現状に鑑み

ると、市において申立人所有地への豪雨流出等のリスクを判断することなく安

全性への懸念の問題を終わらせてしまうのは良くないと、オンブズマンは考え

ます。 

((55))  盛盛土土にによよるる悪悪影影響響（都市局、建設局）  

 私の所有する敷地の一部は、市所有地の一部と隣接している。令和３年秋、市所有

地の上部に隣接する土地で、元々設置されていた擁壁を撤去してのり面を作る宅地

造成工事が行われ、市所有地とその上部隣接地との境界に側溝が設置された。その

際、市所有地が平坦地状態から盛土され、私の敷地の方へ傾斜する形に形状変更さ

れた。この傾斜による私の敷地への豪雨流出の心配から、市に対策を求めていたが、

誠実な対応が行われていない。市の予算による強固な防護壁設置を求める。 

近年、想定外の豪雨が土砂災害をもたらすことも増えてきているように思わ

れることから、崖状の上方土地の開発行為が行われたことで、下方側の隣接地等

に自然的な影響がもたらされる可能性は、開発区域内に排水設備が設置された

としても、潜在的な危険として残るのだと思います。 

本件で市による開発行為の許可及び指導があり、時期は前後するとはいうも

のの、これに伴い施工主側において開発区域ではない市所有地について掘削を

行い、その後新たな土砂で埋め戻されており、市所有地に形状変更が生じた可能

性を否定することはできないですし、市所有地の幅員は約４メートルに過ぎず、

開発区域内の雨水の影響が遮断される程の距離があるとは言えないと考えます。 

そうだとすれば、市所有の当該地の下方隣接地の所有者である申立人に対し

て、市は改めて説明を尽くし、少なくとも市所有の当該地部分には専門家を入れ

て地盤力等について地質調査を行うなどの方法による調査を行い、崖下の申立

人所有地の安全性への懸念が少しでも解消されるよう、必要かつ相当な説明を

することをお願いしたいと、オンブズマンは思います。 

 

市市のの改改善善等等のの状状況況（（令令和和５５年年４４月月フフォォロローーアアッッププ調調査査））  

札幌市オンブズマンによる苦情等調査結果通知書を受領後、開発指導課が申

立人に対し、「申立人、開発指導課及び道路認定課と合同で現地確認を行ったう

えで、今後の対応を検討したい。」と伝えており、雪解けを踏まえて５月頃を目

途に、３者で現地確認を行う予定です。 

現地確認後の対応としては、調査及び対策工事等の必要性について、開発指導

課と道路認定課が検討することとなります。 
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市によれば、漏水については、平成 29 年 11 月に申立人宅のトイレで発生し

ていることを確認のうえ、申立人に修理を依頼し、平成 30 年 12 月に指定給水

装置事業者から修繕工事施行届の提出を受けたとのことです。そして、修繕が完

了したことから、使用水量を決定し直して料金の更正を行い、既に納付済みの料

金については還付し、未納分に充当したとしています。その後、令和３年２月に

水道局が納付勧告のために申立人宅を訪問した際、申立人から現在も漏水して

いるとの申出があったため、蛇口等がすべて閉まった状態で、担当者がメーター

を確認したが漏水を確認できなかったと回答しています。 

以上の水道局の主張について、申立人から言い分をお聞きしていませんが、裁

判官でないオンブズマンにおいて責任のある事実認定を行うには制度上の限界

があり、本件で事実認定を行うことはできません。 

しかし、申立人が漏水をめぐる料金の問題は解決してないと主張されるので

あれば、申立人の側においてそのことを検証する必要があるように思います。ま

た、申立人は料金が間違っていると言いつつ、未払料金の一部について支払いに

応じているようですので、申立人の主張が一貫していないと言われないような

合理的な説明ができる必要があると思います。 

申立人は、家族の人数が減っているのに使用水量がこんなに増えること自体

がおかしいと主張されています。水道料金はメーターをもって計量した使用水

量により算定するとされており、使用者の方でメーター検針等に疑いを持つの

であれば、家庭内の個別の事情ではなく、給水管が壊れている、メーターの誤作

動が起きているなど、原因や可能性を明らかにし、具体的で客観的な事実も提示

するなどして、水道局とともに原因等を確認し、メーターで計量した使用水量が

正しい使用量でないと言うことができるときに、水量認定により認定減額が行

われるものだと思います。 

したがって、家族の人数の減少が、使用水量や水道料金の算定に直ちに結びつ

くとは言えません。 

((66))  疑疑義義ののああるる水水道道料料金金（水道局）  

 私は、水道局から水道料金の未払を理由とした給水停止通知を何度か受けている。

しかし、私が水道料金を支払わないのは、家族の人数が減ったにも関わらず使用水

量が多く計量されているためである。漏水等の可能性を指摘するも、水道局は認め

ようとしない。正しく計量されていないものに支払う義務はないと考えるので、法

令に基づいた適正な料金調整の手続を実施することを求める。 

４４  税税・・財財産産分分野野 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年９９月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

 市によると、①請求者から郵送された封筒を開封して、証明請求書、手数料（郵

便小為替）、本人確認書類、返信用切手及び封筒など必要書類が同封されている

かを確認し、文書件名簿に受付年月日、受領金品の内容等を記録する、②作成担

当の職員が証明請求書に基づき、証明書・送付書・領収書等を作成した後、送付

書類・返信用封筒を請求書ごとにまとめて、発送（交付）担当の職員に回付し、

作成された証明書が請求内容と相違ないこと及び返信用封筒の宛名と送付書類

の宛名が一致することを確認した上で封入し、別の職員に回付する、③最後に、

回付を受けた職員が宛名及び内容物が一致することを再確認し封緘して、証明

書等の一式を請求者宛てに郵送し、文書件名簿に発送年月日等を記録して、事務

が終了するとのことです。また、本件のように郵便小為替等金品の返送を伴う場

合は、③の封緘前に係長の確認を受けるとのことです。 

 本件では、①の開封作業の段階において、申立人の書類を処理する際に、同封

されていた定額小為替証書を、誤って別の請求者のクリアファイルに入れてし

まったことが原因とのことです。このため、別の請求者から電話で市税事務所に

連絡があるまで入れ違いに気づかなかったとのことです。 

 市は、今後、机の上に書類等が残存していないかを確実に確認してから次の開

封作業に入ることの徹底や、請求書に同封書類等を記入する欄を設けるなどの

様式の見直し等の検討を行い、再発防止に取り組んでいくとのことです。 

オンブズマンは、特に税金を取り扱う部署における事務処理のミスは市政全

体の信頼を失墜してしまうおそれがあると考えます。市には再発防止策をより

実効性のあるものにして、正確な事務処理に努めていただきたいと思います。 

 

((11))  定定額額小小為為替替のの紛紛失失（財政局）  

 私は、市税事務所に対し、郵送で市税証明書の発行を請求したところ、市税事務所

の担当者が、同封した定額小為替証書を紛失したため、改めて定額小為替証書の再

購入・発送及び紛失した定額小為替証書の再交付請求を行うこととなった。その結

果、市税証明書の入手に時間を要した上、本来支払う必要のなかった定額小為替証

書発行手数料 200円、定額小為替証書再交付請求書手数料 200円及び郵便切手代 84

円の計 484 円が返却されなかった。本来支払う必要のなかった費用 484 円の弁償及

び紛失した原因と改善策の報告を求める。 
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市によれば、漏水については、平成 29 年 11 月に申立人宅のトイレで発生し

ていることを確認のうえ、申立人に修理を依頼し、平成 30 年 12 月に指定給水

装置事業者から修繕工事施行届の提出を受けたとのことです。そして、修繕が完

了したことから、使用水量を決定し直して料金の更正を行い、既に納付済みの料

金については還付し、未納分に充当したとしています。その後、令和３年２月に

水道局が納付勧告のために申立人宅を訪問した際、申立人から現在も漏水して

いるとの申出があったため、蛇口等がすべて閉まった状態で、担当者がメーター

を確認したが漏水を確認できなかったと回答しています。 

以上の水道局の主張について、申立人から言い分をお聞きしていませんが、裁

判官でないオンブズマンにおいて責任のある事実認定を行うには制度上の限界

があり、本件で事実認定を行うことはできません。 

しかし、申立人が漏水をめぐる料金の問題は解決してないと主張されるので

あれば、申立人の側においてそのことを検証する必要があるように思います。ま

た、申立人は料金が間違っていると言いつつ、未払料金の一部について支払いに

応じているようですので、申立人の主張が一貫していないと言われないような

合理的な説明ができる必要があると思います。 

申立人は、家族の人数が減っているのに使用水量がこんなに増えること自体

がおかしいと主張されています。水道料金はメーターをもって計量した使用水

量により算定するとされており、使用者の方でメーター検針等に疑いを持つの

であれば、家庭内の個別の事情ではなく、給水管が壊れている、メーターの誤作

動が起きているなど、原因や可能性を明らかにし、具体的で客観的な事実も提示

するなどして、水道局とともに原因等を確認し、メーターで計量した使用水量が

正しい使用量でないと言うことができるときに、水量認定により認定減額が行

われるものだと思います。 

したがって、家族の人数の減少が、使用水量や水道料金の算定に直ちに結びつ

くとは言えません。 

((66))  疑疑義義ののああるる水水道道料料金金（水道局）  

 私は、水道局から水道料金の未払を理由とした給水停止通知を何度か受けている。

しかし、私が水道料金を支払わないのは、家族の人数が減ったにも関わらず使用水

量が多く計量されているためである。漏水等の可能性を指摘するも、水道局は認め

ようとしない。正しく計量されていないものに支払う義務はないと考えるので、法

令に基づいた適正な料金調整の手続を実施することを求める。 

４４  税税・・財財産産分分野野 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年９９月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

 市によると、①請求者から郵送された封筒を開封して、証明請求書、手数料（郵

便小為替）、本人確認書類、返信用切手及び封筒など必要書類が同封されている

かを確認し、文書件名簿に受付年月日、受領金品の内容等を記録する、②作成担

当の職員が証明請求書に基づき、証明書・送付書・領収書等を作成した後、送付

書類・返信用封筒を請求書ごとにまとめて、発送（交付）担当の職員に回付し、

作成された証明書が請求内容と相違ないこと及び返信用封筒の宛名と送付書類

の宛名が一致することを確認した上で封入し、別の職員に回付する、③最後に、

回付を受けた職員が宛名及び内容物が一致することを再確認し封緘して、証明

書等の一式を請求者宛てに郵送し、文書件名簿に発送年月日等を記録して、事務

が終了するとのことです。また、本件のように郵便小為替等金品の返送を伴う場

合は、③の封緘前に係長の確認を受けるとのことです。 

 本件では、①の開封作業の段階において、申立人の書類を処理する際に、同封

されていた定額小為替証書を、誤って別の請求者のクリアファイルに入れてし

まったことが原因とのことです。このため、別の請求者から電話で市税事務所に

連絡があるまで入れ違いに気づかなかったとのことです。 

 市は、今後、机の上に書類等が残存していないかを確実に確認してから次の開

封作業に入ることの徹底や、請求書に同封書類等を記入する欄を設けるなどの

様式の見直し等の検討を行い、再発防止に取り組んでいくとのことです。 

オンブズマンは、特に税金を取り扱う部署における事務処理のミスは市政全

体の信頼を失墜してしまうおそれがあると考えます。市には再発防止策をより

実効性のあるものにして、正確な事務処理に努めていただきたいと思います。 

 

((11))  定定額額小小為為替替のの紛紛失失（財政局）  

 私は、市税事務所に対し、郵送で市税証明書の発行を請求したところ、市税事務所

の担当者が、同封した定額小為替証書を紛失したため、改めて定額小為替証書の再

購入・発送及び紛失した定額小為替証書の再交付請求を行うこととなった。その結

果、市税証明書の入手に時間を要した上、本来支払う必要のなかった定額小為替証

書発行手数料 200円、定額小為替証書再交付請求書手数料 200円及び郵便切手代 84

円の計 484 円が返却されなかった。本来支払う必要のなかった費用 484 円の弁償及

び紛失した原因と改善策の報告を求める。 
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市市のの改改善善等等のの状状況況（（令令和和４４年年 1100月月、、令令和和５５年年４４月月フフォォロローーアアッッププ調調査査））  

開封作業の際に、作業者１人につき「開封前」「作業中」「開封後」の３つの「ト

レイ」（縦 380ｍｍ×横 280ｍｍ×高さ 80ｍｍ）を使用することとし、作業手順

を見直しました。 

また、請求書様式については、請求書の別紙として「送付書類確認表」を新た

に設けることとしました。 請求書受理時に送付書類確認表を参照し同封書類の

確認を行えるようにするとともに、請求者が請求書を郵送する前に添付書類の

チェックを行うことにより、書類不備な請求を減らし、補正業務等の負担軽減、

ひいては事故の防止を図りたいと考えております。 

 

 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年 1111月月））【【不不備備ななしし】】  

 市によれば、令和３年 10月に委託業者が行った本件市有地の現地調査では不

法投棄なしと報告されていたとのことですが、本件申立てを受けて令和４年 10

月に改めて現地調査を行い、所有者・行為者が不明の不法投棄物を確認し、この

際、設置済みの単管パイプ以外に単管パイプ 10本が残置されていることも確認

したとのことです。 

市は、設置済みの単管パイプについては、本件市有地が基本的に立入りを禁じ

ている区域であり、隣接地への悪影響もないと考えることから、撤去の必要性は

低いと判断しているとのことですが、残置されていた単管パイプ 10本について

は、本件申立てを通じ、申立人が撤去を望んでいることが判明したため、不法投

棄物と合わせて、すべて撤去したと説明しています。 

オンブズマンは、市が本件申立てを契機に申立人の申出に迅速に対応した点

を評価します。また、このことは市には申立人の申出に真摯に対応する姿勢があ

ったことを示すものと理解します。 

しかし、令和４年４月のやり取りについて、申立人は管財課に本件市有地にあ

((22))  市市有有地地ににああるる廃廃材材のの撤撤去去（財政局）  

 令和３年９月、私の自宅裏の市有地に散在している鉄の単管パイプ等で遊んだ近

所の子どもたちに、自宅の外壁を傷つけられた。このことについて、令和４年４月、

担当課に伝え、市有地にある単管パイプ等の撤去を依頼したが、未だ何の動向も見

られない。被害額も大きく、再発の可能性もあることから、市に対し真摯な対応を求

める。 

る単管パイプや木材類の撤去を依頼したと主張される一方、市は管財課の職員

の聴取に加え記録等も確認したが、申立人と管財課がやり取りした事実は確認

できなかったと述べています。 

その場にいなかったオンブズマンとしては、どちらが正しいか判断すること

はできません。ただ、この一件を除けば、これまでの市と申立人とのやり取りは

スムーズに行われてきたものと思われ、また市も本件市有地の管理を、誠意を持

って適正に行ってきたことに間違いはないものと考えます。 

市には今後も、本件市有地の隣接地に居住する申立人との信頼関係を大切に、

本件市有地の管理を行っていただきたいとオンブズマンは思います。 

 

 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年 1122月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

 市によると、納税相談の際に必ず減免の可否を確認する必要はないとの見解

を示しています。しかし、減免になる可能性が高い場合には納税課から市民税課

に引き継ぐこととしているとのことであり、申立人については換価の猶予等の

猶予制度を活用することにより、納付が可能であるものと判断し、減免制度の説

明をすべき案件とは捉えなかったことから、減免制度の説明をせず、市民税課へ

の引継ぎも行わなかったとのことです。 

納税相談を受ける中で様々な納付困難な生活状況を聞き取り、減免該当の有

無を推し量りつつ、まず納税の道を探ることを主眼とするという取扱いは、徴税

の公平性からみても合理的なものであるとオンブズマンは思います。しかしそ

のためには当然ながら、十分に納税者の事情を聞き取る必要があります。市には

今後も納税者の相談に対する適切な対応をお願いします。 

書類の不足についての連絡が遅かったことについて、市は、７月中旬に申立人

から減免申請を受理したので、翌日から預貯金調査を開始し８月中旬までに得

((33))  市市・・道道民民税税のの減減免免申申請請のの却却下下（財政局）  

 私は、病気のため仕事を退職し、失業保険を受けながら、職業訓練の学校に通って

いるため、市道民税の納付が困難であることについて市税事務所に相談した。しか

し、市税事務所では減免についての話はされず、分割納付するよう言われた。後日、

区役所で減免についての話を聞いたが、なぜ最初から減免の話をしてくれなかった

のか。また、減免申請をした後も、書類の不足についての連絡が遅かったり、減免申

請中なのに督促状が来たり、減免申請が却下されたことについて説明を求めても、

窓口の対応が悪かった。 
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本件市有地の管理を行っていただきたいとオンブズマンは思います。 

 

 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年 1122月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

 市によると、納税相談の際に必ず減免の可否を確認する必要はないとの見解

を示しています。しかし、減免になる可能性が高い場合には納税課から市民税課

に引き継ぐこととしているとのことであり、申立人については換価の猶予等の

猶予制度を活用することにより、納付が可能であるものと判断し、減免制度の説

明をすべき案件とは捉えなかったことから、減免制度の説明をせず、市民税課へ

の引継ぎも行わなかったとのことです。 

納税相談を受ける中で様々な納付困難な生活状況を聞き取り、減免該当の有

無を推し量りつつ、まず納税の道を探ることを主眼とするという取扱いは、徴税

の公平性からみても合理的なものであるとオンブズマンは思います。しかしそ

のためには当然ながら、十分に納税者の事情を聞き取る必要があります。市には

今後も納税者の相談に対する適切な対応をお願いします。 

書類の不足についての連絡が遅かったことについて、市は、７月中旬に申立人

から減免申請を受理したので、翌日から預貯金調査を開始し８月中旬までに得

((33))  市市・・道道民民税税のの減減免免申申請請のの却却下下（財政局）  

 私は、病気のため仕事を退職し、失業保険を受けながら、職業訓練の学校に通って

いるため、市道民税の納付が困難であることについて市税事務所に相談した。しか

し、市税事務所では減免についての話はされず、分割納付するよう言われた。後日、

区役所で減免についての話を聞いたが、なぜ最初から減免の話をしてくれなかった

のか。また、減免申請をした後も、書類の不足についての連絡が遅かったり、減免申

請中なのに督促状が来たり、減免申請が却下されたことについて説明を求めても、

窓口の対応が悪かった。 
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た回答のうち、１か所の金融機関の回答に確認できない内容があることが分か

ったため、申立人に連絡したということです。 

オンブズマンは、申立人への連絡までに要した時間についての市の説明には

問題がないと考えます。しかし、時間が経ってから連絡が来たことで、申立人が、

市の事務処理が滞っていたのではないかと思われたことも、オンブズマンには

理解できます。市にはそのような誤解が生まれないよう、例えば、預金調査に時

間がかかることなどの説明をして、申立人が不信感を覚えないような説明をし

ていただきたかったとオンブズマンは思います。 

減免申請中に督促状が届いたことについて、市は、減免申請中であっても未納

であることに変わりはなく延滞金が加算されることから、これらの督促状等の

送付によって、早期の納付を促しているとのことです。申立人は、「減免申請中

は、役所内で情報が共有されており、督促状のような請求は行われない。」と理

解していました。市は今後、市民税課において減免申請を受けた場合、市民税課

から納税課に減免申請の写しを提供して情報共有を行う取扱いに変更するとの

ことですので、こうした情報共有が市民にとって利便性のある改善につながる

ものとオンブズマンは評価します。 

減免申請却下後の窓口の対応について、申立てによれば、直接行って話したい

と市民税課に伝えたにも関わらず、納税課の窓口を案内されたとのことです。こ

の対応について、市は、通常、減免申請が却下になった場合は、納税課に案内し、

納税相談に対応してもらっていることから、市民税課ではなく納税課を案内し

たものであると回答しています。 

この時に申立人が市税事務所を訪問した目的は、申請が却下された理由を聞

くためであり、たとえ却下された後に納税相談が必要であるとしても、その理解

を申立人から得ないまま、市民税課が納税課の窓口を案内したのは不適切だっ

たとオンブズマンは考えます。なぜなら、このような対応により申立人が、却下

の理由に納得していないのに、十分な説明をしてもらえないまま、とにかく支払

うよう命じられたと感じられたのではないかと思うからです。 

租税に関する基準や手続は複雑であり、当然ながら公平公正に法に則り行わ

れなければならないことを納税者に理解してもらえるよう、市は慎重に業務に

取り組み、納税者への丁寧な説明を行っていくことをオンブズマンからは強く

お願いします。 
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た回答のうち、１か所の金融機関の回答に確認できない内容があることが分か

ったため、申立人に連絡したということです。 

オンブズマンは、申立人への連絡までに要した時間についての市の説明には

問題がないと考えます。しかし、時間が経ってから連絡が来たことで、申立人が、

市の事務処理が滞っていたのではないかと思われたことも、オンブズマンには

理解できます。市にはそのような誤解が生まれないよう、例えば、預金調査に時

間がかかることなどの説明をして、申立人が不信感を覚えないような説明をし

ていただきたかったとオンブズマンは思います。 

減免申請中に督促状が届いたことについて、市は、減免申請中であっても未納

であることに変わりはなく延滞金が加算されることから、これらの督促状等の

送付によって、早期の納付を促しているとのことです。申立人は、「減免申請中

は、役所内で情報が共有されており、督促状のような請求は行われない。」と理

解していました。市は今後、市民税課において減免申請を受けた場合、市民税課

から納税課に減免申請の写しを提供して情報共有を行う取扱いに変更するとの

ことですので、こうした情報共有が市民にとって利便性のある改善につながる

ものとオンブズマンは評価します。 

減免申請却下後の窓口の対応について、申立てによれば、直接行って話したい

と市民税課に伝えたにも関わらず、納税課の窓口を案内されたとのことです。こ

の対応について、市は、通常、減免申請が却下になった場合は、納税課に案内し、

納税相談に対応してもらっていることから、市民税課ではなく納税課を案内し

たものであると回答しています。 

この時に申立人が市税事務所を訪問した目的は、申請が却下された理由を聞

くためであり、たとえ却下された後に納税相談が必要であるとしても、その理解

を申立人から得ないまま、市民税課が納税課の窓口を案内したのは不適切だっ

たとオンブズマンは考えます。なぜなら、このような対応により申立人が、却下

の理由に納得していないのに、十分な説明をしてもらえないまま、とにかく支払

うよう命じられたと感じられたのではないかと思うからです。 

租税に関する基準や手続は複雑であり、当然ながら公平公正に法に則り行わ

れなければならないことを納税者に理解してもらえるよう、市は慎重に業務に

取り組み、納税者への丁寧な説明を行っていくことをオンブズマンからは強く

お願いします。 

 

市市のの改改善善等等のの状状況況（（令令和和５５年年４４月月フフォォロローーアアッッププ調調査査））  

市民から減免や審査請求の相談を受けた際は、制度や申請の方法、督促状の 

送付や延滞金発生の可能性などについて、より丁寧に説明するよう課内に周知

し実践しています。  

減免の判定に当たっては、添付資料や預貯金調査の結果等の審査を確実に行 

うよう周知し、決裁に当たっても今まで以上に慎重に確認しています。 

毎年、５月に実施している新任職員を対象とした研修や 11月頃に実施してい

る課内研修において、上記の内容について改めて説明し理解を深める予定です。    

税政部において１月に実施している、各市税事務所のベテラン職員を対象と 

した職員研修の場でも本事例を共有し、求めがあれば審査請求書の提供を徹底

することの周知を改めて行いました。 

減免申請書を受理した際は、申請書の写しを納税課に提供して情報を共有す

る取扱いに変更しました。 

 

 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和５５年年３３月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

 市は、申立人に対し適切な回答ができなかったとして、文書において、謝罪と

関係職員に厳重注意を行ったと回答しています。そうすると、入札期間中の市の

対応には不備があったと言わざるを得ないとオンブズマンは判断します。 

 ただ、市の職員の処分については、任命権者の専権事項であると理解されるた

め、軽々にオンブズマンが意見を述べることは差し控えたいと思います。 

((44))  仕仕様様書書違違反反のの納納品品にに対対すするる職職員員のの対対応応（スポーツ局）  

 市が行った電子入札公告で提示された仕様書における素材を見たところ、日本国

内には存在しない材質のものであったため、電子入札実施前に、担当職員にその旨

指摘したが、担当職員から、「市が出した仕様書なので、このとおりにしてください。」

と言われ、弊社は入札に応じることを断念した。 

しかし、落札業者から納品された現物を入手したところ、仕様書の規格とは異な

ることが判明した。担当課に説明を求めるも、ただ謝罪するのみであった。 

仕様書違反行為について、入札業者に課されるような相応の責任を担当職員にも

課すよう求め、書面での回答をお願いしたところ、回答文書が届いたが、とても納得

できるものではなかった。 

弊社が電子入札に応札していれば落札していた可能性があり、何も進展がなけれ

ば、裁判も考えている。今回の一連の担当職員の対応について、調査をお願いする。 
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 また、市は、公開見積合せに参加した他の事業者からの疑義の申出等なく入札

し、納品物についても、市が求める品質が確保されていることから、契約自体は

有効であると述べています。 

 これについて、裁判官と異なるオンブズマンは、入札や契約の法的な有効性に

関する判断を行うための権限を持ち合わせていません。オンブズマン制度は、市

政の監視、市政の改善、開かれた市政、市民の市政に対する理解と信頼の確保、

市民の意向の的確な反映と市政運営への寄与を目的としていますので、自ずと

行政の側に、不備があると指摘することと法律上の過失があると認定すること

とは異なってきます。したがって、オンブズマンは、契約の有効性について判断

することはできません。 

 申立人にとっては、途中から歯切れの悪い判断になっているように読まれる

と思いますが、これは、オンブズマン判断の限界に由来することですので、御容

赦ください。 

 他方で、市にあっては、申立人が本件入札に参加する機会を失う結果に至った

ことを真摯に反省するとともに、発注者たる市は規格等を仕様書により明確に

指示しなければならないことを踏まえ、仕様書の記載内容や事業者からの問合

せ等に際しては、細心の注意を払い対応するようお願いします。 

 

市市のの改改善善等等のの状状況況（（令令和和５５年年４４月月フフォォロローーアアッッププ調調査査））  

今後、ステッカーなどの印刷物を発注する際は、「札幌市印刷物発注ガイドラ

イン」を踏まえ、規格等を仕様書に明記するとともに、事業者によって解釈が異

なることがないよう記載を明確化いたします。 

併せて、仕様書で指定する規格等について、制作上適切な仕様となっているか、

事業者によって規格等の解釈が異なることがないか、専門的知識を有する事業

者複数への確認を徹底いたします。 

また、特殊加工を含む制作物については、必要に応じて、制作前に仕様書で定

める規格等を満たしているかどうかを確認するため、受託者に対して、使用予定

の用紙の種類・規格・厚さが確認できる資料を提出するよう求めることも検討し

てまいります。 

事業者から仕様書に記載していない内容の問い合わせがあった場合は、上司

を含め内部で確認を徹底し、そのうえで回答するなど、事業者への対応は細心の

注意を払うよう課内会議で改めて周知徹底を行いました。 
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関する判断を行うための権限を持ち合わせていません。オンブズマン制度は、市

政の監視、市政の改善、開かれた市政、市民の市政に対する理解と信頼の確保、

市民の意向の的確な反映と市政運営への寄与を目的としていますので、自ずと

行政の側に、不備があると指摘することと法律上の過失があると認定すること

とは異なってきます。したがって、オンブズマンは、契約の有効性について判断

することはできません。 

 申立人にとっては、途中から歯切れの悪い判断になっているように読まれる

と思いますが、これは、オンブズマン判断の限界に由来することですので、御容

赦ください。 

 他方で、市にあっては、申立人が本件入札に参加する機会を失う結果に至った

ことを真摯に反省するとともに、発注者たる市は規格等を仕様書により明確に

指示しなければならないことを踏まえ、仕様書の記載内容や事業者からの問合

せ等に際しては、細心の注意を払い対応するようお願いします。 

 

市市のの改改善善等等のの状状況況（（令令和和５５年年４４月月フフォォロローーアアッッププ調調査査））  

今後、ステッカーなどの印刷物を発注する際は、「札幌市印刷物発注ガイドラ

イン」を踏まえ、規格等を仕様書に明記するとともに、事業者によって解釈が異

なることがないよう記載を明確化いたします。 

併せて、仕様書で指定する規格等について、制作上適切な仕様となっているか、

事業者によって規格等の解釈が異なることがないか、専門的知識を有する事業

者複数への確認を徹底いたします。 

また、特殊加工を含む制作物については、必要に応じて、制作前に仕様書で定

める規格等を満たしているかどうかを確認するため、受託者に対して、使用予定

の用紙の種類・規格・厚さが確認できる資料を提出するよう求めることも検討し

てまいります。 

事業者から仕様書に記載していない内容の問い合わせがあった場合は、上司

を含め内部で確認を徹底し、そのうえで回答するなど、事業者への対応は細心の

注意を払うよう課内会議で改めて周知徹底を行いました。 

５５  そそのの他他のの分分野野 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年６６月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

申立人は、駅職員から「乗継乗車券は現金でしか買えない。」と言われたと主

張しており、このような案内がされたとすれば、申立人の所持する手帳が「券売

機でのバス乗継乗車券の購入ができない手帳」であるという認識が駅職員にあ

った場合ではないかとオンブズマンは思います。 

市の回答では、申立人の苦情の原因となった当日の券売機での操作記録と駅

職員の勤務状況を調べる中で、申立人から特定された日及び時間帯のみならず、

その前後の日にちにも拡大して調査を行い、申立人に対応したと思われる駅職

員をある程度特定したと述べております。しかし、障がい者手帳をお持ちの方へ

の対応自体はそれほど珍しいことではなく、本件申立てのような事例において、

現金でしか乗継乗車券を購入できないと誤認している者はいないということで

した。 

その上で市は、本件がお客様に誤った案内を行ったことと同様の結果を招い

てしまったものと捉えており、申立人に対応した可能性のある駅職員に対して

は、苦情が寄せられた対応が自分たちにあったことをしっかり認識して、今後最

善の案内を行うよう指示し周知を図ったことや、手帳の確認や購入者の希望に

沿った案内と対応をして再発防止に努めることとしたと回答しています。 

本件申立てを通じて、障がい者に対する交通費助成の制度が障がいをお持ち

の方の外出の機会や社会参加の促進に寄与すること、そして、それを支える職務

の大切さをオンブズマンとしても改めて感じました。本件申立てを契機として、

説明や案内に間違いのないことはもちろんですが、一層寄り添った対応を行っ

ていくことを市には期待します。 

 

((11))  地地下下鉄鉄駅駅職職員員のの対対応応（交通局）  

 私は、サピカを使用して地下鉄やバスを利用しており、障がい者割引の適用を受

けている。ある駅から地下鉄に乗車し、途中下車してバスに乗り換えて帰宅する際、

サピカを使用して当該駅から自宅の最寄りのバス停までの乗継乗車券を購入するた

め、駅職員を券売機まで呼んだところ、その駅職員は「サピカでは購入できない。現

金で購入してください。」と言い、サピカを使用して乗継乗車券を購入することがで

きなかった。 

普段利用する自宅近くの駅では、サピカを使用して自宅の最寄りのバス停まで乗

継乗車券を購入できたのに、当該駅で購入できなかったのは納得できない。  
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年８８月月））【【不不備備ななしし】】  

 市の説明では、マイナンバー制度の導入に伴い、マイナンバーカードの発行が

開始されたため、平成 27 年 12 月末をもって住基カードの制度が廃止されたの

で、住基カードの新規発行・再発行・更新の手続はできないとのことです。オン

ブズマンは、有効期限についての申立人の主張は十分理解できますが、マイナン

バー制度やマイナンバーカードの発行は国の決定によるものであり、市が住基

カードの新規発行・再発行・更新の手続ができないとすれば、その事実はやむを

得ない現実として受け入れるしかなく、住基カードが再発行される見込みのな

い以上、マイナンバーカードの発行を申請する以外に選択肢はないと思います。 

 また、申立人は市役所の住民情報課が住基カードのコピー等をくれないのは

おかしいと主張されますが、市は、住基カードは本人が保有しているものしかな

いと述べており、市が申立人の住基カードのコピーを出せないとしてもやむを

得ないものと思います。住基カード自体が証明書となり得るものであり、それと

同様の証明書も存在していないことから、市がそれに代わる何らかの証明書を

出すことはできないという市の説明に問題はないと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((22))  住住基基カカーードドのの再再発発行行等等にに関関すするる説説明明（デジタル戦略推進局、区市民部）  

 私は、住居の賃貸借契約のために身分証明書が必要なのだが、身分証明書として

使用していた住基カードを紛失してしまった。そこで、区役所の戸籍住民課に行っ

て住基カードの再発行を依頼したが、再発行を断られた。また、市役所の住民情報課

にも行って、住基カードのコピー等の証明書をもらいたいと依頼したが、もらえな

かった。住基カードの有効期限はまだ先なので、再発行等をしてもらえないことに

納得がいかない。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年８８月月））【【不不備備ななしし】】  

 市の説明では、マイナンバー制度の導入に伴い、マイナンバーカードの発行が
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((22))  住住基基カカーードドのの再再発発行行等等にに関関すするる説説明明（デジタル戦略推進局、区市民部）  

 私は、住居の賃貸借契約のために身分証明書が必要なのだが、身分証明書として

使用していた住基カードを紛失してしまった。そこで、区役所の戸籍住民課に行っ

て住基カードの再発行を依頼したが、再発行を断られた。また、市役所の住民情報課

にも行って、住基カードのコピー等の証明書をもらいたいと依頼したが、もらえな

かった。住基カードの有効期限はまだ先なので、再発行等をしてもらえないことに

納得がいかない。 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年９９月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

 搬送・不搬送の判断については、消防局及び救急隊の職業的な知見に基づくも

のであり、そうした知見まで持たないオンブズマンが、搬送要請当日の一つ一つ

の発言内容や具体的な状況について、双方の発言内容を比較検討するだけで判

断を行うのは相応しくなく、事態等の詳細について正確に事実認定をすること

はできません。その一方で、双方の発言内容や調査における説明内容を比較し、

そこに経験則も加味して、本件救急隊員の、申立人らの要望に対する理解の仕方

が妥当なものだったと言えるかについて、事実経過のあらすじを推論・推認しつ

つ、全体としての対応の仕方等の適切さの状況を判断することは可能であると

考えます。 

市によると、救急隊員は、救急搬送することと検査や入院が行われることが申

立人らのワンセットの希望であると理解し、この要請に対し検査等は医師が判

断することであるため約束はできないと回答した際の通報者の様子などや、日

曜日夜間の当番病院の状況を考慮すると、希望に沿えなかった場合には、病院と

のトラブルや救急隊への苦情に発展することを懸念したとのことです。また、最

終的には申立人自ら救急搬送依頼を取り下げたと回答しています。 

 しかし、日曜日夜間の時間帯で、友人も自宅に帰らないとならなくなることも

想定できる状況において、申立人の身体状況を考慮すると、救急隊員は、万一容

体が急変した時に、他に選択肢のない申立人において、自分で再度救急搬送の手

配ができるのかと疑問を持つことが必要であったのではないかと考えます。そ

うであれば、仮に申立人らが検査や入院にこだわっていたのだとしても、申立人

が自ら医師の診断を辞退し救急搬送依頼を取り下げることに疑問を持たなかっ

((33))  救救急急隊隊員員のの対対応応（消防局）  

 私は、自宅で体調が悪くなったため、その場にいた友人が救急車を呼んだ。救急隊

員１人が来て、血圧や酸素濃度の測定などをしたが、薬が効いていたのかその場で

は数値に異常はなく、隊員に「この状態で搬送しても、することなく帰される。」と

言われた。私たちはこれまでの症状を伝えて、病院に搬送して血液検査だけでもし

てもらえたらとお願いしたが、「病院では検査するかどうかも分からない。」などと

病院への搬送を諦めるように誘導するような言動を繰り返し、結局、その日は救急

搬送されなかった。しかし、その２日後に自宅近くのクリニックで検査を受けたと

ころ、総合病院に救急搬送され、そのまま入院となった。搬送する病院を探すことも

せず、救急隊員個人の判断で不搬送を決めたことは極めて危険な行為である。この

ことについて、所轄の消防署に苦情を申し入れたが、事実とは異なる回答をするな

ど不誠実な対応をされた。 
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たことには問題があり、まずは申立人を病院に救急搬送して医師の診断を受け 

させる、もし検査や入院ができなかったとしてもそれはそれから考えるという

順序で、当日の事態を進めていくことが必要であったと考えられ、本件救急隊員

の対応には不備があったとオンブズマンは判断します。 

 

 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年 1100月月））【【不不備備ななしし】】  

 危機管理局によると、内閣府からの通知において、災害対策基本法第 64条第

1項に基づいて、雪下ろしのために空き家等に立ち入ることが可能とされている

が、これは「災害が発生し又はまさに発生しようとしている場合であり、かつ、

応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるとき」とされ、また、「危険

を防ぐための緊急避難措置として必要な場合に行われるものであることに注意

すること」とのただし書きが付されているとのことです。 

災害対策基本法の適用対象となる「災害」とは、国土及び国民の生命、身体又

は財産に相当程度の被害が生ずるような場合を想定しているもので、そうであ

るならば、危険な落雪についてお困りである申立人のお気持ちは理解できます

が、オンブズマンとしても、本件は内閣府からの通知が想定する事象には当たら

ず、当事者同士で解決すべき問題であり、危機管理課の対応に問題はなかったと

考えます。 

次に、土木センターによると、申立人からの電話を受け、現地確認を行ったと

ころ、道路への落氷雪の恐れは確認できず、申立人宅に隣接する西側隣家からの

落氷雪の恐れであることが判明し、現地にて申立人に、これ以上の対応はできな

い旨説明したということです。オンブズマンとしても、道路への落氷雪の恐れが

なく、民地への落雪の問題であれば、当事者同士で解決すべき問題であると考え

((44))  自自宅宅裏裏のの空空きき家家のの落落雪雪（危機管理局、都市局、区土木部）  

 私は、自宅裏の空き家の屋根から雪が自宅敷地内に落ちて壁にぶつかり危険を感

じている。内閣府の通知によれば、空き家の持ち主が分からなければ、市長の判断で

雪下ろしのために空き家に立ち入ることが可能であることを知り、危機管理局に相

談したが、何ら具体的な話もなく、土木センターに聞いてみるよう言われた。そこ

で、土木センターに電話をし、後日職員が来たが、敷地の外側から雪の様子を見た

後、市と協議してから連絡すると言われたが、いまだ連絡は来ていない。都市局にも

相談したが、空き家の持ち主を調査するのに１週間から１か月かかると言われたが、

いまだ連絡はない。除雪中に落雪に巻き込まれるなどしたら、人命に関わる問題で

ある。危機管理対策として市はどのような対応ができるのか。 
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たことには問題があり、まずは申立人を病院に救急搬送して医師の診断を受け 

させる、もし検査や入院ができなかったとしてもそれはそれから考えるという

順序で、当日の事態を進めていくことが必要であったと考えられ、本件救急隊員

の対応には不備があったとオンブズマンは判断します。 

 

 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年 1100月月））【【不不備備ななしし】】  

 危機管理局によると、内閣府からの通知において、災害対策基本法第 64条第

1項に基づいて、雪下ろしのために空き家等に立ち入ることが可能とされている

が、これは「災害が発生し又はまさに発生しようとしている場合であり、かつ、

応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるとき」とされ、また、「危険

を防ぐための緊急避難措置として必要な場合に行われるものであることに注意

すること」とのただし書きが付されているとのことです。 

災害対策基本法の適用対象となる「災害」とは、国土及び国民の生命、身体又

は財産に相当程度の被害が生ずるような場合を想定しているもので、そうであ

るならば、危険な落雪についてお困りである申立人のお気持ちは理解できます

が、オンブズマンとしても、本件は内閣府からの通知が想定する事象には当たら

ず、当事者同士で解決すべき問題であり、危機管理課の対応に問題はなかったと

考えます。 

次に、土木センターによると、申立人からの電話を受け、現地確認を行ったと

ころ、道路への落氷雪の恐れは確認できず、申立人宅に隣接する西側隣家からの

落氷雪の恐れであることが判明し、現地にて申立人に、これ以上の対応はできな

い旨説明したということです。オンブズマンとしても、道路への落氷雪の恐れが

なく、民地への落雪の問題であれば、当事者同士で解決すべき問題であると考え

((44))  自自宅宅裏裏のの空空きき家家のの落落雪雪（危機管理局、都市局、区土木部）  

 私は、自宅裏の空き家の屋根から雪が自宅敷地内に落ちて壁にぶつかり危険を感

じている。内閣府の通知によれば、空き家の持ち主が分からなければ、市長の判断で

雪下ろしのために空き家に立ち入ることが可能であることを知り、危機管理局に相

談したが、何ら具体的な話もなく、土木センターに聞いてみるよう言われた。そこ

で、土木センターに電話をし、後日職員が来たが、敷地の外側から雪の様子を見た

後、市と協議してから連絡すると言われたが、いまだ連絡は来ていない。都市局にも

相談したが、空き家の持ち主を調査するのに１週間から１か月かかると言われたが、

いまだ連絡はない。除雪中に落雪に巻き込まれるなどしたら、人命に関わる問題で

ある。危機管理対策として市はどのような対応ができるのか。 

ますので、土木センターの対応はやむを得ないと思います。 

次に、都市局によると、申立人の申出を受け、当該空き家の危険性や使用実態

などを確認するため、現地調査を実施し、調査により所有者を把握し、所有者宛

てに手紙を発送しているが、連絡はまだ取れていないとのことです。市は適切な

空き家管理について啓発を行うも管理の責任は所有者にあることから、オンブ

ズマンとしては一連の市の対応に問題はないと考えます。 

なお、申立人は、調査結果の連絡がないことについて苦情を述べておられます。

これに対し、市は、申立人に係る対応について、どのような場合に報告を行うか

は、所有者と連絡が取れた場合に申立人に報告するとの認識であり、市と申立人

との間で行き違いが生じてしまったものと考えられると回答しています。 

苦情を訴えている市民からすると、その後どうなったのか調査結果の連絡を

待つ気持ちが強いことは容易に想像することができます。市においては、市民と

のやり取りの際には、今後の流れについても誤解のないように丁寧に説明して

いただくようお願いしたいと思います。 

 

 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年 1111月月））【【不不備備ななしし】】  

 利用者と運送事業者の間の運送契約に関する権利義務は、一般財団法人札幌

市交通事業振興公社路面電車旅客営業規則（以下「約款」という。）に定められ

ています。約款第 18条には、事業上の必要その他特別な理由があると認める者

に対する旅客運賃の割引又は無賃を認めていますので、これが無料デーの実施

の法的根拠に当たると考えられます。 

 また、路面電車の利用に伴う旅客運賃の支払については、約款第 13条は電車

が運行を中止した場合の取扱いとして、災害その他やむを得ない事由により電

((55))  「「路路面面電電車車無無料料デデーー」」にに伴伴うう定定期期券券利利用用者者へへのの配配慮慮  

（まちづくり政策局、交通局） 

 私は長年３か月定期券を購入して路面電車を利用している。令和４年６月から「路

面電車無料デー」が設けられたが、定期券利用者に日割りでの払戻しが行われない

ことに納得がいかない。無料デーの周知ポスターには、定期券の日割り返金は行わ

ない旨が書かれているが、その法的根拠は書かれていない。日割り返金を行わない

ことは、財産権の侵害に当たらないのか。日割り返金が無理なら、定期券の有効期限

を延長して欲しい。また、このことについて、市のホームページから意見を送付した

が、いまだに回答が来ない。 



− 54 − − 55 −

車が運行を中止した場合の旅客運賃の払戻しを定めています。また、定期券につ

いては約款第 36条で定期券が不要になった場合の払戻しを定めています。無料

デーの事業では、運行自体は通常どおり行われていますので、災害その他やむを

得ない事由による電車の運行中止には該当しません。また、無料デーを実施した

ことで定期券が不要になったとも言えません。 

したがって、日割り返金など払戻しの根拠を約款に見出すことができない以

上、無料デーの実施を理由にした日割り返金を求めたり、定期券の有効期限の延

長を求めることは困難であるようにオンブズマンは思います。 

無料デーの実施に当たり定期券利用者の心情に配慮する観点から、定期券利

用者の多くが平日に利用することから実施日を平日にしなかったこと、割引の

メリットが損なわれないよう実施回数を月４回又は５回までとしたこと、利用

回数の少ない定期券利用者が選択できるよう概ね１か月前には告知をするよう

にした市及び公社の対応は、定期券利用者に配慮を尽くしているものとオンブ

ズマンは判断します。 

申立人の意見に対する市の回答がなかったことについて、市は、内容の的確な

把握、迅速な事務処理、適正かつ誠実な対応を行うべく、関係部署に供覧し、公

社と情報交換したと述べています。申立人は無料デーの企画自体は素晴らしい

と述べる一方で、定期券の有効期限の延長という法的内容への疑義やサービス

内容等の変更を求めています。 

これは約款や制度全般の変更に関係するため、直ちに具体的な対応を行うこ

とは困難であると考えられることから、申立人から寄せられた意見を今後の事

務事業の改善等に活用すべく判断し、上述の対応をしたものとオンブズマンは

理解しました。 

ただし、無料デーの実施に当たっては、市及び公社は様々な検討を行い、説明

と配慮を尽くしているのですから、申立人の申立てに対しても丁寧な回答を行

うこともできたのではないかともオンブズマンは思います。 
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車が運行を中止した場合の旅客運賃の払戻しを定めています。また、定期券につ
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上、無料デーの実施を理由にした日割り返金を求めたり、定期券の有効期限の延

長を求めることは困難であるようにオンブズマンは思います。 

無料デーの実施に当たり定期券利用者の心情に配慮する観点から、定期券利

用者の多くが平日に利用することから実施日を平日にしなかったこと、割引の

メリットが損なわれないよう実施回数を月４回又は５回までとしたこと、利用

回数の少ない定期券利用者が選択できるよう概ね１か月前には告知をするよう

にした市及び公社の対応は、定期券利用者に配慮を尽くしているものとオンブ

ズマンは判断します。 

申立人の意見に対する市の回答がなかったことについて、市は、内容の的確な

把握、迅速な事務処理、適正かつ誠実な対応を行うべく、関係部署に供覧し、公

社と情報交換したと述べています。申立人は無料デーの企画自体は素晴らしい

と述べる一方で、定期券の有効期限の延長という法的内容への疑義やサービス

内容等の変更を求めています。 

これは約款や制度全般の変更に関係するため、直ちに具体的な対応を行うこ

とは困難であると考えられることから、申立人から寄せられた意見を今後の事

務事業の改善等に活用すべく判断し、上述の対応をしたものとオンブズマンは

理解しました。 

ただし、無料デーの実施に当たっては、市及び公社は様々な検討を行い、説明

と配慮を尽くしているのですから、申立人の申立てに対しても丁寧な回答を行
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年 1111月月））【【不不備備ななしし】】  

 市によると、住所は客観的居住の事実を基礎に認定しており、ネットカフェを

住所とするには、長期の利用契約の締結、長期にわたる滞在意思の明確さに加え

て、店舗の管理者が住民基本台帳に記録されることに同意しているような場合

に、生活の本拠たる住所と認定すると回答しています。 

 また、市は、住民記録係に現在在職している職員 20名全員を調査したところ、

当時申立人の対応を行った可能性のある職員は３名いたものの、転入届を受理

しておらず、書面が残されていないため、職員の特定に至らなかったが、一般的

な業務手順であるため、上記のような事実確認等について説明を行ったと考え

られる、と回答しています。そして、市は、本件でネットカフェを住所とする転

入届を認めなかったのは、上記のような事実確認ができなかったためであろう

と説明しています。 

 本件は昨年 11月の出来事であること、転入届等の記録が残されていないこと、

市が一般的な業務手順として上記のような事実確認を行っていると回答してい

ること、市は住民記録係職員全員を対象に調査を実施して本件苦情申立てに対

する回答を作成しているなどの調査への対応状況に照らすと、事実確認に際し

て不備をうかがわせるような証拠の存在しない本件において、オンブズマンは

これ以上の事実認定をすることはできません。 

 市は、ネットカフェを住所とすることについて、申立人に対し各種の説明が十

分には伝わっていなかったとすると、職員の説明が不十分であった可能性があ

るということを否定してはいません。申立人が不快な思いをされるに至ったこ

とに対して、市は謝罪をしていますので、申立人にも御理解をお願いしたいと思

います。 

 他方、市から参考として提出された新聞記事の中には、一見するとネットカフ

ェを住所とすることが容易になったかのようにも読めなくもないものもありま

した。本件は様々な出来事が原因となって、本件苦情申立てに至ったようにも思

います。市には、引き続き丁寧な説明を行うことに努めるようお願いします。 

((66))  転転入入届届のの受受付付のの拒拒否否（区市民部）  

 私は、札幌に転居するに当たり、市内のネットカフェに住所を移したいと考え、市

役所に問い合わせたところ、ネットカフェの店長等が承諾すれば可能であると言わ

れた。しかし、転入手続のために区役所に行ったところ、ネットカフェを新しい住所

にすることは認められないとして、説明もないまま転入届の受付を拒否された。そ

のため、一時市の紹介する施設を利用せざるを得なくなり、精神的苦痛を被った。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年 1122月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

オンブズマンは、退去届の様式を確認しましたが、退去をしようとする入居者

本人（名義人）及び代理人の氏名を記載する欄に押印欄があり、代理人が退去届

を提出する場合、退去者本人及び代理人ともに押印することが必要であるとの

印象を受けます。また、退去届の最下段には、「代理人が記入する場合は、裏面

もあわせて記入してください。」と明記されており、その裏面には、相続人以外

が退去届を記入する場合の「同意書」となっていて、当該同意書にも代理人の押

印欄が設けられています。 

市としては、退去届を提出した入居者が市営住宅から適切に退去してもらう

ために、特に相続人以外の代理人が退去手続を行う場合には、同意書にも記名押

印させているのではないかと考えます。しかし、本件の場合、代理人が成年後見

人であり、入居者が判断能力の不十分な方々を保護・支援する成年後見制度を利

用していることを踏まえると、入居者本人に押印を求めるのは現実的ではない

と思います。 

この点について、市の回答によれば、市に直接代理人から問合せがあった場合

には、名義人（入居者本人）の押印は不要であること及び成年後見人であること

が分かる書類の提出が必要であることを説明しているとのことです。つまり、市

としては、成年後見制度の趣旨を踏まえた対応を行っていますが、他方で、市か

ら住宅管理公社に対し、そうした対応をするよう具体的な指示や文書等による

周知は行っていなかったとのことです。オンブズマンとしては、この点について

市と公社との連携が十分に取れていなかったと考えます。 

本件苦情申立てを受け、市は、代理人が申請する場合の押印の取扱いなど、退

去届の事務に係る注意事項について、公社及び指定管理者に対し周知徹底をす

るとともに、マニュアルについても、公社に対し見直しを指示するとしています。

オンブズマンとしても、再発防止に向け、ぜひ迅速に対応していただきたいと思

います。 

((77))  市市営営住住宅宅退退去去届届へへのの押押印印（都市局）  

 私は、市営住宅に居住されている方の成年後見人を務める司法書士である。この

方が施設入所することになったため、私が成年後見人として市営住宅の退去手続を

行うこととなったが、退去届について、代理人のほか、退去者本人の押印も必要だと

言われた。私は、家庭裁判所から本人に代わって市営住宅からの退去手続を行うこ

とを許可されている。退去届に代理人がその氏名を自書する場合においては、本人

の押印を不要とする取扱いに変更願いたい。 
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オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和４４年年 1122月月））【【趣趣旨旨沿沿いい】】  

オンブズマンは、退去届の様式を確認しましたが、退去をしようとする入居者

本人（名義人）及び代理人の氏名を記載する欄に押印欄があり、代理人が退去届

を提出する場合、退去者本人及び代理人ともに押印することが必要であるとの

印象を受けます。また、退去届の最下段には、「代理人が記入する場合は、裏面

もあわせて記入してください。」と明記されており、その裏面には、相続人以外

が退去届を記入する場合の「同意書」となっていて、当該同意書にも代理人の押

印欄が設けられています。 

市としては、退去届を提出した入居者が市営住宅から適切に退去してもらう

ために、特に相続人以外の代理人が退去手続を行う場合には、同意書にも記名押

印させているのではないかと考えます。しかし、本件の場合、代理人が成年後見

人であり、入居者が判断能力の不十分な方々を保護・支援する成年後見制度を利

用していることを踏まえると、入居者本人に押印を求めるのは現実的ではない

と思います。 

この点について、市の回答によれば、市に直接代理人から問合せがあった場合

には、名義人（入居者本人）の押印は不要であること及び成年後見人であること

が分かる書類の提出が必要であることを説明しているとのことです。つまり、市

としては、成年後見制度の趣旨を踏まえた対応を行っていますが、他方で、市か

ら住宅管理公社に対し、そうした対応をするよう具体的な指示や文書等による

周知は行っていなかったとのことです。オンブズマンとしては、この点について

市と公社との連携が十分に取れていなかったと考えます。 

本件苦情申立てを受け、市は、代理人が申請する場合の押印の取扱いなど、退

去届の事務に係る注意事項について、公社及び指定管理者に対し周知徹底をす

るとともに、マニュアルについても、公社に対し見直しを指示するとしています。

オンブズマンとしても、再発防止に向け、ぜひ迅速に対応していただきたいと思

います。 

((77))  市市営営住住宅宅退退去去届届へへのの押押印印（都市局）  
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言われた。私は、家庭裁判所から本人に代わって市営住宅からの退去手続を行うこ

とを許可されている。退去届に代理人がその氏名を自書する場合においては、本人

の押印を不要とする取扱いに変更願いたい。 

市市のの改改善善等等のの状状況況（（令令和和５５年年４４月月フフォォロローーアアッッププ調調査査））  

公社に対し、「成年後見人が代理人となって退去届を提出する際、入居者名義

人欄の押印は不要とし、代理人欄のみの押印で足りる。ただし、成年後見人であ

ることがわかる審判書等の写しを提出させる。」という内容の指示書を送付し、

公社内部で情報共有するよう求めました。 

また、公社で使用しているマニュアルを見直すよう指示いたしました。公社が

行っている管理人研修の中で、上記の取り扱いを管理人に周知するとともに、市

営住宅の管理を行う指定管理者に対しても上記の内容を周知いたしました。 

 

 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和５５年年３３月月））【【不不備備ななしし】】  

法令によると、消費者センターは、消費者が自主的かつ合理的に行動するこ

とができるよう消費者の自立を支援することを役割としていますので、消費生

活に関する相談は、解決に向けた助言のほか、自主交渉が難しい場合等のあっ

せんの業務も行うものと、位置付けることができると思います。 
市によれば、消費者からの相談内容は定められた様式に沿って記録されてい

ること、市はその内容を確認した上で回答していることがうかがわれるので、

市の回答の内容に疑問や矛盾等がない限り、事実関係については市の回答を前

提とせざるを得ません。 
そして、消費生活相談の役割が消費者の自立を支援するもので、解決に向け

た助言を行うとの位置付けにあることに照らすと、まず申立人自身による事業

者との自主交渉による解決に向けた助言を行うことが求められていると解さ

れます。 
よって、オンブズマンは、相談員の対応に不備となるような点は見当たらな

いと判断します。 

((88))  消消費費者者セセンンタターーのの対対応応（市民文化局）  

 私は、インターネットで申し込んだキャンペーンで当たった景品が届かないとい

うトラブルについて、札幌市消費者センター（以下「消費者センター」という。）に

相談した。 

しかし、対応した職員は「そのようなキャンペーンは行っていない。」、「いたずら

である。」との企業の見解を鵜呑みにし、調査を終了されたため、納得がいかない。 

消費者の立場であるべき消費者センターの職員が企業の言いなりなことはおかし

い。 
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苦情申立ての趣旨を読むと、申立人は消費者センターが事業者との間に入っ

て問題解決に向けたあっせん的な関与を行うことを期待していたようにも感

じられましたので、この点について、オンブズマンの判断を述べます。 
前記に述べた消費者センターの役割に照らすと、消費者センターは、できる

だけ自主的な解決が図られるよう助言を行い、あっせんは限定的に適用してい

るのではないかと思われます。 
すなわち、申立人自身が自主交渉を繰り返そうとしても問題の解決が一向に

進まない、その一方事業者に悪質な面が見られる、法律の解釈に争いがある、

相談者が同一問題で多数相談に来ているなどの場合は、強制力はないが後見的

関与も求められているとして、あっせんの手法を用いて、消費者と事業者との

間に入り、話合いの仲介を行って解決を目指すことになると考えられます。 

 

 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和５５年年４４月月））【【不不備備ななしし】】  

市は、路面電車への IC カード導入時に、乗車情報を記録して降車時に料金

を支払う２リーダー方式採用を検討したものの、路面電車の車両の受電容量が

少なく機器設置が困難なこと、均一料金であることから、降車時に料金を支払

うためのカードリーダーのみを設置する１リーダー方式を採用したと説明し

ています。 

そして、乗車時に改札できない１リーダー方式の採用を踏まえ、路面電車の

乗り降りともに停留場の情報は IC カードに記録せず、乗継ぎが成立する駅及

び停留場を利用したものとみなして、乗継割引を適用していると述べています。 

ただし、ICカード導入時、降車停留場の情報を ICカードに記録することは

技術的には可能であったが、１リーダー方式を採用したため、地下鉄から路面

電車に乗り継ぐ場合に電車に乗った停留場の情報を記録できないことを考慮

((99))  路路面面電電車車とと地地下下鉄鉄のの乗乗継継割割引引（交通局）  

 路面電車と地下鉄の乗継指定駅と停留所の対応関係についてだが、IC カードを利

用して乗車したところ、西線６条の停留所で路面電車を降りた後、西 18丁目駅から

地下鉄に乗車したにもかかわらず（相互は乗継指定の対象外）、乗継割引が適用され

た。これは、運賃箱の仕様上の問題ということだが、利用者向けに周知している乗継

割引の内容と運用の実態が乖離しており、利用者の利便性を向上させる妨げになっ

ている可能性があると考えるので、乖離している状況の改善を求めて苦情を申し立

てる。 
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関与も求められているとして、あっせんの手法を用いて、消費者と事業者との

間に入り、話合いの仲介を行って解決を目指すことになると考えられます。 

 

 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（調調査査結結果果通通知知：：令令和和５５年年４４月月））【【不不備備ななしし】】  
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を支払う２リーダー方式採用を検討したものの、路面電車の車両の受電容量が

少なく機器設置が困難なこと、均一料金であることから、降車時に料金を支払

うためのカードリーダーのみを設置する１リーダー方式を採用したと説明し

ています。 

そして、乗車時に改札できない１リーダー方式の採用を踏まえ、路面電車の

乗り降りともに停留場の情報は IC カードに記録せず、乗継ぎが成立する駅及

び停留場を利用したものとみなして、乗継割引を適用していると述べています。 

ただし、ICカード導入時、降車停留場の情報を ICカードに記録することは

技術的には可能であったが、１リーダー方式を採用したため、地下鉄から路面

電車に乗り継ぐ場合に電車に乗った停留場の情報を記録できないことを考慮

((99))  路路面面電電車車とと地地下下鉄鉄のの乗乗継継割割引引（交通局）  

 路面電車と地下鉄の乗継指定駅と停留所の対応関係についてだが、IC カードを利

用して乗車したところ、西線６条の停留所で路面電車を降りた後、西 18丁目駅から

地下鉄に乗車したにもかかわらず（相互は乗継指定の対象外）、乗継割引が適用され

た。これは、運賃箱の仕様上の問題ということだが、利用者向けに周知している乗継

割引の内容と運用の実態が乖離しており、利用者の利便性を向上させる妨げになっ

ている可能性があると考えるので、乖離している状況の改善を求めて苦情を申し立

てる。 

し、路面電車から地下鉄に乗り継ぐ場合においても、降りた停留場にかかわら

ず、地下鉄の駅が乗継指定駅であれば乗継割引を適用することとしている、と

説明を補足しています。 

地下鉄から路面電車に乗り継ぐ際に乗車の改札を行えず、乗車した停留場を

特定できないことから、乗継割引を適用するには地下鉄降車駅が乗継指定駅で

あることをもって乗継料金の適用とせざるを得ないとしたことについて、やむ

を得ないことだとオンブズマンは思います。 

その一方、市が、路面電車から地下鉄に乗り継ぐ場合にも降車の停留場にか

かわらず、地下鉄の駅が乗継指定駅であれば乗継割引を適用するとしているこ

とについても、やむを得ないことであるとオンブズマンは考えます。そうしな

いと、同一の駅間で、地下鉄から路面電車に乗り継ぐ場合と、路面電車から地

下鉄に乗り継ぐ場合とで異なる取扱いとなって、往復利用をする際に行きと帰

りで不均衡が生じてしまうからです。 

このような適用状況が周知されていないことで、申立人は具体例をあげて、

利用者の利便性の向上を妨げている可能性があると述べています。しかし、利

便性の判断は利用者ごとに異なるように思いますし、利便性を妨げているとま

で言えるか、オンブズマンには判断がつきません。 
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Ⅲ オンブズマンの発意による調査（令和４年度） 

１１  IICCTTをを使使いいここななすすここととがが難難ししいい高高齢齢者者等等へへのの配配慮慮 

札札幌幌市市オオンンブブズズママンン  八八木木橋橋  眞眞規規子子  

調調査査のの趣趣旨旨((要要約約))  

平成 12 年にできた高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（通称「IT 基

本法」）は 20 年の時を経て令和 3 年 9 月に廃止され、同時に、それまでのネ

ットワークの充実から、ネットワークにより収集されるデータの利活用に重点

を置いたデジタル社会形成基本法の成立、デジタル庁の発足と、国はデジタル

社会への構想を本格化させました。 

政策の視点から少子高齢化や地方の過疎化に効率的に対応するためには、デ

ジタル技術の活用が不可欠であるとして、直接市民生活に関わる地方自治体が

積極的なデジタル化を求められており、オンブズマンも様々な自治体が進めて

いる報告や計画事例を目にすることが多くなりました。 

オンブズマンはこれらの取組を目にして、便利な新しいサービスの導入によ

って効率的な行政に改善しようという掛け声の陰で、ICT の使いこなしについ

ては、システムの構築と利用の双方に高いハードルが存在しているほか、利用

者としては個人的なデータが吸い上げられる不安も感じるところです。 

市が平成 30年に札幌市民 1,500人を対象に行った「ICTの活用に関する市

民アンケートの調査結果においても、「札幌市の情報化施策で特に注意すべきだ

と思う点」では、「個人やプライバシーの権利を保護すること」が 75.9％で最

も多く、「高齢者や障がい者など、ICTを使いこなすことが難しい方にも配慮す

ること」が 62.9％と 2番目に多くなっていました。 

デジタル化により、地域の機能やサービスを効率化して、課題解決を図りな

がら、住民の快適性・利便性を探っていく試みが今後展開されていくと思われ

ますが、ICT を活用した仕組みを実際に利用する人たち、とりわけ ICT を使い

こなすことが難しい高齢者等の「デジタル技術は無理だし必要性も感じない、

何か起きてもどうしてよいかわからない」といった感じ方に対し、どのように

対処していくかは大きな課題と思われます。 

そこで、オンブズマンは、本市におけるデジタル・トランスフォーメーショ

ンやスマートシティ推進に当たり、ICT を使いこなすことが難しい高齢者等の

持つ課題に対し、市がどのように考えているのかについて発意による調査を行

うこととしました。 
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Ⅲ オンブズマンの発意による調査（令和４年度） 

１１  IICCTTをを使使いいここななすすここととがが難難ししいい高高齢齢者者等等へへのの配配慮慮 

札札幌幌市市オオンンブブズズママンン  八八木木橋橋  眞眞規規子子  

調調査査のの趣趣旨旨((要要約約))  

平成 12 年にできた高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（通称「IT 基
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社会への構想を本格化させました。 

政策の視点から少子高齢化や地方の過疎化に効率的に対応するためには、デ

ジタル技術の活用が不可欠であるとして、直接市民生活に関わる地方自治体が

積極的なデジタル化を求められており、オンブズマンも様々な自治体が進めて

いる報告や計画事例を目にすることが多くなりました。 

オンブズマンはこれらの取組を目にして、便利な新しいサービスの導入によ

って効率的な行政に改善しようという掛け声の陰で、ICT の使いこなしについ

ては、システムの構築と利用の双方に高いハードルが存在しているほか、利用

者としては個人的なデータが吸い上げられる不安も感じるところです。 

市が平成 30年に札幌市民 1,500人を対象に行った「ICTの活用に関する市

民アンケートの調査結果においても、「札幌市の情報化施策で特に注意すべきだ

と思う点」では、「個人やプライバシーの権利を保護すること」が 75.9％で最

も多く、「高齢者や障がい者など、ICTを使いこなすことが難しい方にも配慮す

ること」が 62.9％と 2番目に多くなっていました。 

デジタル化により、地域の機能やサービスを効率化して、課題解決を図りな

がら、住民の快適性・利便性を探っていく試みが今後展開されていくと思われ

ますが、ICT を活用した仕組みを実際に利用する人たち、とりわけ ICT を使い

こなすことが難しい高齢者等の「デジタル技術は無理だし必要性も感じない、

何か起きてもどうしてよいかわからない」といった感じ方に対し、どのように

対処していくかは大きな課題と思われます。 

そこで、オンブズマンは、本市におけるデジタル・トランスフォーメーショ

ンやスマートシティ推進に当たり、ICT を使いこなすことが難しい高齢者等の

持つ課題に対し、市がどのように考えているのかについて発意による調査を行

うこととしました。 

 

市市のの回回答答（（要要約約））  

⑴  札幌 DX推進方針について 

本市では、令和３年 12 月 13 日、「人口減少社会において、誰もが安心し

て利便性を実感し、真に市民生活の質の向上につながる市民目線によるデジ

タル改革」を地域社会全体で計画的に進めることを目的としたデジタル・ト

ランスフォーメーション推進方針（以下「札幌 DX推進方針」という。）を策

定しました。 

本方針に基づき、本市ではデジタル社会の形成に向け、デジタル技術の活

用により行政サービスを効率化・高度化する「行政のデジタル改革」及び ICT

等の技術を活用して都市をマネジメントし、市民一人ひとりの希望に沿った

サービスを提供するスマートシティの取組と地域産業をデジタル化する「地

域のデジタル改革」を両輪として進めています。 

本方針では、電子データを外部からの攻撃等から保護するサイバーセキュ

リティの強化やICT技術を利用できる層と利用できない層で生じるデジタル

デバイド（デジタル格差）の対策等も併せて進めていくことを位置付けてい

ます。 

 

⑵ 行政手続のオンライン化について 

ア 本市における行政手続のオンライン化の実施状況 

令和３年 12 月 24 日、閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重   

点計画」において、地方公共団体が優先的にオンライン化を推進すべき手続

として 59種類が示されました。 

国では平成 29 年 11 月より、行政手続のオンライン申請や行政機関等が  

保有する自身の情報の確認、行政機関等からのお知らせ通知の受信などのサ

ービスを提供するウェブサイト（以下「マイナポータル」という。）を運営

し、オンラインサービスとして提供しています。 

令和４年９月２日、総務省が策定した「自治体デジタル・トランスフォー

メーション推進計画」（以下「自治体 DX推進計画」という。）では、積極的・

集中的にマイナポータルを活用したオンライン化を進める手続として 31 種

類が示されました。このうち本市の所管となる手続は 27 種類あり、オンラ

イン化に対応済みの手続は 18種類となっています。 

オンライン化に対応している 18 種類の手続について、マイナンバーカー

ドを保有していない方も手続できるよう、従来どおりの窓口や郵送での手続

も引き続き行っています。 

 

 イ スマート申請 

本市では、令和３年７月より、利用手続数に上限がなく定額で利用可能  

な「スマート申請」を導入し、上記アにおける行政手続のオンライン化と並
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行して「スマート申請」を活用したオンライン化も進めています。 

スマート申請とは、マイナンバーカードを利用した本人確認や、オンライ

ン上での手数料決済などの機能を持ち、様々な行政手続をオンライン化する

ことが可能なサービスです。 

市職員が自由に申請フォームを作成することが可能で、令和４年 12 月末

現在、延べ 111 種類の手続の申請フォームを公開しています。 

 

 ウ 今後、オンライン化を予定している計画や取組 

総務省の自治体 DX 推進計画において示されている手続のうち未対応のも

のについては、状況を踏まえながらオンライン化を進めていく予定です。 

また、これらの手続にとらわれることなく、市民の利便性向上と職員の 

事務負担軽減の観点から、オンライン化が可能なものは原則オンラインでの

手続も可能とするよう引き続き対応を進めていく予定です。 

 

⑶ マイナンバーカードについて 

ア マイナンバーカードの普及促進の背景 

令和元年６月４日、デジタルガバメント閣僚会議において、「マイナンバ

ーカードの普及とマイナンバーの活用の促進に関する方針」が示され、その

中で、「令和４年度中にほとんどの住民がマイナンバーカードを保有するこ

とを想定」と明記され、官民を挙げてマイナンバーカードの普及及びマイナ

ンバーの活用に向けた施策に取り組むこととなりました。 

本市では、①区役所戸籍住民課におけるマイナンバーカードの交付体制強

化、②土日・夜間にもカードの受取が可能なマイナンバーカードセンターの

運営、③市内の商業施設や公共施設等で実施しているマイナンバーカードの

出張申請受付事業の大規模な展開により、マイナンバーカードの普及促進を

進めています。 

 

イ マイナンバーカードの内容 

(ｱ) マイナンバー制度 

マイナンバー制度は、行政手続等における特定の個人を識別するため 

の制度です。行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会

を実現する社会基盤となるとされています。 

マイナンバーは、住民票を持つ日本国内の全住民に付番される 12桁の 

番号であり、現在、社会保障、税、災害対策の分野のうち、法律又は条

例で定められた事務手続において使用されます。 

マイナンバーによって、個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能 

になり、行政機関の情報連携により行政手続上の必要な添付書類が減る

とともに事務処理もスムーズとなり、国民の利便性が向上するとともに、

必要な方に必要な行政の支援を迅速に行うことができるとされています。 

 

(ｲ) マイナンバーカードの概要 

マイナンバー制度の導入に伴い、平成 28年１月よりマイナンバーカー

ドの交付が開始されました。 

マイナンバーカードは ICチップが埋め込まれた顔写真付きのプラスチ

ック製のカードです。ICチップには電子証明書が搭載されており、ICチ

ップを利用してオンライン上で安全かつ確実に本人であることの証明

（以下「公的個人認証」という。）ができるため、デジタル社会において

必要なツールとされています。 

マイナンバーカードは、本人確認の必要な窓口で公的な本人確認書類 

として利用することができますが、マイナンバーを複写・保管すること

は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、

規定されていない事業者の窓口等において、カードの裏面を複写・保管

することはできないことになっています。 

マイナンバーカードは本人の申請により交付され、交付手数料は当面

の間無料（本人の責による再発行の場合を除く。）とされています。 

マイナンバーカードの有効期限は、発行されてから 10 回目の誕生日 

（約 10年）ですが、ICチップに搭載される電子証明書の有効期限は、発

行されてから５回目の誕生日（約５年）となっています。 

 

ウ マイナンバーカードの活用場面 

マイナンバーを証明する書類や本人確認の際の公的な本人確認書類とし

て利用するなど、マイナンバーカードを活用して、様々な行政サービスを

受けることが可能です。 

(ｱ) 国が主体となり進めている取組 

a マイナポータルにおける電子申請 

マイナポータルを経由し、マイナンバーカードの公的個人認証を利 

用した電子申請を受け付けることができます。 

b コンビニ等における各種証明書等の交付 

マイナンバーカードの公的個人認証を利用して、コンビニエンスス 

トア等に設置されているマルチコピー機から、各種証明書を発行する

ことが可能です。（以下「コンビニ交付サービス」という。） 

本市では、住民票の写し、印鑑登録証明書、所得証明書で対応して   

おり、令和５年４月からは戸籍証明書も加わる予定です。 

c 健康保険証としての利用申込 

マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。これにより、

加入する保険者が変更になった際に、新たな保険証の発行を待つ必要

がないこと、マイナポータルで自身の薬剤情報や特定検診情報を確認

できること、検診情報等を医師と共有することにより、より良い医療

を受けられること等のメリットがあります。 

利用に当たっては、事前の利用申込が必要で、マイナポータルやセ
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(ｲ) マイナンバーカードの概要 

マイナンバー制度の導入に伴い、平成 28年１月よりマイナンバーカー

ドの交付が開始されました。 

マイナンバーカードは ICチップが埋め込まれた顔写真付きのプラスチ

ック製のカードです。ICチップには電子証明書が搭載されており、ICチ

ップを利用してオンライン上で安全かつ確実に本人であることの証明

（以下「公的個人認証」という。）ができるため、デジタル社会において

必要なツールとされています。 

マイナンバーカードは、本人確認の必要な窓口で公的な本人確認書類 

として利用することができますが、マイナンバーを複写・保管すること

は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、

規定されていない事業者の窓口等において、カードの裏面を複写・保管

することはできないことになっています。 

マイナンバーカードは本人の申請により交付され、交付手数料は当面

の間無料（本人の責による再発行の場合を除く。）とされています。 

マイナンバーカードの有効期限は、発行されてから 10 回目の誕生日 

（約 10年）ですが、ICチップに搭載される電子証明書の有効期限は、発

行されてから５回目の誕生日（約５年）となっています。 

 

ウ マイナンバーカードの活用場面 

マイナンバーを証明する書類や本人確認の際の公的な本人確認書類とし

て利用するなど、マイナンバーカードを活用して、様々な行政サービスを

受けることが可能です。 

(ｱ) 国が主体となり進めている取組 

a マイナポータルにおける電子申請 

マイナポータルを経由し、マイナンバーカードの公的個人認証を利 

用した電子申請を受け付けることができます。 

b コンビニ等における各種証明書等の交付 

マイナンバーカードの公的個人認証を利用して、コンビニエンスス 

トア等に設置されているマルチコピー機から、各種証明書を発行する

ことが可能です。（以下「コンビニ交付サービス」という。） 

本市では、住民票の写し、印鑑登録証明書、所得証明書で対応して   

おり、令和５年４月からは戸籍証明書も加わる予定です。 

c 健康保険証としての利用申込 

マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。これにより、

加入する保険者が変更になった際に、新たな保険証の発行を待つ必要

がないこと、マイナポータルで自身の薬剤情報や特定検診情報を確認

できること、検診情報等を医師と共有することにより、より良い医療

を受けられること等のメリットがあります。 

利用に当たっては、事前の利用申込が必要で、マイナポータルやセ
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ブン銀行 ATM、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーで申し込む

ことができます。 

マイナポータルはお手持ちのスマートフォン・パソコンで手続する 

ため、これらの対応機器を持たない市民は、各区役所等に設置してい

る「マイナポイントお手伝い窓口」で申込みの支援を受けることがで

きます。 

d 公金受取口座登録制度 

給付金などを受け取るための預貯金口座（公金受取口座）を、マイ

ナンバーカードを使って、1 人につき 1 口座、あらかじめデジタル庁

に登録する公金受取口座登録制度があります。 

登録することにより、年金、児童手当など、各種給付金などの申請

に当たり、口座情報の記入や通帳の写しなどを提出する必要がなくな

ります。申請の都度、必要になる書類確認の手間が省け、緊急時の給

付金などもより迅速に受け取ることができる等のメリットがあります。 

上記 C と同様にマイナポータル上での手続となることから、スマー  

トフォン・パソコンを持たない市民については、「マイナポイントお手

伝い窓口」で申込みの支援を受けることができます。 

なお、令和５年度下期以降は、金融機関の窓口での登録も可能とな

る予定です。 

(ｲ) 市が主体となり進めている取組 

a 住民票・税証明のオンライン請求 

札幌市にお住まいの方の住民票を、24時間 365日オンラインで請求

し、郵送で受け取ることができます。通常、申請から４営業日程度で

郵送されます。 

b 区役所（証明書交付機）における各種証明書の交付 

令和４年９月より実験的な試みとして、白石区及び西区の区役所に

証明書交付機を設置し、庁舎内にて上記(ｱ)の bにおけるコンビニ交付

サービスと同様の対応を行っています。 

  

⑷ ICTを使いこなすことが難しい高齢者への配慮について 

ア 把握している課題 

総務省による令和３年通信利用動向調査の結果（令和４年５月 27日公表）

によると、令和３年におけるモバイル端末の保有状況は、世帯では 97.3％、

個人では 83.9％と、ほぼ全ての人が保有している状況でした。 

一方、個人の年齢階層別インターネット利用者の割合は、13歳から 59歳

の各年齢層で 9割を超えている一方、60歳以上が 84.4%、70歳以上は 59.4%、

90歳以上は 27.6%となっており、モバイル端末等の操作に不慣れな高齢者が

多数存在することから、デジタルデバイド（デジタル格差）が課題であると

認識しています。 

今後は、人口減少や新型コロナウイルス感染症などの影響によりデジタル
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ブン銀行 ATM、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーで申し込む

ことができます。 

マイナポータルはお手持ちのスマートフォン・パソコンで手続する 

ため、これらの対応機器を持たない市民は、各区役所等に設置してい

る「マイナポイントお手伝い窓口」で申込みの支援を受けることがで

きます。 

d 公金受取口座登録制度 

給付金などを受け取るための預貯金口座（公金受取口座）を、マイ

ナンバーカードを使って、1 人につき 1 口座、あらかじめデジタル庁

に登録する公金受取口座登録制度があります。 

登録することにより、年金、児童手当など、各種給付金などの申請

に当たり、口座情報の記入や通帳の写しなどを提出する必要がなくな

ります。申請の都度、必要になる書類確認の手間が省け、緊急時の給

付金などもより迅速に受け取ることができる等のメリットがあります。 

上記 C と同様にマイナポータル上での手続となることから、スマー  

トフォン・パソコンを持たない市民については、「マイナポイントお手

伝い窓口」で申込みの支援を受けることができます。 

なお、令和５年度下期以降は、金融機関の窓口での登録も可能とな

る予定です。 

(ｲ) 市が主体となり進めている取組 

a 住民票・税証明のオンライン請求 

札幌市にお住まいの方の住民票を、24時間 365日オンラインで請求

し、郵送で受け取ることができます。通常、申請から４営業日程度で

郵送されます。 

b 区役所（証明書交付機）における各種証明書の交付 

令和４年９月より実験的な試みとして、白石区及び西区の区役所に

証明書交付機を設置し、庁舎内にて上記(ｱ)の bにおけるコンビニ交付

サービスと同様の対応を行っています。 

  

⑷ ICTを使いこなすことが難しい高齢者への配慮について 

ア 把握している課題 

総務省による令和３年通信利用動向調査の結果（令和４年５月 27日公表）

によると、令和３年におけるモバイル端末の保有状況は、世帯では 97.3％、

個人では 83.9％と、ほぼ全ての人が保有している状況でした。 

一方、個人の年齢階層別インターネット利用者の割合は、13歳から 59歳

の各年齢層で 9割を超えている一方、60歳以上が 84.4%、70歳以上は 59.4%、

90歳以上は 27.6%となっており、モバイル端末等の操作に不慣れな高齢者が

多数存在することから、デジタルデバイド（デジタル格差）が課題であると

認識しています。 

今後は、人口減少や新型コロナウイルス感染症などの影響によりデジタル

化が加速していくことが考えられるため、デジタルデバイド（デジタル格差）

の解消にも併せて取り組んでいく必要があると考えます。 

 

イ 具体的な対策や配慮 

本市では、デジタルデバイド（デジタル格差）の解消の取組として、高

齢者等を対象に以下の支援を実施しています。 

(ｱ) 操作に不慣れな方に対するマイナポイントの申請支援 

マイナンバーカードを作成した方にポイントを還元するマイナポイ

ント第２弾の実施に伴い、マイナンバーカードの読み取りに対応するス

マートフォンやパソコンを持っていない又は操作に不慣れな方のため

に、各区役所等にマイナポイント申請をお手伝いする窓口を設置し、専

門スタッフが申込手続をサポートしています。 

(ｲ) 高齢者等を対象としたスマホ教室などの開催 

令和３年度から、総務省補助事業（利用者向けデジタル活用支援推  

進事業）の採択を受けた民間事業者と連携し、高齢者等を対象にした無

料のスマホ教室を各区区民センターや地下歩行空間で開催しています。 

この教室は、令和３年度に 348 名が受講し、令和４年度についても、  

365 名が受講を予定しています。令和４年度は、10 月及び 11 月に全 36

回開催しています。 

さらに、まちづくりセンター等において、地域住民の要望に合わせ 

た内容の講習会を随時開催しています。令和３年度は７回開催し、令和

４年度には 24回の開催を予定しています。 

 

ウ 今後、予定している取組 

ICT を使いこなすことが難しい高齢者に配慮した取組については、札幌 

DX推進方針に基づき、デジタル化の推進と併せて、引き続きしっかりと取

り組んでまいります。 

具体的には、総務省補助事業（利用者向けデジタル活用支援）と連携し  

た高齢者スマホ教室の継続に努めるとともに、市独自の取組として、区役

所のまちづくり施策や高齢者支援を行う団体の取組と連携し、スマートフ

ォンやデジタルを少しでも日常生活に取り入れられるような学びの機会を

設けるなどの施策を検討してまいります。 

 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（要要約約））  

⑴  はじめに 

市は、令和３年（2021 年）12 月 13 日、「人口減少社会において、誰もが   

安心して利便性を実感し、真に市民生活の質の向上につながる市民目線によ

るデジタル改革」を地域社会全体で計画的に進めることを目的として、札幌

DX 推進方針を策定したとのことであり、本方針に基づき、「行政のデジタル
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改革」及び「地域のデジタル改革」を両輪として進めているということです。 

オンブズマンが調べたところ、これに先立ち、平成 30 年（2018 年）７月     

に公表された自治体戦略 2040構想研究会第二次報告において、人的・財政的

な資源の制約下で自治体が住民サービスを持続的かつ安定的に提供していく

ために、AI等の技術を使いこなす「スマート自治体」に転換する必要があり、

自治体行政の標準化・共通化を行わなければならないという考え方が述べら

れています。 

 

⑵  行政のデジタル化について 

市によれば、総務省がマイナポータルを活用し、オンライン化を進める手

続として示したもののうち、本市の所管となる手続は 27種類あり、それと並

行して、スマート申請を活用したオンライン化も行っているとのことです。 

オンブズマンがこれらの対象とされている手続の内容を確認したところ、

高齢者に関わりの大きい介護に関する申請や住民票の写し等の証明書があり、

オンライン化により自宅で 24時間申請可能となることは、利便性が高いこと

と思われます。 

スマート申請については、市のホームページに分かりやすい手順で手続方

法の説明が掲載されているものもあり、オンブズマンも、例えば住民票写し

や住民税の課税証明書の申請ではどのような手続となるのか、内容を確認し

ました。 

しかし、メールアドレスを使用してアカウントを作成した上で、申請内容

の入力や必要書類の添付、電子署名アプリを使った電子署名、クレジットカ

ードの登録等の操作が必要であり、これらを高齢者が自ら使いこなすかとい

うと、なかなか難しいとオンブズマンは感じます。 

一方、総務省がマイナポータルを活用し、オンライン化を進める手続とし

て示したもののうち、市では 18種類がオンライン化されているとのことであ

り、その多くが窓口や郵送での申請にも対応していました。 

オンライン化と並行して従来どおりの申請方法も残されていることは、急

速に進むデジタル化においては、特に高齢者に必要不可欠な配慮であるとオ

ンブズマンは考えます。 

札幌市が作成している「シニア世代のための生活便利帳」には、高齢者向

けの多岐にわたる支援が掲載されています。例えば、ボタンを押すだけで専

用の受信センターに繋がる通報機器を自宅に設置する「あんしんコール」の

24時間応対の健康相談や緊急通報は高齢者には心強いものです。 

ICT 技術によらず従来の電話回線又は無線型の機器を活用して行われるこ

のような支援は、高齢者にとって使いこなしやすい行政サービスと言えるで

しょう。さらにそこには、確実な人との繋がりという安心感があります。 

行政を効率の良いシステムに変えていくためのデジタル化は不可避です。

しかし、デジタル化及び DX 推進が、目的ではなく手段であることを忘れず、

誰のための何のための変化や変革かを見極めながら「選択肢を持った市民目

線」を失わず、デジタル改革を進められることをオンブズマンは願います。 
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改革」及び「地域のデジタル改革」を両輪として進めているということです。 

オンブズマンが調べたところ、これに先立ち、平成 30 年（2018 年）７月     

に公表された自治体戦略 2040構想研究会第二次報告において、人的・財政的

な資源の制約下で自治体が住民サービスを持続的かつ安定的に提供していく

ために、AI等の技術を使いこなす「スマート自治体」に転換する必要があり、

自治体行政の標準化・共通化を行わなければならないという考え方が述べら

れています。 

 

⑵  行政のデジタル化について 

市によれば、総務省がマイナポータルを活用し、オンライン化を進める手

続として示したもののうち、本市の所管となる手続は 27種類あり、それと並

行して、スマート申請を活用したオンライン化も行っているとのことです。 

オンブズマンがこれらの対象とされている手続の内容を確認したところ、

高齢者に関わりの大きい介護に関する申請や住民票の写し等の証明書があり、

オンライン化により自宅で 24時間申請可能となることは、利便性が高いこと

と思われます。 

スマート申請については、市のホームページに分かりやすい手順で手続方

法の説明が掲載されているものもあり、オンブズマンも、例えば住民票写し

や住民税の課税証明書の申請ではどのような手続となるのか、内容を確認し

ました。 

しかし、メールアドレスを使用してアカウントを作成した上で、申請内容

の入力や必要書類の添付、電子署名アプリを使った電子署名、クレジットカ

ードの登録等の操作が必要であり、これらを高齢者が自ら使いこなすかとい

うと、なかなか難しいとオンブズマンは感じます。 

一方、総務省がマイナポータルを活用し、オンライン化を進める手続とし

て示したもののうち、市では 18 種類がオンライン化されているとのことであ

り、その多くが窓口や郵送での申請にも対応していました。 

オンライン化と並行して従来どおりの申請方法も残されていることは、急

速に進むデジタル化においては、特に高齢者に必要不可欠な配慮であるとオ

ンブズマンは考えます。 

札幌市が作成している「シニア世代のための生活便利帳」には、高齢者向

けの多岐にわたる支援が掲載されています。例えば、ボタンを押すだけで専

用の受信センターに繋がる通報機器を自宅に設置する「あんしんコール」の

24時間応対の健康相談や緊急通報は高齢者には心強いものです。 

ICT 技術によらず従来の電話回線又は無線型の機器を活用して行われるこ

のような支援は、高齢者にとって使いこなしやすい行政サービスと言えるで

しょう。さらにそこには、確実な人との繋がりという安心感があります。 

行政を効率の良いシステムに変えていくためのデジタル化は不可避です。

しかし、デジタル化及び DX 推進が、目的ではなく手段であることを忘れず、

誰のための何のための変化や変革かを見極めながら「選択肢を持った市民目

線」を失わず、デジタル改革を進められることをオンブズマンは願います。 

 

⑶  地域のデジタル改革について 

「地域のデジタル改革」について、市は、都市をマネジメントし、市民一    

人ひとりの希望に沿ったサービスを提供するスマートシティの取組と地域

産業をデジタル化するものと説明しています。 

市によれば、札幌 DX 推進方針において、電子データを外部からの攻撃な  

どから保護したり、デジタルデバイド（デジタル格差）への対策も併せて進

めていくことを位置付けているということです。 

技術の急速な進歩と同様に、例えば新型コロナウイルス感染症への考え方

や情勢がどんどん変化していったことを鑑みても、市が新しいサービスの創

出や取組として、データの収集や分析をするには時々刻々の対応が必要にな

るとオンブズマンは思います。 

これまで市の閉じた空間で用いられていた市民の情報や収集されたデー 

タが、運用を広げ、今後、国や民間事業者の利用・活用にも開かれていくの

であれば、情報がどのように使われているのか、その必要性や使われ方を市

民自身が確認したり異議を唱えたりできるよう、透明性を持って、ルールの

適正な運用を図っていただきたいとオンブズマンは考えます。 

 

⑷  マイナンバーカードについて 

市の説明によると、マイナンバー制度は行政手続における特定の個人を識

別するための制度で、行政を効率化し、国民の利便性を高め公平・公正な社

会を実現する社会基盤となるとされており、平成 28 年１月より交付された

マイナンバーカードはデジタル社会において必要なツールであり、令和４年

度末までにほとんどの住民のマイナンバーカード取得を目指して、市町村に

対し、カード交付円滑化計画の策定と強力な推進が求められているというこ

とです。 

市では、①区役所戸籍住民課におけるマイナンバーカードの交付体制強化、

②土日・夜間にもカードの受取が可能なマイナンバーカードセンターの運営、

③市内の商業施設や公共施設等で実施しているマイナンバーカードの出張

申請受付事業の大規模な展開により、マイナンバーカードの普及促進を進め

ているとのことです。 

また、市は、マイナンバーカードの活用場面として、マイナポータルにお

ける電子申請、コンビニ等における各種証明書等の交付、健康保険証として

の利用、公金受取口座登録制度などを挙げています。 

調査においてオンブズマンは、漫画で分かりやすくマイナンバーカードに

ついて説明している(「これでべんり、あってよかったマイナンバーカード」

（札幌市スマートシティ推進部発行)（以下「あってよかったマイナンバー

カード」という。）の冊子を拝読しましたが、様々な理由でカード交付をた

めらっている人にカード取得の必要性やメリットについて訴える力のある、

分かりやすい内容であると思いました。 
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以上のように、市がマイナンバーカードの利用・活用を市民に理解しても

らう工夫をしながら、市民が気軽に立ち寄れるマイナンバーカードの出張申

請受付事業に力を入れて取り組んでいることはオンブズマンも評価します。 

ところで、政府は令和４年 10月 13 日、デジタル大臣の会見において、本

来任意の申請で取得するマイナンバーカードですが、2024年秋の現行の健康

保険証の廃止を目指して健康保険証との一体化をさらに進める方針を明ら

かにしました。 

また、現在１、２か月程度かかるマイナンバーカードの発行・交付を 10

日程度に短縮して行う「特急発行・交付」、自力での取得が難しい寝たきり

や認知症の高齢者について施設長やケアマネージャーが申請の補助や代理

で受けるといった手続の柔軟化（令和４年 12 月８日朝日新聞記事）や乳幼

児については顔写真不要とするといった検討をしている（令和４年 11 月２

日朝日新聞記事）ということですから、自治体への交付促進、これまでのよ

うな連携要請にも今後拍車がかかることが推測されます。 

市にはこのような状況に際し、マイナンバーカードの申請及び交付手続、

利用・活用について、市民に丁寧に説明していっていただきたいとオンブズ

マンは思います。 

 

⑸  高齢者への配慮について 

ICTを使いこなすことが難しい高齢者への配慮について、市はデジタル化

及び DX 推進の中、モバイル端末などの操作になれないことで生まれる高齢

者をはじめとしたデジタルデバイト（デジタル格差）の解消を課題として捉

え、支援を実施していると述べています。 

高齢者等を対象としたスマホ教室などの開催は、デジタルになじんでもら

う環境を作り、情報通信技術の習得の先に、高齢者が暮らしの中で求められ

つつあるデジタル化やマイナンバーカード取得への不安を軽くし、オンライ

ン申請などを利用・活用しやすくするものだとオンブズマンは考えます。同

時に高齢者自身の新しい可能性を広げる取組と考えられ、オンブズマンは今

後の展開を期待します。 

スマートフォンやパソコンを持っていない方のためのマイナポイント申

請手続の支援については、カード普及促進の動機付けになるマイナポイント

を申請者が確実に得られるために必要不可欠な配慮であるとオンブズマン

は思います。 

市の説明によれば、市内の商業施設や公共施設等でマイナンバーカードの

出張申請受付事業を大規模に展開しているとのことであり、マイナンバーカ

ードの申請受付と並行してマイナポイントを取得する方法や取得するため

の支援窓口の案内を行うことは有用であるとオンブズマンは考えます。 

窓口では市民の事情を聞き取りながら、事務運用の仕組みを職員が十分に

理解して手続に間違いがないよう説明しなければなりません。特に高齢者に

はなじみの薄い専門用語は分かりにくいもので、配慮をもって丁寧に伝える

ことが大切であるとオンブズマンは感じています。 

マイナンバーカードの発行・交付から約６年がたち、安全で確実な本人確

認や証明ができるデジタル社会の基盤として、マイナンバーカード取得の重

要性が言われ、普及促進に多大な人的・財政的な資源が費やされています。 

マイナンバーカードの交付率が上がらなかった理由の一つとして、マイナ

ンバーカードから他者に個人情報が入手されることへの不安があり、また、

特に高齢者にとってはマイナンバーカードが何に使えるのかよく分からな

いのに今更持たなければならないとされたり、交付に当たり誰かの手を借り

なければならないことへの抵抗感が大きいとオンブズマンは思います。 

「あってよかったマイナンバーカード」の冊子には、たとえ落としたマイ

ナンバーカードを第三者が入手したとしても個人情報が芋づる式でもれる

ことはない旨が説明されていますが、恐ろしいのは紛失による漏えいばかり

ではありません。 

自身の個人情報がどのように何のために利用されるのか、集積されたデー

タの管理が間違いなくできているかをいつでも確認することができるのか、

また、確認する仕組みを市民が利用できるのか。「先端的な技術をはじめと

する情報通信技術」を用いた「人の知覚によって認識できない方式」（デジ

タル社会形成法第２条）を理解し使いこなすには、時間と学習、経験が必要

ではないかとオンブズマンは考えます。 

もっとも申請の入口において個人情報保護に関する詳しい説明をしたと

してもおそらくは敬遠されるのでしょう。しかしオンブズマンは、高齢者に

はもちろんのこと、自在にスマートフォンを操作しデジタルが身についてい

る世代にも、マイナンバーカードの利便性と共に自分の情報を自身で管理し

ていく意識を持てるような説明が必要であると思います。 

市には行政のデジタル改革、地域のデジタル改革、そしてマイナンバーカ

ード普及促進のどの場面においても、行政の助けを必要とする市民への適切

なサービスを届けるために、進歩の早いデジタル技術をどう使えば人が幸せ

になれるのかを目的として忘れず、市の創意工夫を加えながら改革に当たっ

ていただくことをオンブズマンは期待します。 

 

                    （調査結果通知：令和５年２月） 
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マイナンバーカードの発行・交付から約６年がたち、安全で確実な本人確

認や証明ができるデジタル社会の基盤として、マイナンバーカード取得の重

要性が言われ、普及促進に多大な人的・財政的な資源が費やされています。 

マイナンバーカードの交付率が上がらなかった理由の一つとして、マイナ

ンバーカードから他者に個人情報が入手されることへの不安があり、また、

特に高齢者にとってはマイナンバーカードが何に使えるのかよく分からな

いのに今更持たなければならないとされたり、交付に当たり誰かの手を借り

なければならないことへの抵抗感が大きいとオンブズマンは思います。 

「あってよかったマイナンバーカード」の冊子には、たとえ落としたマイ

ナンバーカードを第三者が入手したとしても個人情報が芋づる式でもれる

ことはない旨が説明されていますが、恐ろしいのは紛失による漏えいばかり

ではありません。 

自身の個人情報がどのように何のために利用されるのか、集積されたデー

タの管理が間違いなくできているかをいつでも確認することができるのか、

また、確認する仕組みを市民が利用できるのか。「先端的な技術をはじめと

する情報通信技術」を用いた「人の知覚によって認識できない方式」（デジ

タル社会形成法第２条）を理解し使いこなすには、時間と学習、経験が必要

ではないかとオンブズマンは考えます。 

もっとも申請の入口において個人情報保護に関する詳しい説明をしたと

してもおそらくは敬遠されるのでしょう。しかしオンブズマンは、高齢者に

はもちろんのこと、自在にスマートフォンを操作しデジタルが身についてい

る世代にも、マイナンバーカードの利便性と共に自分の情報を自身で管理し

ていく意識を持てるような説明が必要であると思います。 

市には行政のデジタル改革、地域のデジタル改革、そしてマイナンバーカ

ード普及促進のどの場面においても、行政の助けを必要とする市民への適切

なサービスを届けるために、進歩の早いデジタル技術をどう使えば人が幸せ

になれるのかを目的として忘れず、市の創意工夫を加えながら改革に当たっ

ていただくことをオンブズマンは期待します。 

 

                    （調査結果通知：令和５年２月） 
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２２  札札幌幌市市ににおおけけるる児児童童手手当当のの支支給給状状況況とと認認定定請請求求手手続続  

札札幌幌市市オオンンブブズズママンン  原原  俊俊彦彦  

調調査査のの趣趣旨旨((要要約約))  

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にし

た制度であり、現行の制度では、中学校卒業まで（15歳の誕生日後の最初の 3

月 31 日まで）の児童を養育し、生計を同じくする父母等で、原則、所得の高

い方に支給されることになっています。 

支給の対象となる児童は必ずしも札幌市内に在住するわけではありませんが、

受給者（養育者）が札幌市に住民登録をしていること、また、養育者が父母の

場合は、監護し、生計が同じであることなどが支給要件であることを考えます

と、札幌市の 0歳から 14歳までの児童の約 21万 2千人（令和 4年 10月 1

日現在。札幌市住民基本台帳より。）をおおよその対象として、その養育者に受

給資格があると考えられます。 

しかしながら、児童手当を受給するには、市区町村の窓口（公務員の場合は

勤務先）に「児童手当・特例給付認定請求書」（以下「認定請求書」という。）

の提出が必要であり、出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合や児童

の監護の状況に変化があった場合などは養育者自らが届出をする必要があるこ

とから、しばしば手続上の問題が発生することがあると思われ、オンブズマン

室に寄せられる苦情の中にも、過去 10 件ほど、児童手当の受給を巡る苦情の

申立てがありました。 

そこで、オンブズマンとしては、札幌市における児童手当の支給状況及び認

定請求手続について現状を把握するとともに、手続上の問題等により、本来、

支給対象となるはずの児童の養育者への給付が滞るといったことが起きないよ

うにするには、どのような工夫が可能かについて調査する必要があると考え、

発意による調査を行うことといたしました。 

 

市市のの回回答答（（要要約約））  

⑴  児童手当制度の概要 

児童手当を受給するには、住所地の市町村長の認定を受けなければならず

（児童手当法第７条第１項（以下「法」という。））、児童を養育する者によ

る請求手続によって支給が開始されます。 

なお、公務員の児童手当については、勤務先（所属庁）に申請し、受給す

ることとされており（法第 17条）、市区町村に対する申請は行いません。本
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２２  札札幌幌市市ににおおけけるる児児童童手手当当のの支支給給状状況況とと認認定定請請求求手手続続  

札札幌幌市市オオンンブブズズママンン  原原  俊俊彦彦  

調調査査のの趣趣旨旨((要要約約))  

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にし

た制度であり、現行の制度では、中学校卒業まで（15歳の誕生日後の最初の 3

月 31 日まで）の児童を養育し、生計を同じくする父母等で、原則、所得の高

い方に支給されることになっています。 

支給の対象となる児童は必ずしも札幌市内に在住するわけではありませんが、

受給者（養育者）が札幌市に住民登録をしていること、また、養育者が父母の

場合は、監護し、生計が同じであることなどが支給要件であることを考えます

と、札幌市の 0歳から 14歳までの児童の約 21万 2千人（令和 4年 10月 1

日現在。札幌市住民基本台帳より。）をおおよその対象として、その養育者に受

給資格があると考えられます。 

しかしながら、児童手当を受給するには、市区町村の窓口（公務員の場合は

勤務先）に「児童手当・特例給付認定請求書」（以下「認定請求書」という。）

の提出が必要であり、出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合や児童

の監護の状況に変化があった場合などは養育者自らが届出をする必要があるこ

とから、しばしば手続上の問題が発生することがあると思われ、オンブズマン

室に寄せられる苦情の中にも、過去 10 件ほど、児童手当の受給を巡る苦情の

申立てがありました。 

そこで、オンブズマンとしては、札幌市における児童手当の支給状況及び認

定請求手続について現状を把握するとともに、手続上の問題等により、本来、

支給対象となるはずの児童の養育者への給付が滞るといったことが起きないよ

うにするには、どのような工夫が可能かについて調査する必要があると考え、

発意による調査を行うことといたしました。 

 

市市のの回回答答（（要要約約））  

⑴  児童手当制度の概要 

児童手当を受給するには、住所地の市町村長の認定を受けなければならず

（児童手当法第７条第１項（以下「法」という。））、児童を養育する者によ

る請求手続によって支給が開始されます。 

なお、公務員の児童手当については、勤務先（所属庁）に申請し、受給す

ることとされており（法第 17条）、市区町村に対する申請は行いません。本

市では、児童手当の対象年齢である 15歳未満の児童のうち、およそ 10～15％

は公務員に養育される児童と推測されます。 

 

⑵  児童手当の認定請求の仕組み 

ア 認定請求手続の流れ 

  出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、原則として支給事由

が発生した日の翌日から 15 日以内に、住所地の市町村に認定請求書又は

額改定請求書を提出します。 

 児童手当は、申請月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月の

分まで支給されます。ただし、申請日が「出生日・前住地での転出予定日」

の翌月になっても「出生日・前住地での転出予定日」の翌日から 15 日以

内であれば、申請月分から支給されます。 

 申請が遅れると、災害等やむを得ない場合を除き、遅れた月分の手当を

受けられなくなります。 

イ 届出が必要なケース 

  すでに児童手当を受けている方であっても、以下の場合は届出が必要で

す。 

(ｱ) 他の市区町村に住所が変わるとき 

(ｲ) 出生、転入等により支給対象となる児童が増えたとき 

(ｳ) 支給対象となっている児童を養育しなくなったとき 

(ｴ)  児童が児童福祉施設等に入所・退所したとき 

(ｵ) 受給者の方が公務員になるとき、公務員でなくなったとき 

(ｶ) 受給者の方の加入年金が変わったとき（３歳未満の児童がいる場合） 

(ｷ) 児童と別居する等、児童の養育状況が変わったとき 

(ｸ) 未成年後見人・父母指定者でなくなった場合 

(ｹ) 海外の留学期間が３年を超えたとき、日本に戻ったとき 

(ｺ) 振込口座を変更するときや銀行の統合などで口座番号が変わったと

き 

(ｻ) 札幌市外に住民票のある方と婚姻・離婚したとき 

  ウ 現況届 

毎年６月１日時点の状況を把握し、６月分以降の児童手当を引き続き受

ける要件（児童の監督や保護、生計同一関係など）を満たしているかどう

かを確認するため、令和３年度まで、受給者全員に現況届の提出を求めて

いましたが、令和４年度より、受給者の利便性の向上及び市町村の事務の

簡素化を理由に、児童の養育状況が変わっていなければ、提出不要となり

ました。 

ただし、以下の条件に該当する方については、現況届の提出が必要であ

り、令和４年度より、毎年６月上旬に現況届の案内を送付しています。 

(ｱ) 令和３年度までの現況届が未提出の方 

(ｲ) 離婚協議中で配偶者と別居している方 
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(ｳ) 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住市区町村

と異なる方（住民票も居住地も札幌市の方は対象外） 

(ｴ) 支給要件児童の戸籍がない方 

(ｵ) 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者 

(ｶ) その他状況を確認する必要がある方 

  エ 給付決定までの流れ 

毎年６月頃、本市税政部で各年度の所得が確定されます。 

この所得情報をもとに、本市の児童手当業務システム登録と税政部の業

務システムとの間での情報連携が機械処理により実施され、児童手当受給

者の所得の判定（特例給付の判定も含む）が同時に行われます。 

なお、新規の受給者についてはその登録時、上記同様児童手当業務シス

テムにおいて、その時点における所得情報と連携され判定が行われます。 

     

⑶  札幌市における児童手当（特例給付を含む）の現状 

ア 児童手当支給の対象となっている児童数 

  令和３年度末時点で支給対象となっている児童は、200,385 人です（施

設里親は除く。）。年度別の内訳は以下のとおりです。 

 

年度末児童手当対象児童 

 合計 3歳未満 3歳以上12

歳年度末 

13歳以上15

歳年度末 

H28 210,777 記録なし 記録なし 記録なし 

H29 209,341 37,723 130,597 41,021 

H30 207,102 36,142 130,817 40,143 

H31 205,025 35,118 130,069 39,838 

R2 202,985 33,483 129,289 40,213 

R3 200,385 32,290 127,271 40,824 

  

   なお、上記に含まれていない児童手当施設入所児童は、令和４年３月末

時点で 577人です。 

イ 令和３年度に認定請求の届出があった対象児童数  

  令和３年度に認定請求の届出があった対象児童数は 14,042 人です（施

設里親は除く。）。 

ウ 新たに支給対象となった児童数  

  令和３年度に支給対象として認定された児童は、14,029 人です。年度

別の内訳は以下のとおりです。 
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(ｳ) 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住市区町村

と異なる方（住民票も居住地も札幌市の方は対象外） 

(ｴ) 支給要件児童の戸籍がない方 

(ｵ) 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者 

(ｶ) その他状況を確認する必要がある方 

  エ 給付決定までの流れ 

毎年６月頃、本市税政部で各年度の所得が確定されます。 

この所得情報をもとに、本市の児童手当業務システム登録と税政部の業

務システムとの間での情報連携が機械処理により実施され、児童手当受給

者の所得の判定（特例給付の判定も含む）が同時に行われます。 

なお、新規の受給者についてはその登録時、上記同様児童手当業務シス

テムにおいて、その時点における所得情報と連携され判定が行われます。 

     

⑶  札幌市における児童手当（特例給付を含む）の現状 

ア 児童手当支給の対象となっている児童数 

  令和３年度末時点で支給対象となっている児童は、200,385 人です（施

設里親は除く。）。年度別の内訳は以下のとおりです。 

 

年度末児童手当対象児童 

 合計 3歳未満 3歳以上12

歳年度末 

13歳以上15

歳年度末 

H28 210,777 記録なし 記録なし 記録なし 

H29 209,341 37,723 130,597 41,021 

H30 207,102 36,142 130,817 40,143 

H31 205,025 35,118 130,069 39,838 

R2 202,985 33,483 129,289 40,213 

R3 200,385 32,290 127,271 40,824 

  

   なお、上記に含まれていない児童手当施設入所児童は、令和４年３月末

時点で 577人です。 

イ 令和３年度に認定請求の届出があった対象児童数  

  令和３年度に認定請求の届出があった対象児童数は 14,042 人です（施

設里親は除く。）。 

ウ 新たに支給対象となった児童数  

  令和３年度に支給対象として認定された児童は、14,029 人です。年度

別の内訳は以下のとおりです。 

 

 

 

新たに認定された児童数 

 合計 3歳未満 3歳以上12

歳年度末 

13歳以上15

歳年度末 

H28 17,238 1,987 6,934 1,217 

H29 16,814 8,911 6,681 1,222 

H30 16,048 8,302 6,556 1,190 

H31 15,897 8,124 6,586 1,187 

R2 14,620 7,506 6,003 1,111 

R3 14,029 7,265 5,666 1,098 

 

エ 認定請求の届出があったが認定されなかった対象児童数及び認定され

なかった理由  

  令和３年度中、届出があったものの認定されなかった対象児童数は 13

人です。 

理由は、申請月中に受給資格が消滅したため（申請後に転出、中学校３

年生の３月に申請など）、申請者が受給資格を有していなかったため（申

請者が公務員など）、不足書類の提出がないため、となっています。 

オ 過去５年間の問合せ・苦情の件数と主な内容 

児童手当に関する市民からの苦情や問合せについて、それぞれの時期は

不明ですが、過去５年間で、制度不知による不支給についてが 12件、必要

書類についてが２件、児童の監護有無の判定についてが２件、市外転入者

への申請案内漏れについてが１件、支払差止についてが１件、現況届未提

出による時効についてが１件、郵送物の未着についてが１件、受給資格消

滅理由についてが１件、離婚に伴う手当の過支給についてが１件、寄せら

れています。 

 

⑷  制度の周知方法 

札幌市では、出生時、市外転入時及び市外転出時等、児童手当の受給に必

要な手続に係る案内等をその状況に応じて行うことで、市民が受給の機会を

逸しないように努めています。 

子育てに関する情報を集約した「さっぽろ子育て情報サイト」において、

児童手当について案内を掲載し周知しているほか、現在、「さっぽろ子育て

アプリ」にて、必要な届出事項の配信を予定しております。なお、令和３年

度まで現況届の案内に添付されていたパンフレットの内容についても、上記

サイトで既に周知を行っております。 

また、毎年３回（２月、６月及び 10 月）広報さっぽろに掲載されている

児童手当・特例給付に関するお知らせ記事については、必要な届出が詳しく

掲載された当該サイトへ誘導できるように内容を変更することを検討して

います。 
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⑸ 関係者間の協力体制について 

出生や市外転入出時手続の最初の窓口である区役所戸籍住民課にて、各種戸

籍・住民票の異動があった場合に、児童手当の手続について案内が記載された

パンフレットの配布を行っています。 

また、妊娠時に各区保健センターで交付される母子手帳には児童手当を含む

各種手当等についても記載されており、交付時に、子育てに必要な情報が記載

されているとして、一読するよう案内が行われています。 

生活保護受給世帯については、担当ケースワーカーから手続の指導が行われ

ています。 

児童相談所からは措置決定通知の写しの提供を受け、担当課にて児童の施設

入所等の異動について把握しています。 

   

⑹ 制度の不案内による未請求のため受給できなかった場合の対応 

児童手当は申請主義のため、出生時等に本人へ案内しなかったことをもって

救済する措置は取っていません。 

ただし、申請が不要であると案内する等、誤った情報を職員が伝え、その事

実を確認できるもの（誤った案内が記載された書類や記録、現受給者であれば

手当システムに入力している対応履歴など）が残っている場合には、遡及して

認定する場合があります。 

 

⑺ 未届出のケースについての市の考え方 

児童手当認定請求の未届数は把握していません。戸籍住民課の窓口で出生届

が提出された児童（約 1,000 件/月）のうち、児童手当を受給するために札幌

市への申請を要する者を機械的に判別・計上する仕組みはありません。 

実際の申請では、区役所で出生届を提出した後、その足で児童手当の申請を

行うという流れで届出をされる方が大多数です。申請しなかった方のほとんど

は、市区に児童手当の届出を行わない公務員（国の各省庁の出先機関、道・市

町村職員、警察、自衛隊など）と思われます。 

また、令和４年度から所得上限限度額が設定され、一定以上の所得がある場

合、児童手当の受給資格を持たないこととなりました。 

こうした方を除外した上で、児童手当の受給資格があると思われる方を特定

して文書を発送するなど勧奨することは現実的に不可能です。また、公務員等

申請不要な方への勧奨は、その方を徒に混乱させると共に、不要な申請を誘発

し、結果として市民の不利益につながることになります。 

また、認定請求をしていない住民の個人情報を取り扱うことについては、児

童手当業務の対象ではない方の個人情報を児童手当業務として取り扱うこと

となり、その妥当性が問われることとなります。 
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⑸ 関係者間の協力体制について 

出生や市外転入出時手続の最初の窓口である区役所戸籍住民課にて、各種戸

籍・住民票の異動があった場合に、児童手当の手続について案内が記載された

パンフレットの配布を行っています。 

また、妊娠時に各区保健センターで交付される母子手帳には児童手当を含む

各種手当等についても記載されており、交付時に、子育てに必要な情報が記載

されているとして、一読するよう案内が行われています。 

生活保護受給世帯については、担当ケースワーカーから手続の指導が行われ

ています。 

児童相談所からは措置決定通知の写しの提供を受け、担当課にて児童の施設

入所等の異動について把握しています。 

   

⑹ 制度の不案内による未請求のため受給できなかった場合の対応 

児童手当は申請主義のため、出生時等に本人へ案内しなかったことをもって

救済する措置は取っていません。 

ただし、申請が不要であると案内する等、誤った情報を職員が伝え、その事

実を確認できるもの（誤った案内が記載された書類や記録、現受給者であれば

手当システムに入力している対応履歴など）が残っている場合には、遡及して

認定する場合があります。 

 

⑺ 未届出のケースについての市の考え方 

児童手当認定請求の未届数は把握していません。戸籍住民課の窓口で出生届

が提出された児童（約 1,000 件/月）のうち、児童手当を受給するために札幌

市への申請を要する者を機械的に判別・計上する仕組みはありません。 

実際の申請では、区役所で出生届を提出した後、その足で児童手当の申請を

行うという流れで届出をされる方が大多数です。申請しなかった方のほとんど

は、市区に児童手当の届出を行わない公務員（国の各省庁の出先機関、道・市

町村職員、警察、自衛隊など）と思われます。 

また、令和４年度から所得上限限度額が設定され、一定以上の所得がある場

合、児童手当の受給資格を持たないこととなりました。 

こうした方を除外した上で、児童手当の受給資格があると思われる方を特定

して文書を発送するなど勧奨することは現実的に不可能です。また、公務員等

申請不要な方への勧奨は、その方を徒に混乱させると共に、不要な申請を誘発

し、結果として市民の不利益につながることになります。 

また、認定請求をしていない住民の個人情報を取り扱うことについては、児

童手当業務の対象ではない方の個人情報を児童手当業務として取り扱うこと

となり、その妥当性が問われることとなります。 

 

 

 

⑻ 支給の対象となる児童の養育者に遺漏なく支給するために市はどのような

工夫をしているのか 

具体例として、戸籍住民課窓口での案内パンフレットの配布、夜間・休日届

出窓口職員からの案内パンフレットの配布、措置決定通知書の確認、本市の勤

労課への児童手当手続の周知依頼（３月及び９月）などを行っています。 

   

⑼ 今後の対応及び改善可能性について 

市外転入や新生児の出生等で児童手当の申請手続を必要とする方への案内

及び広報は、⑷及び⑻のとおり、すでに実施しており、相当程度効果を発揮し

ていることから、引き続き実施を継続します。 

しかし、市民側の制度不知や職員の説明における行き違いや誤りは、人の手

による以上、完全に生じないとは言えません。 

そのため、担当職員への研修、注意喚起などを通じて個々の職員のスキルア

ップに努めると共に、より効果的な市民向け広報について引き続き検討を重ね

て参ります。 

 

オオンンブブズズママンンのの判判断断（（要要約約））  

⑴ はじめに  

  児童手当は、受給資格者の申請により支給が開始される制度で、申請日よ

りも前に遡って受給することができないため、過去、オンブズマンへの苦情

申立てにおいて、職員の説明不足により申請が遅れた、あるいは、申請した

はずなのに支給されない等の理由から、本来受給できるはずだった期間も遡

って支給してほしいといった内容の申立てが見られました。 

児童手当制度は時代とともに改正され、内容も複雑に変化しています。近年

では令和４年度から所得上限限度額が設けられた一方で、令和５年３月現在は

その撤廃が議論されているところです。実際に児童を養育する方々からすると、

児童手当制度の改善・拡充は歓迎すべき事ではありますが、その一方、目まぐ

るしく変わる制度内容に追いつけず、受給するために必要な手続について失念

したり、誤った認識をしてしまう事態も懸念されるところです。 

そこで、オンブズマンは、発意調査において、札幌市における児童手当の支

給状況及び認定請求手続きについての現状を調査し、児童手当の給付をより良

いものとするために、今後、どのような工夫が可能かを検討することにしまし

た。 

  

⑵ 児童手当の支給状況（推計） 

  オンブズマンは、市の回答や住民基本台帳の年齢別人口（以下「住基人口」

という。）等に基づき、支給対象年齢の児童のうち児童手当が支給されている

者の割合を推計してみました(表１)。 



− 76 − − 77 −

  

    

市の説明によれば、令和３年度末の市所管の支給対象児童数は 20 万 385 人

で、これに対し住基人口（令和４年４月１日現在）に基づく対象人口は 22 万

9402 人となっています。一方、総受給対象児童数に占める公務員が養育者で

ある受給対象児童数（以下「公務員受給対象児童数」という。）の割合を、内

閣府の「令和３年度児童手当事業年報 表３支給対象児童数の状況（一般受給

資格者）」をもとに求めると、令和３年度は 9.9％となります。この割合を札

幌市にも単純に当てはめると、総受給対象児童数全体に占める市所管の支給対

象児童数の割合は 90.1％となります。市所管の支給対象児童数 20万 385人を

この割合で除し、総受給対象児童数を求めると 22 万 2403 人と推計されます。

つまり、住基人口に基づく対象人口 22 万 9402 人と総受給対象児童数(推計)

の 22万 2403人の差である 6,999人が非受給対象児童数と推計され、これは対

象人口の 3.1％に当たります。 

なお、市の説明によれば、上記の市所管の支給対象児童数には児童手当施設

入所児童は含まれていないとのことです。児童手当施設入所児童数（18 歳未

満）は令和４年３月末時点で 577人とのことです。この児童手当施設入所児童

数がすべて児童手当を受給していると仮定すれば、対象人口 22 万 9402人に占

める割合は 0.3％程度であり、そのことから、実際の非受給率は 3.1％から

0.3％を除いた 2.8％程度と推計されます。 

また、同年報より求めた令和２年度の公務員受給対象児童数の割合である

9.6％で計算すると、総受給対象児童数全体に占める市所管の支給対象児童数

の割合は 90.4％となり、上記の計算と同様、市所管の支給対象児童数 20万 385

人をこの割合で除し、総受給対象児童数を求めると 22 万 1665 人と推計され、

非受給対象児童数は対象人口との差である 7,737人、対象人口の 3.4％となり

ます。 

さらに、令和３年度の公務員受給対象児童数の割合である 9.9％で、データ

が得られた平成 28 年から令和２年についても同様の計算を行いましたが、札

幌市の児童手当の受給率は、表 1 のとおり 97.5％から 97.1％となり、対象人
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市の説明によれば、令和３年度末の市所管の支給対象児童数は 20 万 385 人

で、これに対し住基人口（令和４年４月１日現在）に基づく対象人口は 22 万

9402 人となっています。一方、総受給対象児童数に占める公務員が養育者で

ある受給対象児童数（以下「公務員受給対象児童数」という。）の割合を、内

閣府の「令和３年度児童手当事業年報 表３支給対象児童数の状況（一般受給

資格者）」をもとに求めると、令和３年度は 9.9％となります。この割合を札

幌市にも単純に当てはめると、総受給対象児童数全体に占める市所管の支給対

象児童数の割合は 90.1％となります。市所管の支給対象児童数 20万 385人を

この割合で除し、総受給対象児童数を求めると 22 万 2403 人と推計されます。

つまり、住基人口に基づく対象人口 22 万 9402 人と総受給対象児童数(推計)

の 22万 2403人の差である 6,999人が非受給対象児童数と推計され、これは対

象人口の 3.1％に当たります。 

なお、市の説明によれば、上記の市所管の支給対象児童数には児童手当施設

入所児童は含まれていないとのことです。児童手当施設入所児童数（18 歳未

満）は令和４年３月末時点で 577人とのことです。この児童手当施設入所児童

数がすべて児童手当を受給していると仮定すれば、対象人口 22 万 9402人に占

める割合は 0.3％程度であり、そのことから、実際の非受給率は 3.1％から

0.3％を除いた 2.8％程度と推計されます。 

また、同年報より求めた令和２年度の公務員受給対象児童数の割合である

9.6％で計算すると、総受給対象児童数全体に占める市所管の支給対象児童数

の割合は 90.4％となり、上記の計算と同様、市所管の支給対象児童数 20万 385

人をこの割合で除し、総受給対象児童数を求めると 22 万 1665 人と推計され、

非受給対象児童数は対象人口との差である 7,737人、対象人口の 3.4％となり

ます。 

さらに、令和３年度の公務員受給対象児童数の割合である 9.9％で、データ

が得られた平成 28 年から令和２年についても同様の計算を行いましたが、札

幌市の児童手当の受給率は、表 1 のとおり 97.5％から 97.1％となり、対象人

口の減少とともにわずかな低下傾向があるものの安定的に推移していること

がわかります。 

一方、札幌市の公務員受給対象児童数の割合は全国平均より高い可能性は十

分考えられます。市は、児童手当の対象年齢である 15 歳未満の児童のうち、

およそ 10～15％は公務員に養育される児童と推測されると説明しており、仮

に公務員受給対象児童数の割合を 10～15%の中間の値 12.5%とした場合には、

総受給対象児童数全体に占める市所管の支給対象児童数の割合は 87.5％とな

り、総受給対象児童数は 22万 9011人と推計され、非受給対象児童数は対象人

口 22万 9402人との差である 391人、対象人口の 0.2％となります。 

 

⑶ 分析結果から見える現状と課題 

オンブズマンは、これらの推計からみて札幌市に在住する対象人口のほぼ全

員（97％以上）に児童手当が支給されていると考えて良いと思います。 

聞取り調査の際にオンブマンが市に確認したところでは、非受給児童数には、

里親や辞退者（受給資格者の意思で申請していない）、申請忘れなどが考えら

れるとのことでしたが、児童手当に関する過去５年間の問合せ・苦情の件数は、

制度不知による不支給 12 件、必要書類２件、児童の監護有無２件、市外転入

者への申請案内漏れ１件、支払差止１件、現況届未提出による時効１件、郵送

物の未着１件、受給資格消滅理由１件、離婚に伴う過支給１件とのことであり、

延べ 22件で、５年間の平均 4.4件/年と多くはありません。このことは、オン

ブズマン調査における児童手当に関する案件は過去 20年間で 10件程度（年に

0.5件、年間 100 件として 0.5％）の少なさとも符合しています。 

受給資格があっても受給していないケースの理由や件数を市が正確に把握

することは不可能だと思いますが、こうした問合せ・苦情の少なさや、札幌市

の公務員受給対象児童数の割合が全国平均より高い可能性も考慮すると、受給

漏れが起きている可能性は計算上の 3.1％（児童手当施設入所児童数を考慮す

ると 2.8％）よりもはるかに少ないものと推察できます。 

以上のことから、オンブマンは、市が所管する児童手当の給付が現時点にお

いて良好に実施されていると考えます。オンズマンとしては、該当する市民に

的確なタイミングで申請の必要性が周知されず、かなりの数の申請漏れが発生

している可能性もあると考え今回の調査を行いましたが、上記の推計結果が正

しいとすれば、現在までのところ、そのようなことは起きておらず、市による

必要な手続に係る案内などが十分に機能してきたと思います。 

また、市によれば、令和３年度までは、毎年６月１日時点の状況を把握し、

６月分以降の児童手当を引き続き受ける要件（児童の監督や保護、生計同一関

係など）を満たしているかどうかを確認するため、受給者全員に現況届の提出

を求めていたとのことですが、令和４年度から、受給者の利便性の向上及び市

町村の事務の簡素化を理由に、この現況届の提出が不要になったとのことです。

オンブズマンとしては、このような制度変更の影響が気になるところですが、

市によれば、特定の条件に該当する人については引き続き毎年６月上旬に現況
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届の案内を送付しているとのことであり、今後の動向を見守りたいと思います。 

さらに、令和４年度からは、所得上限限度額が設定され、申請者に一定以上

の所得がある場合、児童手当の受給資格を持たないこととなりました。市の説

明によれば、毎年６月頃、本市税政部で確定された前年度所得の所得情報をも

とに、市の児童手当業務システム登録と税政部の業務システムとの間での情報

連携により機械処理が行われ、所得の判定（特例給付の判定も含む）が同時に

行われるとのことであり、オンブズマンとしては問題はないものと思います。 

 

⑷ 市の見解に対するオンブズマンの考え 

市によれば、児童手当認定請求の未届数は把握しておらず、戸籍住民課の窓

口で出生届が提出された児童（約 1,000 件/月）のうち、児童手当を受給する

ために札幌市への申請を要する者を機械的に判別・計上する仕組みはないとの

ことです。その理由として、区役所で出生届や転入届を提出した後、その足で

児童手当の申請を行うケースが大多数を占めており、その場で申請しない人の

ほとんどは、市区に児童手当の届出を行わない公務員（国の各省庁の出先機関、

道・市町村職員、警察、自衛隊など）と思われるとのことです。また、令和４

年度から所得上限限度額が設定され、一定以上の所得がある場合は、児童手当

の受給資格を持たなくなり、公務員や所得上限該当者を除外した上で、児童手

当の受給資格があると思われる人を特定して申請を勧奨することは難しく、ま

た、市への申請不要な人への勧奨は不要な申請を誘発し、結果的に混乱を招く

だけであり、むしろ、市民の不利益につながると述べています。さらに、認定

請求をしていない住民の個人情報を取り扱うことは、個人情報の保護の観点か

らも問題としています。 

オンブズマンは、これらの市の見解は納得のいくものであり、令和３年度末

までのデータを分析した限りでは、多数の申請漏れが発生するといった事は起

きていないと考えられることからも、市の所管分については現行の体制で問題

はないものと考えます。 

   

⑸ 改善工夫の余地及び今後の留意点 

児童福祉の重要な柱の一つである児童手当については、オンブズマンとして

は、市の所管分のみではなく、市に在住するすべての児童について児童手当の

受給の有無を確認する方法や仕組みを工夫していただきたいと思います。少な

くとも、今回、オンブズマンが行ったような推計は、厚生労働省はもとより札

幌市内の関係機関との連携を通じ公務員受給対象児童数が得られれば、はるか

に精度の高い情報を得られると思います。確かに推計結果から見る限り、現在

のところは大きな受給漏れは起きていないようですが、今後の受給条件の見直

しや制度変更が児童手当の受給率にどのような影響を与えるかを知る上では

重要な改善となると思います。 

 

 

⑹ おわりに 

  今回の調査では、札幌市の児童手当については受給漏れはほとんどみられ

ず、市の受給申請業務が円滑に行われていることが分かり安心しましたが、

その一方、度重なる制度変更にも関わらず、多く市民が遅滞なく児童手当を

申請し受給しているという事実がわかりました。これは、子育て世帯にとっ

て児童手当の受給がすでになくてはならないものとなり、その受給が切実に

期待されていることを意味します。オンブズマンとしては制度の重要性を再

認識した思いです。 

児童手当の拡充はさらに続くと思いますが、市におかれましては、受益者と

しての児童という観点に立ち、今後も制度の円滑な運営に努めていただきたい

と思います。 

 

                    （調査結果通知：令和５年４月） 
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届の案内を送付しているとのことであり、今後の動向を見守りたいと思います。 

さらに、令和４年度からは、所得上限限度額が設定され、申請者に一定以上

の所得がある場合、児童手当の受給資格を持たないこととなりました。市の説

明によれば、毎年６月頃、本市税政部で確定された前年度所得の所得情報をも

とに、市の児童手当業務システム登録と税政部の業務システムとの間での情報

連携により機械処理が行われ、所得の判定（特例給付の判定も含む）が同時に

行われるとのことであり、オンブズマンとしては問題はないものと思います。 

 

⑷ 市の見解に対するオンブズマンの考え 

市によれば、児童手当認定請求の未届数は把握しておらず、戸籍住民課の窓

口で出生届が提出された児童（約 1,000 件/月）のうち、児童手当を受給する

ために札幌市への申請を要する者を機械的に判別・計上する仕組みはないとの

ことです。その理由として、区役所で出生届や転入届を提出した後、その足で

児童手当の申請を行うケースが大多数を占めており、その場で申請しない人の

ほとんどは、市区に児童手当の届出を行わない公務員（国の各省庁の出先機関、

道・市町村職員、警察、自衛隊など）と思われるとのことです。また、令和４

年度から所得上限限度額が設定され、一定以上の所得がある場合は、児童手当

の受給資格を持たなくなり、公務員や所得上限該当者を除外した上で、児童手

当の受給資格があると思われる人を特定して申請を勧奨することは難しく、ま

た、市への申請不要な人への勧奨は不要な申請を誘発し、結果的に混乱を招く

だけであり、むしろ、市民の不利益につながると述べています。さらに、認定

請求をしていない住民の個人情報を取り扱うことは、個人情報の保護の観点か

らも問題としています。 

オンブズマンは、これらの市の見解は納得のいくものであり、令和３年度末

までのデータを分析した限りでは、多数の申請漏れが発生するといった事は起

きていないと考えられることからも、市の所管分については現行の体制で問題

はないものと考えます。 

   

⑸ 改善工夫の余地及び今後の留意点 

児童福祉の重要な柱の一つである児童手当については、オンブズマンとして

は、市の所管分のみではなく、市に在住するすべての児童について児童手当の

受給の有無を確認する方法や仕組みを工夫していただきたいと思います。少な

くとも、今回、オンブズマンが行ったような推計は、厚生労働省はもとより札
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                    （調査結果通知：令和５年４月） 
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Ⅳ 制度の概要等 

 

１１  札札幌幌市市オオンンブブズズママンン制制度度のの概概要要  

 

((11))  制制度度導導入入のの背背景景  

オンブズマン制度は、複雑化する社会状況に対応した透明性の高い行政運営を

行うとともに、市民と行政が一体となったまちづくりを進めていくため、札幌市

オンブズマン条例に基づき、平成 13年３月に発足しました。  

また、平成 19年４月に施行された札幌市自治基本条例においても、公正で信頼

の置ける行政運営を確保するための制度として位置付けられています。  

※ 「オンブズマン」という言葉は、スウェーデン語の「ombudsman（代理人）」がもとにな

っています。  

 

((22))  オオンンブブズズママンンのの役役割割  

① オンブズマンは、市の業務に関する苦情を公正に調査し、中立な立場で判断

します。 

② 市政に関することを、自ら取り上げて調査します（発意調査）。 

  

((33))  苦苦情情申申立立ててのの対対象象ととななるるもものの  

オンブズマンが管轄するのは、市の機関の業務執行に関する事項及び当該業務

に関する職員の行為に関することで、本人に利害関係があり、その事実のあった

日から１年以内のものです。 

例えば、税金の使い方などの市政に対する提言や要望に関することなどは、直

接的・具体的な利害関係がないため調査できません。 

 

((44))  苦苦情情申申立立ててととししてて扱扱ええなないいもものの  

次の申立ては、オンブズマンの所轄事項から除かれているため取り扱えません。 

① 判決、裁決等により係争中又は確定した権利関係に関すること 

② 監査委員が監査を実施していること 

③ 議会に関すること 

④ オンブズマンの行為に関すること 

⑤ 子どもの権利救済委員に救済を申し立てたこと及び同委員の行為に関すること  

((55))  オオンンブブズズママンンのの組組織織等等  

①①  オオンンブブズズママンン  

オンブズマンは、人格が高潔で、行政に関し優れた識見を有する者のうちか

ら、議会の同意を得て市長が委嘱します。オンブズマンは、次のとおりです。 

田 村 智 幸（弁護士） 

神 谷 奈保子（民事調停委員） 

原   俊 彦（大学名誉教授） 

 

  ②②  任任期期  

オンブズマンの任期は２年で、１期に限り再任されることができます。 

③③  そそのの他他ののススタタッッフフ  

オンブズマンの調査を補佐するため、専門調査員３名が置かれています。ま

た、制度を運営するオンブズマン事務局に、市職員３名と受付を担当する相談

員２名が配置されています。 

 

((66))  苦苦情情申申立立ててのの方方法法  

申立ては、本人（代理人も可）が、住所、氏名、苦情の内容等を記載した書面

により行うことになります。持参のほか、郵送やＦＡＸ、ホームページからも申

立てができます。 

苦情申立書は、リーフレットとともにオンブズマン室、市民の声を聞く課、各

区役所（広聴係）等に備えてありますが、必要事項の記載があれば、所定の様式

以外でも申し立てることができます。 

制度利用に要する費用は無料です。 

 

((77))  調調査査結結果果のの通通知知  

市の関係機関への事情聴取や法令等の検討を行い、オンブズマンの調査結果と

してまとめたものを、申立人及び市の関係機関に対して文書で通知します（申立

てから調査結果の通知までは、通常１か月から１か月半程度かかります）。 

 

((88))  活活動動状状況況のの報報告告･･公公表表  

オンブズマンの活動状況は、毎年、市長及び議会に報告するとともに公表しま

す。 
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２２  苦苦情情処処理理のの流流れれ  

 

 

 

市の担当部局等を調査 

オンブズマンの判断 

調調査査結結果果をを通通知知  

勧告・意見表明 

オンブズマンが必要と認めるとき等 

苦情申立て 

持参  郵送・FAX・HP 

申立書の受理通知 オンブズマンと面談 

申立人 

受付 

市の担当部局 

フォローアップ調査    

（改善状況等の調査）   

必要に応じて 

市からの 

改善状況報告 

オンブズマンが調査

できない場合も、理由

をつけて通知します。 

※面談希望の場合は電話で予約 

ズマンが必要と認めるとき等 

申立人 

オンブズマン室 

市の担当部局 

必ず書書面面で申立て 
（匿名では申立てで

きません。） 

一度調査を実施した事項について、再度調査をすることはできません。 

３３  札札幌幌市市オオンンブブズズママンン制制度度ののああゆゆみみ  

平成12年 ７月  「オンブズマンを考えるシンポジウム」を北大と共催 

同 

～ 

８月 

10月 

 「オンブズマン市民セミナー」開催。電子会議室「私たちが考え

るオンブズマン制度」を開設。市民セミナー参加者が札幌市に提

言書を提出 

同 12月  平成 12 年第４回定例市議会において全会一致で札幌市オンブズ

マン条例を制定（平成 13年３月１日施行） 

平成13年 ３月  札幌市オンブズマン室開設（場所：オーク札幌ビル） 

同 11月  全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会に加入 

   勧告第１号（道路幅員の確定について） 

平成16年 12月  札幌市オンブズマンに関する市民アンケート調査実施 

平成18年 ４月  夜間オンブズマン開始（条例附則に基づく見直し措置） 

   オンブズマン事務局が機構上総務局に編入 

平成19年 ４月  札幌市自治基本条例施行（公正で信頼の置ける行政運営の確保に

向けてオンブズマンを置くことを改めて規定） 

同 ５月  オンブズマン室が市役所本庁舎 15階に移転 

平成21年 ４月  札幌市オンブズマン条例の一部改正（「札幌市子どもの最善の利益

を実現するための権利条例」制定により「子どもの権利救済委員」

が設置されたことに伴い、相互の関係を規定したもの） 

同 ６月  勧告第２号（証明等手数料条例とその運用の不整合な状態の解消

について） 

同 ８月  苦情申立て件数が累計で 1,000件を超える 

平成23年 ３月  制度発足 10周年を迎える 

同 ６月  制度発足 10周年を記念し、活動報告書（10周年特集号）を発行 
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平成25年 ３月  平成 24年度の年間苦情申立て件数が 20年間で最多の 135件となる 

平成28年 ６月  オンブズマン室が市役所本庁舎 11階に移転 

平成29年 11月  苦情申立て件数が累計で 2,000件を超える 

令和３年 ３月  制度発足 20周年を迎える 

同 ７月  制度発足 20周年を記念し、活動報告書（20周年特集号）を発行 

 

４４  歴歴代代オオンンブブズズママンン  

氏氏 名名  
職職業業・・経経歴歴等等  

（（就就任任時時）） 
任任 期期  

廣廣
ひろ

  岡岡
おか

  得得
とく

一一郎郎
いちろう

  
弁護士 

平成 13年 3月 1日～平成 15年 2月 28日 

平成 15年 3月 1日～平成 17年 2月 28日 

代表オンブズマン：平成 13年 3月 1日～平成 17年 2月 28日 

長長
なが

  井井
い
  敬敬
けい

  子子
こ

  
札幌地方・簡易裁判

所民事調停委員 

人権擁護委員 

平成 13年 3月 1日～平成 15年 2月 28日 

平成 15年 3月 1日～平成 17年 2月 28日 

三三
み
  谷谷
たに

  鉄鉄
てつ

  夫夫
お

  
北海道大学名誉教

授 

平成 13年 3月 1日～平成 14年 2月 28日 

平成 14年 3月 1日～平成 16年 2月 29日 

佐佐
さ
  藤藤
とう

  譲譲
じょう

  治治
じ

  
元会社役員 

平成 16年 3月 1日～平成 18年 2月 28日 

平成 18年 3月 1日～平成 20年 2月 29日 

代表オンブズマン：平成 17年 3月 1日～平成 20年 2月 29日 

文文
ぶん

  仙仙
せん

  俊俊
しゅん

  一一
いち

  
弁護士 

平成 17年 3月 1日～平成 19年 2月 28日 

平成 19年 3月 1日～平成 21年 2月 28日 

代表オンブズマン：平成 20年 3月 1日～平成 21年 2月 28日 

杉杉
すぎ
野野
の
目目
め
  康康
やす

  子子
こ

  
翻訳家 

元北海道教育委員 

平成 17年 3月 1日～平成 19年 2月 28日 

平成 19年 3月 1日～平成 21年 2月 28日 

前前
まえ

  野野
の
  正正
まさ

  明明
あき

  
元会社役員 

平成 20年 3月 1日～平成 22年 2月 28日 

平成 22年 3月 1日～平成 24年 2月 29日 

代表オンブズマン：平成 21年 3月 1日～平成 23年 2月 28日 

岩岩
いわ

  本本
もと

  勝勝
かつ

  彦彦
ひこ

  
弁護士 

平成 21年 3月 1日～平成 23年 2月 28日 

平成 23年 3月 1日～平成 25年 2月 28日 

代表オンブズマン：平成 23年 3月 1日～平成 25年 2月 28日 

氏 名 
職業・経歴等 

（就任時） 任 期 

井井
いの

  上上
うえ

  宏宏
ひろ

  子子
こ

  
消費生活アドバイ

ザー 

平成 21年 3月 1日～平成 23年 2月 28日 

平成 23年 3月 1日～平成 25年 2月 28日 

相相
あい

  澤澤
ざわ

  重重
しげ

  明明
あき

  
札幌家庭裁判所家

事調停委員 

平成 24年 3月 1日～平成 26年 2月 28日 

平成 26年 3月 1日～平成 28年 2月 29日 

代表オンブズマン：平成 25年 3月 1日～平成 27年 2月 28日 

三三
み
  木木

き
  正正
まさ

  俊俊
とし

  

弁護士 
平成 25年 3月 1日～平成 27年 2月 28日 

平成 27年 3月 1日～平成 29年 2月 28日 

代表オンブズマン：平成 27年 3月 1日～平成 29年 2月 28日 

吉吉
よし

  田田
だ
  かかよよ

か よ
子子
こ
  北星学園大学教授 平成 25年 3月 1日～平成 27年 2月 28日 

岩岩
いわ

  田田
た
  雅雅
まさ

  子子
こ
  

札幌地方・簡易裁判

所民事調停委員 

平成 27年 3月 1日～平成 29年 2月 28日 

平成 29年 3月 1日～平成 31年 2月 28日 

杉杉
すぎ

  岡岡
おか

  直直
なお

  人人
と
  

北星学園大学教授 
平成 28年 3月 1日～平成 30年 2月 28日 

平成 30年 3月 1日～令和 2年 2月 29日 

代表オンブズマン：平成 29年 3月 1日～平成 31年 2月 28日 

房房
ふさ

  川川
がわ

  樹樹
き
  芳芳
よし

  

弁護士 
平成 29年 3月 1日～平成 31年 2月 28日 

平成 31年 3月 1日～令和 3年 2月 28日 

代表オンブズマン：平成 31年 3月 1日～令和 3年 2月 28日 

八八木木橋橋
や ぎ は し

  眞眞
ま
規規子子
き こ

  
札幌地方・簡易裁判

所民事調停委員 

平成 31年 3月 1日～令和 3年 2月 28日 

令和 3年 3月 1日～令和 5年 2月 28日 

原原
はら

      俊俊
とし

  彦彦
ひこ

  

札幌市立大学名誉

教授 

令和 2年 3月 1日～令和 4年 2月 28日 

令和 4年 3月 1日～ 

代表オンブズマン：令和 3年 3月 1日～令和 5年 2月 28日 

田田
た
  村村
むら

  智智
とも

  幸幸
ゆき

  

弁護士 
令和 3年 3月 1日～令和 5年 2月 28日 

令和 5年 3月 1日～ 

代表オンブズマン：令和 5年 3月 1日～ 

神神
かみ

  谷谷
や

  奈奈保保子子
な ほ こ

  
札幌地方・簡易裁判

所民事調停委員 
令和 5年 3月 1日～ 
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平成25年 ３月  平成 24年度の年間苦情申立て件数が 20年間で最多の 135件となる 

平成28年 ６月  オンブズマン室が市役所本庁舎 11階に移転 

平成29年 11月  苦情申立て件数が累計で 2,000件を超える 

令和３年 ３月  制度発足 20周年を迎える 

同 ７月  制度発足 20周年を記念し、活動報告書（20周年特集号）を発行 

 

４４  歴歴代代オオンンブブズズママンン  

氏氏 名名  
職職業業・・経経歴歴等等  

（（就就任任時時）） 
任任 期期  

廣廣
ひろ

  岡岡
おか

  得得
とく

一一郎郎
いちろう

  
弁護士 

平成 13年 3月 1日～平成 15年 2月 28日 

平成 15年 3月 1日～平成 17年 2月 28日 

代表オンブズマン：平成 13年 3月 1日～平成 17年 2月 28日 

長長
なが

  井井
い
  敬敬
けい

  子子
こ

  
札幌地方・簡易裁判

所民事調停委員 

人権擁護委員 

平成 13年 3月 1日～平成 15年 2月 28日 

平成 15年 3月 1日～平成 17年 2月 28日 

三三
み
  谷谷
たに

  鉄鉄
てつ

  夫夫
お

  
北海道大学名誉教

授 

平成 13年 3月 1日～平成 14年 2月 28日 

平成 14年 3月 1日～平成 16年 2月 29日 

佐佐
さ
  藤藤
とう

  譲譲
じょう

  治治
じ

  
元会社役員 

平成 16年 3月 1日～平成 18年 2月 28日 

平成 18年 3月 1日～平成 20年 2月 29日 

代表オンブズマン：平成 17年 3月 1日～平成 20年 2月 29日 

文文
ぶん

  仙仙
せん

  俊俊
しゅん

  一一
いち

  
弁護士 

平成 17年 3月 1日～平成 19年 2月 28日 

平成 19年 3月 1日～平成 21年 2月 28日 

代表オンブズマン：平成 20年 3月 1日～平成 21年 2月 28日 

杉杉
すぎ
野野
の
目目
め
  康康
やす

  子子
こ

  
翻訳家 

元北海道教育委員 

平成 17年 3月 1日～平成 19年 2月 28日 

平成 19年 3月 1日～平成 21年 2月 28日 

前前
まえ

  野野
の
  正正
まさ

  明明
あき

  
元会社役員 

平成 20年 3月 1日～平成 22年 2月 28日 

平成 22年 3月 1日～平成 24年 2月 29日 

代表オンブズマン：平成 21年 3月 1日～平成 23年 2月 28日 

岩岩
いわ

  本本
もと

  勝勝
かつ

  彦彦
ひこ

  
弁護士 

平成 21年 3月 1日～平成 23年 2月 28日 

平成 23年 3月 1日～平成 25年 2月 28日 

代表オンブズマン：平成 23年 3月 1日～平成 25年 2月 28日 

氏 名 
職業・経歴等 

（就任時） 任 期 

井井
いの

  上上
うえ

  宏宏
ひろ

  子子
こ

  
消費生活アドバイ

ザー 

平成 21年 3月 1日～平成 23年 2月 28日 

平成 23年 3月 1日～平成 25年 2月 28日 

相相
あい

  澤澤
ざわ

  重重
しげ

  明明
あき

  
札幌家庭裁判所家

事調停委員 

平成 24年 3月 1日～平成 26年 2月 28日 

平成 26年 3月 1日～平成 28年 2月 29日 

代表オンブズマン：平成 25年 3月 1日～平成 27年 2月 28日 

三三
み
  木木

き
  正正
まさ

  俊俊
とし

  

弁護士 
平成 25年 3月 1日～平成 27年 2月 28日 

平成 27年 3月 1日～平成 29年 2月 28日 

代表オンブズマン：平成 27年 3月 1日～平成 29年 2月 28日 

吉吉
よし

  田田
だ
  かかよよ

か よ
子子
こ
  北星学園大学教授 平成 25年 3月 1日～平成 27年 2月 28日 

岩岩
いわ

  田田
た
  雅雅
まさ

  子子
こ
  

札幌地方・簡易裁判

所民事調停委員 

平成 27年 3月 1日～平成 29年 2月 28日 

平成 29年 3月 1日～平成 31年 2月 28日 

杉杉
すぎ

  岡岡
おか

  直直
なお

  人人
と
  

北星学園大学教授 
平成 28年 3月 1日～平成 30年 2月 28日 

平成 30年 3月 1日～令和 2年 2月 29日 

代表オンブズマン：平成 29年 3月 1日～平成 31年 2月 28日 

房房
ふさ

  川川
がわ

  樹樹
き
  芳芳
よし

  

弁護士 
平成 29年 3月 1日～平成 31年 2月 28日 

平成 31年 3月 1日～令和 3年 2月 28日 

代表オンブズマン：平成 31年 3月 1日～令和 3年 2月 28日 

八八木木橋橋
や ぎ は し

  眞眞
ま
規規子子
き こ

  
札幌地方・簡易裁判

所民事調停委員 

平成 31年 3月 1日～令和 3年 2月 28日 

令和 3年 3月 1日～令和 5年 2月 28日 

原原
はら

      俊俊
とし

  彦彦
ひこ

  

札幌市立大学名誉

教授 

令和 2年 3月 1日～令和 4年 2月 28日 

令和 4年 3月 1日～ 

代表オンブズマン：令和 3年 3月 1日～令和 5年 2月 28日 

田田
た
  村村
むら

  智智
とも

  幸幸
ゆき

  

弁護士 
令和 3年 3月 1日～令和 5年 2月 28日 

令和 5年 3月 1日～ 

代表オンブズマン：令和 5年 3月 1日～ 

神神
かみ

  谷谷
や

  奈奈保保子子
な ほ こ

  
札幌地方・簡易裁判

所民事調停委員 
令和 5年 3月 1日～ 
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５５  札札幌幌市市オオンンブブズズママンン条条例例  

平成 12年 12月 12日札幌市条例第 53号  

（最終改正：平成 20年 11月 7日札幌市条例第 36号） 

 

第第１１章章  総総則則  

 

 （目的） 

第１条 この条例は、札幌市オンブズマンの組織、職務等に関し必要な事項を定めることに

より、市民の権利利益を擁護し、並びに市政を監視し、及び市政の改善を図り、もって開

かれた市政の推進、市民の市政に対する理解と信頼の確保及び市民の意向が的確に反映さ

れた市政運営に資することを目的とする。 

 （設置） 

第２条 前条の目的を達成するため、札幌市オンブズマン（以下「オンブズマン」という。）

を置く。 

 （所轄事項） 

第３条 オンブズマンの所轄事項は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関

する職員の行為であって、次に掲げる事項に該当しないもの（以下「市の業務」という。）

とする。 

(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項 

(2) 判決、裁決等を求め現に係争中の事項又は監査委員が請求に基づき現に監査を実施し

ている事項 

(3) 議会に関する事項 

(4) 職員の自己の勤務内容に関する事項 

(5) 札幌市子どもの権利救済委員に救済を申し立てた事項 

(6) オンブズマン又は札幌市子どもの権利救済委員の行為に関する事項 

 （オンブズマンの職務） 

第４条 オンブズマンの職務は、次のとおりとする。 

(1) 市の業務に関する苦情の申立てを受け付け、簡易迅速に処理すること。 

(2) 常に市政を監視し、自己の発意に基づき、市の業務に関し事案を取り上げ調査するこ

と。 

(3) 市の業務に関し、是正等の措置を講ずるよう勧告し、及び制度の改善を求める意見を

表明すること。 

(4) 勧告、意見表明等の内容を公表すること。 

 

第第２２章章  責責務務  

 

 （オンブズマンの責務） 

第５条 オンブズマンは、公正かつ適正にその職務を遂行しなければならない。 
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５５  札札幌幌市市オオンンブブズズママンン条条例例  

平成 12年 12月 12日札幌市条例第 53号  

（最終改正：平成 20年 11月 7日札幌市条例第 36号） 

 

第第１１章章  総総則則  

 

 （目的） 

第１条 この条例は、札幌市オンブズマンの組織、職務等に関し必要な事項を定めることに

より、市民の権利利益を擁護し、並びに市政を監視し、及び市政の改善を図り、もって開

かれた市政の推進、市民の市政に対する理解と信頼の確保及び市民の意向が的確に反映さ

れた市政運営に資することを目的とする。 

 （設置） 

第２条 前条の目的を達成するため、札幌市オンブズマン（以下「オンブズマン」という。）

を置く。 

 （所轄事項） 

第３条 オンブズマンの所轄事項は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関

する職員の行為であって、次に掲げる事項に該当しないもの（以下「市の業務」という。）

とする。 

(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項 

(2) 判決、裁決等を求め現に係争中の事項又は監査委員が請求に基づき現に監査を実施し

ている事項 

(3) 議会に関する事項 

(4) 職員の自己の勤務内容に関する事項 

(5) 札幌市子どもの権利救済委員に救済を申し立てた事項 

(6) オンブズマン又は札幌市子どもの権利救済委員の行為に関する事項 

 （オンブズマンの職務） 

第４条 オンブズマンの職務は、次のとおりとする。 

(1) 市の業務に関する苦情の申立てを受け付け、簡易迅速に処理すること。 

(2) 常に市政を監視し、自己の発意に基づき、市の業務に関し事案を取り上げ調査するこ

と。 

(3) 市の業務に関し、是正等の措置を講ずるよう勧告し、及び制度の改善を求める意見を

表明すること。 

(4) 勧告、意見表明等の内容を公表すること。 

 

第第２２章章  責責務務  

 

 （オンブズマンの責務） 

第５条 オンブズマンは、公正かつ適正にその職務を遂行しなければならない。 

２ オンブズマンは、その職務の遂行に当たり、市民の権利利益を擁護し、並びに市政を監

視し、及び市政の改善を図る他の諸制度と有機的な連携を図ることなどにより、その役割

を効果的に果たすよう努めなければならない。 

３ オンブズマンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。 

 （市の機関の責務） 

第６条 市の機関は、オンブズマンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重するとともに、

積極的な協力援助に努めなければならない。 

 （市民等の責務） 

第７条 市民その他この制度を利用するものは、この条例の目的を達成するため、この制度

の適正かつ円滑な運営に協力しなければならない。 

 

第第３３章章  オオンンブブズズママンンのの組組織織等等  

 

 （オンブズマンの定数、任期等） 

第８条 オンブズマンの定数は、３人とする。 

２ オンブズマンは、人格が高潔で、行政に関し優れた識見を有する者のうちから、議会の

同意を得て、市長が委嘱する。 

３ オンブズマンの任期は２年とし、１期に限り再任されることができる。 

 （兼職等の禁止） 

第９条 オンブズマンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若し

くは長又は政党その他の政治団体の役員を兼ねることができない。 

２ オンブズマンは、市と特別の利害関係を有する法人その他の団体の役員を兼ねることが

できない。 

 （秘密を守る義務） 

第１０条 オンブズマンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、同様とする。 

 （解嘱） 

第１１条 市長は、オンブズマンが心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、

又はオンブズマンに職務上の義務違反その他オンブズマンたるに適しない非行があると認

めるときは、議会の同意を得て解嘱することができる。 

２ オンブズマンは、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して解嘱されることが

ない。 

（代表オンブズマン） 

第１２条 オンブズマンのうち１人を代表オンブズマンとし、オンブズマンの互選によって

これを定める。 

２ 代表オンブズマンは、オンブズマンに関する庶務を処理する。 

３ 代表オンブズマンに事故があるとき、又は代表オンブズマンが欠けたときは、あらかじ

め代表オンブズマンが定めるオンブズマンがその職務を代理する。 
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（オンブズマン会議） 

第１３条 次に掲げる事項を協議するため、オンブズマン会議を設ける。 

(1) オンブズマンの職務執行の一般方針に関すること。 

(2) 活動状況の報告に関すること。 

(3) その他オンブズマンの協議により必要と認める事項 

２ オンブズマン会議は、代表オンブズマンが招集する。 

３ 前項に定めるもののほか、オンブズマン会議の運営に関し必要な事項は、代表オンブズ

マンがオンブズマン会議に諮って定める。 

 

第第４４章章  苦苦情情のの処処理理等等  

 

 （苦情の申立て） 

第１４条 何人も、オンブズマンに対し、市の業務について苦情を申し立てることができる。 

 （苦情の申立手続） 

第１５条 前条の規定による苦情の申立て（以下「申立て」という。）は、次に掲げる事項を

記載した書面により行わなければならない。ただし、オンブズマンが当該書面によること

ができない特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

(1) 氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び

代表者の氏名） 

(2) 申立ての趣旨及び理由並びに申立ての原因となる事実のあった年月日 

(3) 前２号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

 （調査対象外事項） 

第１６条 オンブズマンは、申立てが、オンブズマンの所轄事項でないもののほか、次の各

号のいずれかに該当するものであると認めるときは、当該申立てに係る苦情について調査

しない。 

(1) 申立てを行ったもの（以下「苦情申立人」という。）が、申立ての原因となった事実

についての利害を有しないとき。 

(2) 申立ての原因となった事実のあった日から１年を経過しているとき。ただし、正当な

理由があるときは、この限りでない。 

(3) 虚偽その他正当な理由がないとき。 

２ オンブズマンは、申立てがオンブズマンの所轄事項であって、かつ、前項各号に該当し

ない場合においても、調査することが相当でない特別の事情があると認めるときは、当該

申立てに係る苦情について調査しないことができる。 

 （調査の開始・非開始に係る通知） 

第１７条 オンブズマンは、前条の規定により苦情を調査しないときは、苦情申立人に対し、

理由を付してその旨を速やかに通知しなければならない。 

２ オンブズマンは、申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案（以下「苦

情等」という。）について調査を開始するときは、関係する市の機関に対し、その旨を通知



Ⅳ　
制
度
の
概
要
等

− 88 − − 89 −

（オンブズマン会議） 

第１３条 次に掲げる事項を協議するため、オンブズマン会議を設ける。 

(1) オンブズマンの職務執行の一般方針に関すること。 

(2) 活動状況の報告に関すること。 

(3) その他オンブズマンの協議により必要と認める事項 

２ オンブズマン会議は、代表オンブズマンが招集する。 

３ 前項に定めるもののほか、オンブズマン会議の運営に関し必要な事項は、代表オンブズ

マンがオンブズマン会議に諮って定める。 

 

第第４４章章  苦苦情情のの処処理理等等  

 

 （苦情の申立て） 

第１４条 何人も、オンブズマンに対し、市の業務について苦情を申し立てることができる。 

 （苦情の申立手続） 

第１５条 前条の規定による苦情の申立て（以下「申立て」という。）は、次に掲げる事項を

記載した書面により行わなければならない。ただし、オンブズマンが当該書面によること

ができない特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

(1) 氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び

代表者の氏名） 

(2) 申立ての趣旨及び理由並びに申立ての原因となる事実のあった年月日 

(3) 前２号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

 （調査対象外事項） 

第１６条 オンブズマンは、申立てが、オンブズマンの所轄事項でないもののほか、次の各
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申立てに係る苦情について調査しないことができる。 

 （調査の開始・非開始に係る通知） 

第１７条 オンブズマンは、前条の規定により苦情を調査しないときは、苦情申立人に対し、

理由を付してその旨を速やかに通知しなければならない。 

２ オンブズマンは、申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案（以下「苦

情等」という。）について調査を開始するときは、関係する市の機関に対し、その旨を通知

しなければならない。 

 （調査の中止） 

第１８条 オンブズマンは、苦情等について調査を開始した場合においても、調査を続ける
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しなければならない。 

(1) 申立てに係るもの 苦情申立人及び前条第２項の規定により通知した市の機関（以下

「調査対象機関」という。） 

(2) オンブズマンの発意に基づくもの 調査対象機関  

 （調査の方法） 

第１９条 オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、調査対象機関

に対し、説明を求め、その保有する文書その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求

し、又は実地に調査することができる。 

２ オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関

に対し、質問し、事情を聴取し、又は実地に調査することについて協力を求めることがで

きる。 

３ オンブズマンは、専門的又は技術的な事項について、特に必要があると認めるときは、

専門的機関に対し、調査、鑑定、分析等の依頼をすることができる。 

（出資団体等の調査への協力） 

第２０条 市が出資又は補助その他の財政的援助を行っている団体であって規則で定めるも

の及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理

者は、前条第２項の規定による調査について、協力するよう努めるものとする。 

 （調査結果に係る通知） 

第２１条 オンブズマンは、苦情等の調査の結果について、次の各号に掲げる苦情等の区分

に応じ、当該各号に掲げるものに対し、速やかに通知しなければならない。 

 (1) 申立てに係るもの 苦情申立人及び調査対象機関 

 (2) オンブズマンの発意に基づくもの 調査対象機関 

 （勧告及び意見表明） 

第２２条 オンブズマンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市

の機関に対し、当該苦情等に係る市の業務について是正等の措置を講じるよう勧告するこ

とができる。 

２ オンブズマンは、苦情等の調査の結果、その原因が制度そのものに起因すると認めると

きは、関係する市の機関に対し、制度の改善を求める意見を表明することができる。 

３ オンブズマンは、申立てに係る苦情について前２項の規定により勧告し、又は意見を表

明したときは、苦情申立人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。 

 （勧告又は意見表明の尊重） 

第２３条 前条第１項の規定による勧告又は同条第２項の規定による意見表明を受けた市の

機関は、これを尊重しなければならない。 
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（措置の状況の報告） 

第２４条 オンブズマンは、第２２条第１項の規定による勧告又は同条第２項の規定による

意見表明をしたときは、当該勧告又は意見表明を受けた市の機関に対し、その是正等又は

改善の措置の状況について報告を求めるものとする。 

２ 前項の報告を求められた市の機関は、当該報告を求められた日の翌日から起算して６０

日以内に、オンブズマンに対し、是正等又は改善の措置の状況について報告するものとす

る。 

３ オンブズマンは、申立てに係る苦情について前項の規定による報告があったときは、苦

情申立人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。 

 （勧告等の公表） 

第２５条 オンブズマンは、第２２条第１項の規定による勧告若しくは同条第２項の規定に

よる意見表明をしたとき、又は前条第２項の規定による報告があったときは、その内容を

公表するものとする。 

２ オンブズマンは、前項の規定による公表をするに当たっては、個人情報等の保護につい

て十分な配慮をしなければならない。 

 

第第５５章章  補補則則  

 

 （活動状況の報告） 

第２６条 オンブズマンは、毎年、その活動状況について、市長及び議会に報告するものと

する。 

 （市民との交流） 

第２７条 オンブズマンは、前条の規定によりその活動状況を市長及び議会に報告したとき

は、これを公表するものとする。 

２ オンブズマンは、前項に掲げるもののほか、その活動に関し、積極的に市民に情報を提

供するとともに、市民の意向を把握する施策を講じるなど市民との交流に努めるものとす

る。 

 （専門調査員） 

第２８条 オンブズマンの職務の遂行を補佐するため、専門調査員を置くことができる。 

２ 専門調査員は、行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

３ 第５条、第９条及び第１０条の規定は、専門調査員について準用する。 

 （委任） 

第２９条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 （省 略） 
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＊ お越しの際は公共交通機関をご利用ください ＊ 
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